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京
都
第
九
七
册

(二
〇
二
二
)
：
四
三
-九
六
頁

嶽
麓
書
院
�
藏
鯵
︽
秦
律
令

(壹
)︾
譯
�
稿

そ
の

(五
)

｢秦
漢
法
制
�
料
の
硏
究
﹂
班

齋


賢
・
違

瀟
逸

・
鷹
取

祐
司

畑
野

吉
則
・

井

律
之
・
目
黑

杏
子

安
永

知
晃
・
宮
宅

�

凡
例

・
本
譯
�
稿
は
﹃
嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵

(肆
)﹄
(上
海
世
紀
出
版
股
份
�
限
公

司
・
上
海
辭
書
出
版
社
︑
二
〇
一
五
︑
以
下
︑﹁
嶽
麓
︹
肆
︺﹂
と
略
稱
)
第
三
組
の
一

部

(
325
～
391
鯵
)
の
譯
�
で
あ
る
︒

・
釋
�

原
則
と
し
て
嶽
麓
︹
肆
︺
の
釋
�
・
�
列
に
從
い
つ
つ
︑
圖
版
に
據
り
訂
正

す
べ
き
釋
字
は
改
め
た
︒
嶽
麓
︹
肆
︺
の
釋
�
は
重
�
符
號
の
附
さ
れ
た
�
字

に
つ
い
て
︑
同
じ
�
字
を
繰
り
�
す
か
た
ち
に
改
め
て
あ
る
が
︑
本
譯
�
稿
で

は
﹁

＝

﹂
と
い
う
記
號
に
よ
り
重
�
符
號
を
示
し
た
︒
�
中
に
書
き
�
ま
れ
た

鈎
型
の
符
號
も
︑﹁┐

﹂
と
い
う
記
號
で
示
し
て
あ
る
︒
複
數
の
鯵
か
ら
成
る

條
�
に
お
い
て
も
︑
釋
�
は
鯵
ご
と
に
區
切
り
︑
各
鯵
の
末
尾
に
整
理
番
號
︑

さ
ら
に
括
弧
に
入
れ
て
原
鯵
番
號
を
記
し
た
︒

そ
の
他
︑
釋
�
中
の
記
號
の
用
法
は
基
本
�
に
�
揭
書
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ

る
︒

〼
：
鯵
の
斷
裂
︑
た
だ
し
�
字
が
缺
け
て
い
な
い
と
き
に
は
用
い
な
い
︒

□
：
一
字
不
!
︒

⁝
：
字
跡
な
ら
び
に
�
字
數
不
!
︒

字
：
斷
片
�
な
墨
跡
か
ら
#
讀
し
た
�
字
︒

【
︼
：
墨
跡
は
見
え
な
い
が
內
容
か
ら
補
っ
た
�
字
︒

〖

〗
：
�
例
か
ら
補
っ
た
脫
字
︒

(
)
：
'
假
字
︑
衣
體
字
︒

〈
﹀
：
)
字
︒
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・
�

�
釋
の
な
か
で
︑
張
家
山
漢
鯵
﹁
二
年
律
令
﹂
の
條
�
が
參
考
に
な
る
場
合

は
︑
,
の
譯
�
を
﹁
二
年
律
令
譯
�
﹂
と
呼
ん
で
そ
の
�
說
を
紹
介
し
た
︒
關

連
�
料
に
つ
い
て
︑
同
譯
�
の
參
照
を
指
示
し
た
箇
�
も
あ
る
︒

冨
谷
至

(
/
)
﹃
江
陵
張
家
山
二
四
七
號
墓
出
土
漢
律
令
の
硏
究
﹄
(
0
友

書
店
︑
二
〇
〇
六
)

ま
た
�
に
擧
げ
た
用
例
・
參
考
�
料
の
う
ち
︑
出
土
�
字
�
料
の
出
典
・
引

用
略
號
に
つ
い
て
は
左
記
の
'
り
︒

睡
虎
地
秦
鯵
：﹁
睡
虎
地
秦
鯵
﹂
の
名
は
省
略
し
︑﹁
/
年
記
﹂﹁
秦
律
十
八

種
﹂﹁
效
律
﹂﹁
秦
律
雜
抄
﹂﹁
法
律
答
問
﹂﹁
封
診
式
﹂﹁
日
書
甲

種
﹂
と
い
う
各
グ
ル
ー
プ
の
呼
稱
の
み
を
擧
げ
︑
鯵
番
號
を
附
し

た
︒
鯵
番
號
は
﹃
睡
虎
地
秦
墓
竹
鯵
﹄
(
�
物
出
版
社
︑
一
九
九
〇
)

に
據
っ
た
︒
ま
た
釋
�
の
一
部
を
﹃
秦
鯵
牘
合
集
﹄
(武
漢
大
學
出

版
社
︑
二
〇
一
四
)
に
據
り
改
め
た
︒

龍
崗
秦
鯵
：﹃
龍
崗
秦
鯵
﹄
(中
華
書
局
︑
二
〇
〇
一
)
の
鯵
番
號
に
據
っ
た
︒

ま
た
釋
�
の
一
部
を
﹃
秦
鯵
牘
合
集
﹄
(武
漢
大
學
出
版
社
︑
二
〇

一
四
)
に
據
り
改
め
た
︒

里
耶
秦
鯵
：﹃
里
耶
秦
鯵
﹄︹
壹
︺
(
�
物
出
版
社
︑
二
〇
一
二
)
︑
同
︹
貳
︺
(二

〇
一
七
)
︑
お
よ
び
﹃
湖
南
出
土
鯵
牘
1
/
﹄
(嶽
麓
書
社
︑
二
〇
一

三
)
の
釋
�
︑
鯵
番
號
に
據
り
つ
つ
︑
一
部
を
﹃
里
耶
秦
鯵
牘
校

釋
﹄︹
第
一
卷
︺
(武
漢
大
學
出
版
社
︑
二
〇
一
二
)
︑
同
︹
第
二
卷
︺

(武
漢
大
學
出
版
社
︑
二
〇
一
八
)
︑﹃
里
耶
秦
鯵
2
物
館
藏
秦
鯵
﹄

(中
西
書
局
︑
二
〇
一
六
)
に
據
り
改
め
た
︒

嶽
麓
書
院
�
藏
鯵
：﹃
嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵

(壹
)
﹄
(上
海
辭
書
出
版
社
︑
二
〇
一

〇
)
は
﹁
嶽
麓
︹
壹
︺﹂
と
し
︑
同
書
が
4
用
す
る
整
理
番
號
を

附
し
た
︒﹃
嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵

(貳
)
﹄
以
下
も
同
樣
で
あ
る
︒

張
家
山
漢
鯵
：﹁
張
家
山
漢
鯵
﹂
の
名
は
省
略
し
︑﹁
二
年
律
令
﹂﹁
奏
讞
書
﹂

と
い
う
呼
稱
の
み
を
擧
げ
た
︒
釋
�
は
﹃
張
家
山
漢
墓
竹
鯵
︹
二

四
七
號
墓
︺﹄
(
�
物
出
版
社
︑
二
〇
〇
一
)
と
﹃
二
年
律
令
與
奏
讞

書
﹄
(上
海
古
籍
出
版
社
︑
二
〇
〇
七
)
と
を
6
せ
て
參
照
し
た
︒

﹁
奏
讞
書
﹂
に
つ
い
て
は
鯵
番
號
と
共
に
案
例
番
號
も
附
記
し
た
︒

居
7
漢
鯵
：
居
7
舊
鯵
に
つ
い
て
は
﹃
居
7
漢
鯵
釋
�
合
校
﹄
(
�
物
出
版
社
︑

一
九
八
七
)
の
鯵
番
號
を
擧
げ
︑
出
土
地
等
は
省
略
し
た
︒
居
7

怨
鯵
は
﹃
居
7
怨
鯵

甲
渠
候
官
與
第
四
燧
﹄
(
�
物
出
版
社
︑
一

九
九
〇
)
の
鯵
番
號

(
E
P
T
～
︑
E
P
F
～
︑
等
)
を
擧
げ
た
︒

懸
泉
置
漢
鯵
：﹃
敦
煌
懸
泉
漢
鯵
釋
粹
﹄
(上
海
古
籍
出
版
社
︑
二
〇
〇
一
)
等

で
示
さ
れ
て
い
る
原
鯵
番
號
を
擧
げ
︑
か
つ
同
書
が
8
宜
�
に
與

え
た
/
號
を
﹁
粹
～
﹂
と
い
う
か
た
ち
で
附
記
し
た
︒

《三
二
五
︾

●
泰
上
皇
①

祠
�
②

在
縣
9
者
③

⁝
〼

325

(
0
0
5
5
(
2
)
-
3
)

【譯
︼泰

上
皇
を
祀
る
祠
�
で
縣
9
に
あ
る
も
の
は
⁝

【
�
︼

①
泰
上
皇
：
莊
襄
王
の
こ
と
︒
289
鯵
�
①
參
照
︒

②
祠
�
：
先
祖
を
祀
る
円
物
︒

�
A
B
於
蜀
︑
C
民
爲
立
祠﹅

堂﹅

︑
歲
時
祭
祀
不
絕
︒
(﹃
漢
書
﹄
循
C
傳

�
A

傳
)
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賜
輒
賑
與
故
舊
︑
無
�
G
積
︒
H
爲
營
冢
堂
︑
I
祠﹅

�﹅

︑
置
C
卒
︑
如
舂
陵

孝
侯
︒
(﹃
後
漢
書
﹄
宗
室
四
王
三
列
侯
傳

安
成
孝
侯
賜
)

③
泰
上
皇
祠
�
在
縣
9
者
：
各
地
に
設
置
さ
れ
た
泰
上
皇
祠
�
の
分
社
︒

【解
說
︼

整
理
小
組
は
325
鯵
と
326
鯵
が
連
續
す
る
と
見
て
い
る
よ
う
だ
が
︑
背
面
の
劃

線
は
326
鯵
か
ら
328
鯵
ま
で
續
く
も
の
の
︑
325
鯵
に
は
確
K
で
き
な
い
︒
ま
た
︑

325
鯵
と
326
鯵
に
共
'
し
て
見
え
る
﹁
縣
9
者
﹂
は
筆
跡
や
�
字
の
大
き
さ
が
衣

な
る
︒
ひ
と
ま
ず
325
鯵
と
326
鯵
は
連
續
し
な
い
と
考
え
た
︒

�
③
の
﹁
泰
上
皇
祠
�
在
縣
9
者
﹂
と
は
︑
泰
上
皇
の
祠
�
で
各
地
に
分
置

さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
︒
泰
上
皇

(莊
襄
王
)
の
陵
墓
は
芷
陽

(
漢
代
の
京
兆
尹
霸

陵
縣
)
に
在
り
︑
恐
ら
く
そ
の
附
M
に
祠
�
の
本
社
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

こ
の
鯵
に
よ
り
︑
芷
陽
附
M
の
本
社
の
他
に
も
︑
各
地
に
そ
の
分
社
の
置
か
れ

た
こ
と
が
!
ら
か
と
な
っ
た
︒
里
耶
秦
鯵
に
は
令
�
が
輪
番
で
﹁
行
�
﹂
し
た

記
錄
が
見
え
︑
そ
の
﹁
�
﹂
な
ど
が
泰
上
皇
祠
�
の
分
社
の
一
つ
だ
っ
た
と
推

測
さ
れ
る
︒

夏
太
后
子
莊
襄
王
葬
芷
陽
︒
[索
隱
︑
芷
P
止
︒
地
理
志
京
兆
霸
陵
縣
︑

故
芷
陽
︒
]
(﹃
�
記
﹄
呂
不
韋
列
傳
)

廿
六
年
六
R
壬
子
�
陵
□
・︻
丞
︼
敦
狐
爲
令
�
S
行
�
詔
︑
令
�
行
〼

失
T
︒
行
�
者
必
謹
視
中
□
各
自
署
�
�
質
日
︒
行
先
9
旁
曹
始
︑
以
坐

,
相
屬
︒
(A
)

十
一
R
己
未
令
�
慶
行
�

□
□
□
□
令
�
韋
行

二
R
壬
午
令
�
行

行
�

五
R
丙
午
�
釦
行
�

十
一
R
己
巳
令
�
採
行
�

端
R
丁
未
令
�
採
行
�

二
R
壬
辰
令
�
莫

X
行
�

五
R
丙
辰
令
�
上
行
�

十
二
R
戊
辰
令
�
陽
行
�

□
□
□
□
令
�
慶
行
�

二
R
壬
寅
令
�
釦

行
�

五
R
乙
丑
令
�
□
□
□

十
二
R
己
丑
令
�
夫
行
�

□
R
癸
酉
令
�
犯
行
�

四
R
丙
申
�
戎
夫

行
�

六
R
癸
巳
令
�
除
行
�

(B
)
(
里
耶
秦
鯵
⑧

1
3
8+

⑧

1
7
4+

⑧

5
2
2+

⑧
5
2
3
)

《三
二
六
～
三
二
八
︾

令
都
C
①

�
事
縣
9
者
循
行
②

之
︑
毋
]
R
壹
③

︒
當
繕
治
④

者
輒
繕
治
之
︒
不

從
令
者
︑
貲
二
甲
⑤

︒
□
�
不
□
□

326

(
0
3
2
7
)

〼
內
�
郡
二
千
石
官
共
令

第
庚
⑥

327

(
0
6
1
7
)

■
內
�
郡
二
千
石
官
共
令

第
乙

328

(
0
6
9
0
)

【譯
︼都

C
で
縣
9
に
業
務
が
あ
る
者
に
そ
れ
を
a
視
さ
せ
る
︒
R
に
一
度
を
超
え

て
は
な
ら
な
い
︒
修
繕
す
べ
き
も
の
は
そ
の
つ
ど
こ
れ
を
修
繕
す
る
︒
令
に
從

わ
な
い
場
合
は
︑
貲
二
甲
︒
⁝

內
�
郡
二
千
石
官
共
令

第
庚

內
�
郡
二
千
石
官
共
令

第
乙

【
�
︼

①
都
C
：
地
方
の
二
千
石
官
�
屬
の
官
︒
監
察
に
關
與
す
る
こ
と
が
多
く
︑
二

年
律
令
で
は
b
獄
を
擔
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒
24
～
28
鯵
�
㉓
參
照
︒

整
理
小
組
は
﹁
都
﹂
字
を
﹁
部
﹂
と
す
る
が
︑
陳
洩
﹁
嶽
麓
秦
鯵
肆
校
商

(三
)
﹂
(
鯵
帛
網
二
〇
一
六
年
三
R
二
九
日
)
は
﹁
都
﹂
に
釋
す
︒
墨
跡
か
ら

ひ
と
ま
ず
﹁
都
﹂
と
釋
し
た
が
︑﹁
部
﹂
で
あ
る
可
能
性
も
殘
る
︒﹁
部
﹂

嶽麓書院�藏鯵《秦律令 (壹)》譯�稿 その (五)

45



は
管
e
區
域
の
こ
と
で
︑
部
C
は
そ
こ
を
f
け
持
つ
官
が
管
e
す
る
C
︑

す
な
わ
ち
�
下
の
C
を
指
す
︒
こ
こ
で
は
︑
本
來
の
持
ち
場
を
離
れ
て
縣

9
に
赴
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
ら
︑
郡
守
�
下
の
部
C
で
あ
ろ
う
︒

時
豫
州
刺
�
周
景
行
部
到
梁
國
︑
玄
謁
景
︑
因
伏
地
言
陳
相
羊
昌
罪
惡
︑
乞

爲
部
陳
從
事

[部﹅

︑
i
領﹅

也
︒
]︒
窮
案
其
姦
︒
(﹃
後
漢
書
﹄
橋
玄
傳
)

頃
之
︑
徵
入
爲
河
南
尹
︒
竇
景
家
人
復
擊
傷
市
卒
︑
C
捕
得
之
︑
景
怒
︑
l

緹
騎
侯
海
等
五
百
人
歐
傷
市
丞
︒
酺
部﹅

C﹅

楊
違
等
窮
究
︑
正
海
罪
︑
徙
朔
方
︒

(﹃
後
漢
書
﹄
張
酺
傳
)

②
循
行
：
見
囘
る
︒﹃
�
記
﹄
に
は
丞
相
が
�
H
�
を
見
囘
る
事
例
が
見
え
る
︒

●
禁
苑
嗇
夫
・
C
數
循﹅

行﹅

︑
垣
�
壞
決
獸
9
出
n
見
獸
出
在
外
︑
亟
吿
縣
︒

(龍
崗
秦
鯵
39
)

會
人
�
盜
發
孝
�
園
瘞
錢
︑
丞
相
靑
翟
s
︑
與
湯
t
俱
謝
︑
至
�
︑
湯
念
獨

丞
相
以
四
時
行﹅

園
︑
當
謝
︑
湯
無
與
也
︑
不
謝
︒
(﹃
�
記
﹄
v
C
列
傳

張
湯
)

③
毋
]
R
壹
：
R
に
一
度
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
︒
こ
れ
を
︑
直
�
に
見
え
る

﹁
循
行
﹂
の
頻
度
に
つ
い
て
の
規
定
と
解
釋
し
た
が
︑
頻
度
に
制
限
の
あ

る
理
由
は
よ
く
分
か
ら
な
い
︒
な
お
︑
整
理
小
組
は
﹁
壹
﹂
を
﹁
歸
﹂
と

釋
す
が
︑
圖
版
に
よ
り
改
め
た
︒

縣
n
工
室
聽
官
爲
正
衡
石
贏

(
纍
)
︑
斗
用

(桶
)
︑
升
︑
毋﹅

]﹅

歲
壺
︿
壹﹅

﹀︒

�
工
者
勿
爲
正
︒
叚

(假
)
試
戸
正
︒

工
律

(秦
律
十
八
種
100
)

④
繕
治
：
円
z
物
な
ど
の
修
繕
︒

歲
上
舂
城
旦
・
居
貲
續
︿
贖
﹀・
隸
臣
妾
繕﹅

治﹅

城
塞
數
・
用
徒
數
︑
n
黔
首

�
繕
・
用
徒
數
于
屬
�
尉
︑
與
計
偕
︒
(嶽
麓
︹
肆
︺
190
)

⑤
不
從
令
者
︑
貲
二
甲
：
朱
錦
|
﹁
讀
︽
嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵
︾
(肆
)
札
記

(一
)
﹂
(
鯵
帛
網
二
〇
一
六
年
三
R
二
五
日
)
に
從
い
︑
�
字
を
補
っ
た
︒

⑥
內
�
郡
二
千
石
官
共
令
第
庚
：
300
鯵
�
①
お
よ
び
306
～
307
鯵
�
③
④
參
照
︒

【解
說
︼

326
鯵
は
︑
縣
9
で
用
務
の
あ
る
都
C

(部
C
？
)
に
何
か
を
a
視
さ
せ
る
と

き
︑
そ
の
a
視
を
R
に
二
度
以
上
行
う
の
を
禁
じ
た
も
の
と
解
釋
し
た
が
︑
そ

の
場
合
︑
a
視
の
囘
數
を
制
限
す
る
理
由
が
不
!
確
で
あ
る
︒
後
に
見
え
る

﹁
修
繕
す
べ
き
は
}
や
か
に
修
繕
せ
よ
﹂
と
の
關
連
も
!
ら
か
で
な
い
︒
ま
た
︑

背
面
劃
線
が
連
續
す
る
こ
と
か
ら
︑
こ
こ
で
は
326
鯵
か
ら
328
鯵
ま
で
を
ひ
と
ま

ず
一
連
の
も
の
と
し
た
が
︑
令
名
を
記
し
た
鯵
が
竝
ぶ
の
は
不
自
然
で
あ
る
︒

《三
二
九
～
三
三
一
︾

■
泰
上
皇
①

時
內
�
②

言
︑
西
工
室
③

司
寇
・
隱
官
踐
S
④

多
貧
不
能
自
給
絃

(糧
)⑤
︒
議
⑥

︑
令
縣
l
司
寇
⑦

入
禾
︑
其
縣
毋

(無
)
禾

329

(
0
5
8
7
)

當
貣
⑧

者
︑
吿
作
�
縣
⑨

償
n
貸
⑩

︒
西
工
室
伐
榦
⑪

沮
・
南
5
⑫

山
︑
令
沮
・
南

5
聽
西
工
室
致
⑬

︒
其
入
禾
者
n
C
移
⑭

西

330

(
0
6
3
8
)

工
室
︒
●
二
年
⑮

曰
︑
復
用
⑯

︒

331

(
0
6
8
1
)

【譯
︼泰

上
皇
の
時
に
內
�
が
言
う
に
は
︑
西
工
室
に
お
い
て
踐
S
す
る
司
寇
と
隱

官
は
︑
多
く
が
貧
し
く
て
食
糧
を
自
辨
で
き
な
い
︒
檢
討
し
た
と
こ
ろ
︑
縣
に

命
じ
て
司
寇
を
�
l
し
て
穀
物
を
�
入
さ
せ
︑
縣
に
貸
與
で
き
る
穀
物
が
無
い

場
合
は
︑
就
役
地
の
縣
に
吿
げ
て
償
�
お
よ
び
貸
與
さ
せ
る
こ
と
と
す
る
︒
西

東 方 學 報
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工
室
は
沮
縣
と
南
5
縣
の
山
で
木
材
を
伐
�
す
る
の
で
︑
沮
縣
・
南
5
縣
に
西

工
室
の
食
糧
荏
給
命
令
を
f
け
入
れ
さ
せ
る
︒
穀
物
を
�
入
し
た
者
お
よ
び
C

は
西
工
室
に
傳
え
る
︒
●
二
年
に
言
う
︑
再
び
用
い
よ
︒

【
�
︼

①
泰
上
皇
：
莊
襄
王
の
こ
と
︒
289
鯵
�
①
參
照
︒

②
內
�
：
秦
の
首
都
圈
を
瓜
括
す
る
行
政
區
劃
お
よ
び
そ
の
長
官
︒

十
七
年
︑
內
�
�
攻
韓
︑
得
韓
王
安
︑
盡
�
其
地
︑
以
其
地
爲
郡
︑
命
曰
潁

川
︒
(﹃
�
記
﹄
秦
始
皇
本
紀
)

內
�
︑
周
官
︑
秦
因
之
︑
掌
治
京
師
︒
景
H
二
年
分
置
左
右
內
�
︒
右
內
�

武
H
太
初
元
年
S
名
京
兆
尹
⁝
左
內
�
S
名
左
馮
翊
︒
(﹃
漢
書
﹄
百
官
公
W
表

上
)

●
內
�
C
�
秩
以
下
□
□
□
□
□
□
爲
縣
官
事
□
而
死
︑︻
死
︼
�
縣
官
︑

以
縣
官
木
爲
槥
︒
槥
高
三
尺
︑
廣
一
︻
尺
︼
八
寸
︑
袤
六
尺
︑
厚
毋
]
二
寸
︒

毋
木
者
︑
爲
賣

(買
)
︑
出
之
︒
善
密
緻
其
槥
︑
以
枲
堅
t
兩
敦
︑
勿
令
解

絕
︒
(嶽
麓
︹
肆
︺
364
～
365
)

③
西
工
室
：
工
室
は
器
物
製
作
を
擔
當
す
る
部
署
で
︑
漢
代
で
は
少
府
の
屬
官

に
考
工
室
が
見
え
る
︒
西
工
室
は
西
縣
に
あ
っ
た
工
室
で
︑
秦
代
の
戈
に

は
﹁
西
工
﹂
銘
を
持
つ
例
も
見
え
る
︒
戰
國
秦
で
は
︑
雍
・
櫟
陽
・
咸
陽

に
武
器
製
z
機
�
が
置
か
れ
て
い
た
︒
西
縣
は
秦
の
西
垂
の
地
と
さ
れ
︑

雍
な
ど
と
同
じ
重
�
性
を
以
て
武
器
製
z
機
�
が
置
か
れ
た
と
推
測
さ
れ

る
︒

少
府
︑
秦
官
︑
掌
山
海
池
澤
之
稅
︑
以
給
共
養
︑
�
六
丞
︒
屬
官
�
尙
書
⁝

考﹅

工﹅

室﹅

⁝
十
六
官
令
丞
︒
(﹃
漢
書
﹄
百
官
公
W
表
上
)

王
二
年
相
邦
義

(儀
)
之
z
︒
西﹅

工﹅

封
︒
(
王
二
年
相
邦
儀
戈

﹃
�
物
﹄
二
〇

一
二
年
八
T
)

廿
年
相
邦
冉
z
︒
西﹅

工﹅

師
□
︒
丞
□
︒
隸
臣
□
︒
(
二
十
年
相
邦
冉
戈

﹃
殷
周

金
�
集
成
﹄
1
1
3
5
9
)

④
司
寇
・
隱
官
踐
S
：
司
寇
は
勞
役
𠛬
の
一
つ

(17
～
18
鯵
�
③
參
照
)
で
︑
隱

官
は
肉
𠛬
に
處
せ
ら
れ
た
𠛬
徒
が
免
除
後
に
置
か
れ
る
身
分

(7
～
9
鯵

�
⑫
參
照
)
︒
ま
た
︑
踐
S
は
輪
番
�
代
で
役
務
に
就
く
者
が
上
番
す
る
こ

と

(17
～
18
鯵
�
④
參
照
)
︒
�
⑦
で
営
べ
る
よ
う
に
︑
司
寇
・
隱
官
は
一

般
人
と
同
じ
く
郡
縣
に
戶
籍
を
持
ち
︑
彼
ら
と
西
工
室
と
の
關
係
は
︑
城

旦
舂
が
司
空
の
管
理
下
に
︑
隸
臣
妾
が
倉
の
管
理
下
に
常
時
置
か
れ
て
4

役
さ
れ
た
の
と
は
衣
な
る
︒
西
工
室
は
司
寇
・
隱
官
が
踐
S
す
る
際
に
�

屬
さ
れ
た
部
署
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
︒
ま
た
︑
後
�
に
﹁
西
工
室
伐
榦

沮
・
南
5
山
﹂
と
あ
る
の
は
︑
西
工
室
に
�
屬
さ
れ
た
司
寇
・
隱
官
が
︑

西
工
室
の
命
令
で
沮
縣
・
南
5
縣
に
行
き
︑
そ
こ
で
木
材
の
伐
�
作
業
に

從
事
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒

⑤
不
能
自
給
糧
：
食
糧
を
自
辨
で
き
な
い
︒
257
～
261
鯵
�
⑨
參
照
︒

⑥
議
：
あ
る
官
か
ら
丞
相
に
出
さ
れ
た
提
案
︒
こ
こ
で
は
內
�
に
よ
る
提
案
を

指
す
か
︒

●
泰﹅

山﹅

守﹅

言
︑
怨
黔
首
不
S
昌
等
夫
妻
盜
︑
耐
爲
鬼
薪
白
粲
︑
子
當
爲
收
︑

柀

(彼
)
�
嬰
兒
未
可
事
︑
不
能
自
食
別
傳
輸
之
︑
恐
行
死
︒
議﹅

︑
令
寄
長

其
父
母
n
親
�
︑
勿
庸
別
輸
︒
丞﹅

相﹅

議﹅

︑
年
未
盈
八
歲
者
令
寄
長
其
父
母
・

親
�
︑
盈
八
歲
輒
輸
之
如
令
︒
琅
X

(
琊
)
郡
比
︒
●
十
三
〼

(嶽
麓
︹
伍
︺

73
～
75
)

嶽麓書院�藏鯵《秦律令 (壹)》譯�稿 その (五)
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●
令
曰
︑
南﹅

陽﹅

守﹅

言
︑
興

(？
)
C
捕
辠
人
︑
報
日
封
診
n
它
諸

(？
)
官

□
□
□
□
者
︑
皆
令
得
與
書
�
・
隸
臣
・
它
�
與
捕
C
徒
〼
□
令

●
丞﹅

相﹅

議﹅

︑
如﹅

南﹅

陽﹅

議﹅

︑
它
�
等
比
︒
︱

(嶽
麓
︹
伍
︺
300
～
301
)

⑦
令
縣
l
司
寇
：
こ
の
﹁
縣
﹂
は
司
寇
・
隱
官
を
西
工
室
に
�
l
し
て
い
る
縣

を
指
す
︒
司
寇
は
民
と
同
じ
よ
う
に
郡
縣
に
戶
籍
を
持
ち
︑
隱
官
も
ま
た
︑

民
と
同
じ
よ
う
に
妻
を
娶
れ
る
こ
と
か
ら
︑
こ
れ
と
同
樣
だ
っ
た
と
思
わ

れ
る
︒
そ
れ
故
︑
こ
の
﹁
縣
﹂
は
西
工
室
に
�
l
さ
れ
て
い
る
司
寇
・
隱

官
の
本
籍
地
の
縣
で
あ
ろ
う
︒
な
お
︑
こ
こ
に
隱
官
が
記
さ
れ
な
い
の
は

單
な
る
省
略
と
思
わ
れ
る
︒

陽
里
戶
人
司
寇
寄
︑
妻
曰
備
︑
以
戶
𠨧

(
�
)
廬
江
︒
卅
五
︻
年
︼
〼

(里

耶
秦
鯵
⑧
1
8
7
3+

⑧
1
9
4
6
)

●
胡
丞
憙
敢
𤅊
之
︒
十
二
R
壬
申
︑
大
夫
究
詣
女
子
符
︑
吿
�
︒
●
符
曰
︑

�
�
︒
𧧻

(詐
)
自
以
爲
未
�
名
數
︑
以
令
自
占
書
名
數
︑
爲
大
夫
!
隸
︒

!
嫁
符
隱
官
解
妻
︒
弗
吿
�
︒
(奏
讞
書
28
～
29

案
例
④
)

⑧
貣
：
こ
こ
で
は
﹁
貸
す
﹂
の
�
味
︒
106
～
108
鯵
�
⑤
參
照
︒

⑨
作
�
縣
：﹁
作
�
﹂
は
勞
働
に
從
事
す
る
現
場
の
こ
と
︒
本
條
の
﹁
作
�
縣
﹂

は
踐
S
す
る
司
寇
・
隱
官
が
實
際
に
作
業
す
る
際
の
現
場
と
な
っ
て
い
る

縣
を
指
す
︒

女
子
已
坐
�
贖
耐
︑
後
復
�
當
贖
耐
者
︑
耐
以
爲
隸
妾
︒
司
寇
・
隱
官
坐
�

罪
隸
臣
以
上
︑
輸
作﹅

�﹅

官﹅

︒
(二
年
律
令
158
)

●
居
室
言
︑
徒
隸
作
宮
︑
宮
別
離
居
它
縣
畍

(界
)
中
︑
�
︒
�
居
室
徒

隸
・
官
屬
�
辠
當
封
︑
得
作﹅

�﹅

縣﹅

官﹅

︑
作
�
縣
官
令
獄
�
封
︑
其
得
它
縣
官

當
封
者
︑
各
吿
作
�
縣
官
︑
作
�
縣
官
□
□
□
移
封
牒
居
室
︒
(嶽
麓
︹
伍
︺

319
～
320
)

⑩
償
n
貸
：
秦
鯵
に
み
え
る
用
例
で
は
︑﹁
償
﹂
は
借
り
た
物
や
�
債
を
�

�
・
�
濟
す
る
こ
と
︑﹁
貸
﹂
は
貸
與
す
る
こ
と
を
指
す
︒

百
姓
叚

(假
)
公
器
n
�
責

(
債
)
未
賞

(償
)
︑
其
日
孤
以
收
責
之
︑
而
弗

收
責
︑
其
人
死
�
︑
n
隸
臣
妾
�
�
公
器
︑
畜
生
者
︑
以
其
日
R
減
其
衣
食
︑

毋
]
三
分
取
一
︑
其
�
�
衆
︑
計
之
︑
B
歲
衣
食
不
孤
以
稍
賞

(償
)
︑
令

居
之
︑
其
弗
令
居
之
︑
其
人
︻
死
︼
�
︑
令
其
官
嗇
夫
n
C
�
者
代
賞

(償
)
之
︒

金
布

(秦
律
十
八
種
77
～
79
)

芻
槀
積
五
歲
以
上
者
︑
以
貸
黔
首
欲
貣
者
︑
到
收
芻
槀
時
而
責
之
︒
黔
首
莫

欲
貣
︑
貣
而
弗
能
𡩡

(索
)
者
︑
以

(嶽
麓
︹
肆
︺
386
)

⑪
榦
：
器
物
製
作
の
材
料
と
な
る
木
材
︒
里
耶
秦
鯵
に
は
榦
が
弩
や
車
の
部
品

と
し
て
4
わ
れ
て
い
る
例
が
見
え
る
︒

是
R
也
︑
命
工
師
︑
令
百
工
︑
審
五
庫
之
量
︑
金
・
鐵
・
皮
・
革
・
筋
・

角
・
齒
・
羽
・
箭
・
幹
・
脂
・
膠
・
丹
・
漆
︑
毋
或
不
良
︒
[
�
︑
幹﹅

︑
器

之
木
也
︒
凡
輮
幹
�
當
用
脂
良
善
也
︒
]
(﹃
禮
記
﹄
R
令
)

□
□
□
弩
傳
榦﹅

〼

(里
耶
秦
鯵
⑧
5
2
9
B
)

取
車
衡
榦﹅

大
八
寸
袤
七
尺
者
二
枚
⁝
〼

(
里
耶
秦
鯵
⑧
5
4
8
)

⑫
沮
・
南
5
：
漢
中
郡
�
屬
の
縣
名
︒
沮
縣
は
﹃
漢
書
﹄
地
理
志
で
は
武
都
郡

�
屬
だ
が
︑
二
年
律
令
451
～
464
に
據
る
と
︑
漢
初
は
漢
中
郡
�
屬
だ
っ
た

と
思
わ
れ
る
︒

菹﹅

︑
旬
陽
︑
安
陽
︑
長
利
︑
錫
︑
上
庸
︑
武
陵
︑
�
陵

(
二
年
律
令
453
～
454
)

武
都
郡
︑
⁝
沮﹅

︑
沮
水
出
東
狼
谷
︑
南
至
沙
羨
南
入
江
︑
]
郡
五
︑
行
四
千

里
︑
荊
州
川
︒
(﹃
漢
書
﹄
地
理
志
下
)
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漢
中
郡
︑
秦
置
︒
⁝
南﹅

5﹅

︑
旱
山
︑
池
水
�
出
︑
東
北
入
漢
︒
(﹃
漢
書
﹄
地

理
志
上
)

⑬
致
：
人
や
モ
ノ
が
移
動
す
る
際
︑
移
動
に
問
題
が
な
い
こ
と
を
證
!
す
る
�

書
︒
198
～
206
鯵
�
⑧
參
照
︒
本
鯵
に
見
え
る
﹁
致
﹂
は
食
糧
荏
給
と
關
連

し
︑
,
揭
の
秦
律
の
﹁
致
﹂
の
よ
う
な
︑
食
糧
荏
給
命
令
書
と
考
え
ら
れ

る
︒

⁝
稟
大
田
而
毋

(無
)
恆
籍
者
︑
以
其
致﹅

到
日
稟
之
︑
勿
深
致
︒

田
律

(秦
律
十
八
種
11
)

円
始
元
年
三
R
甲
子
朔
癸
未
︑
右
後
士
C
雲
敢
言
之
︒

迺
十
二
R
甲
辰
f
l
︑
盡
甲
子
︑
積
廿
日
︑
食
未
得
︒
唯
官
移

(居
 
漢
鯵

2
8
4・
1
)

城
官
致
︒
敢
言
之
︒

以
檄
報
C
︑
殘
日
食
皆
常
詣
官
廩
︒

非
得
廩
城
官
︒
(居
 
漢
鯵

2
8
4・
4
A
)

董
雲

令
�
2
發

三
R
丙
戌
¢
水
庫
嗇
夫
魚
宗
以
來

君
�

(居
 
漢
鯵

2
8
4・
4
B
)

⑭
移
：﹁
�
書
を
£
る
﹂
の
�

(
257
～
261
鯵
�
⑰
)
で
頻
出
す
る
が
︑
こ
こ
で
は

﹁
¤
報
を
傳
え
る
﹂
の
�
︒

廿
八
年
七
R
戊
戌
朔
癸
卯
︑
尉
守
竊
敢
之
︒
洞
庭
尉
l
巫
居
貸
公
卒
安
成
徐
︑

署
�
陵
︒
今
徐
以
壬
寅
事
︒
謁
令
倉
貣
食
︑
移﹅

尉
以
展
t
日
︒
敢
言
之
︒

七
R
癸
卯
︑
�
陵
守
丞
膻
之
吿
倉
�
︒
以
律
令
從
事
︒
／
¥
手
︑
戸
徐
□
入

□

(A
)

癸
卯
︑
胊
忍
宜
利
錡
以
來
／
敞
§

齮
手

(B
)
(里
耶
秦
鯵
⑧
1
5
6
3
)

⑮
二
年
：
二
世
皇
H
二
年

(
�
二
〇
八
)
︒

⑯
復
用
：﹁
再
度
こ
の
規
定
を
¨
用
せ
よ
﹂
の
�
︒

昭
襄
王
命
曰
︑
置
酒
節

(
戸
)
徵
錢
金
n
它
物
以
賜
人
︑
令
獻
︑
丞
�
出
︒

丞
獻
︑
令
�
出
︑
以
爲
恆
︒
●
三
年
詔
曰
︑
復﹅

用﹅

︒
(
嶽
麓
︹
肆
︺
344
～
345
)

【解
說
︼

本
條
�
は
︑
踐
S
時
に
西
工
室
に
�
屬
さ
れ
た
司
寇
・
隱
官
へ
の
食
糧
荏
給

に
つ
い
て
︑
莊
襄
王
の
時
に
內
�
が
提
案
し
た
の
と
同
じ
對
應
を
取
る
よ
う
︑

二
世
皇
H
二
年
に
改
め
て
命
じ
た
も
の
で
あ
る
︒

莊
襄
王
時
の
內
�
の
提
案
は
︑
司
寇
・
隱
官
が
踐
S
す
る
場
合
の
食
糧
は
自

辨
が
基
本
で
あ
っ
た
が
︑
貧
窮
で
自
辨
で
き
な
い
者
が
多
い
の
で
︑
司
寇
・
隱

官
の
本
籍
の
あ
る
縣
が
穀
物
を
貸
與
す
る
よ
う
求
め
た
も
の
で
あ
る
︒﹁
令
縣

l
司
寇
入
禾
﹂
は
︑
司
寇
が
踐
S
の
た
め
に
西
工
室
に
赴
く
際
に
︑
司
寇
の
本

籍
地
の
縣
が
そ
の
踐
S
T
閒
中
の
食
糧
を
︑
司
寇
に
持
た
せ
て
西
工
室
へ
と
輸

£
・
�
入
さ
せ
る
と
い
う
�
味
だ
ろ
う
︒﹁
其
縣
毋
禾
當
貣
者
﹂
以
下
は
︑
本

籍
地
縣
に
貸
與
で
き
る
穀
物
が
な
い
と
き
の
對
應
で
︑
そ
の
場
合
は
︑﹁
作
�

縣
﹂
に
'
知
し
て
司
寇
・
隱
官
へ
食
糧
を
貸
與
さ
せ
︑
そ
の
う
え
で
貸
與
し
た

穀
物
を
囘
收
さ
せ
る
︑
と
い
う
�
味
と
思
わ
れ
る
︒

こ
こ
ま
で
が
︑
司
寇
・
隱
官
が
食
糧
を
自
辨
で
き
な
い
場
合
の
一
般
�
規
定

で
︑
こ
れ
以
影
は
︑
西
工
室
で
踐
S
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
司
寇
・
隱
官
が
︑

實
際
に
は
沮
縣
・
南
5
縣
に
�
l
さ
れ
︑
そ
こ
で
木
材
の
伐
�
作
業
に
從
事
し

た
際
の
個
別
�
な
指
示
だ
ろ
う
︒
一
般
規
定
に
い
う
�
の
﹁
作
�
縣
﹂
は
こ
の

場
合
︑
沮
縣
と
南
5
縣
に
な
り
︑﹁
令
沮
・
南
5
聽
西
工
室
致
﹂
は
︑
沮
縣
・

南
5
縣
に
命
じ
て
︑
西
工
室
が
作
成
し
た
食
糧
荏
給
命
令
書
に
則
っ
て
食
糧
を

荏
給
さ
せ
る
︑
と
い
う
�
味
だ
ろ
う
︒
續
く
﹁
其
入
禾
者
n
C
﹂
の
う
ち
︑

﹁
入
禾
者
﹂
は
本
籍
縣
で
貸
與
さ
れ
た
穀
物
を
西
工
室
に
輸
£
・
�
入
し
た
司

寇
・
隱
官
を
指
し
︑
西
工
室
の
﹁
C
﹂
と
同
樣
に
︑
本
來
は
西
工
室
で
食
糧
を
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f
け
取
る
べ
き
者
で
あ
る
︒
そ
れ
故
︑﹁
其
入
禾
者
n
C
移
西
工
室
﹂
は
作
�

縣
で
す
で
に
食
糧
を
與
え
た
と
い
う
情
報
を
︑
重
複
支
給
を
¬
け
る
た
め
︑
西

工
室
に
傳
え
る
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
︒

た
だ
し
︑

つ
か
の
箇
�
で
別
の
解
釋
も
可
能
だ
ろ
う
︒
330
鯵
の
﹁
吿
作
�

縣
﹂
の
﹁
吿
﹂
の
行
爲
�
體
は
︑
直
�
に
﹁
其
縣
毋
禾
當
貣
者
﹂
と
あ
る
こ
と

か
ら
す
れ
ば
︑
司
寇
・
隱
官
の
本
籍
縣
と
理
解
さ
れ
る
が
︑
司
寇
・
隱
官
の
作

業
を
實
際
に
差
�
す
る
の
は
西
工
室
で
あ
り
︑
本
籍
縣
は
作
業
場
�
ま
で
は
把

握
し
て
い
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
︑
む
し
ろ
西
工
室
で
あ
る
可
能
性

も
あ
る
︒
そ
れ
に
續
く
﹁
償
n
貸
﹂
に
つ
い
て
も
︑
司
寇
・
隱
官
の
本
籍
縣
が

彼
ら
に
穀
物
を
貸
與
で
き
な
い
場
合
の
︑
作
�
縣
に
よ
る
代
替
行
爲
で
あ
る
こ

と
︑
お
よ
び
﹁
償
﹂
と
﹁
貸
﹂
の
直
接
目
�
語
が
荏
給
す
べ
き
穀
物
で
あ
る
こ

と
は
疑
い
な
い
が
︑
閒
接
目
�
語
︑
戸
ち
︑
作
�
縣
が
誰
と
の
閒
で
﹁
償
n

貸
﹂
と
い
う
行
爲
を
行
う
の
か
に
つ
い
て
は

つ
か
の
可
能
性
が
想
定
さ
れ
る
︒

さ
ら
に
︑
330
鯵
か
ら
331
鯵
に
か
け
て
の
﹁
其
入
禾
者
n
C
移
西
工
室
﹂
に
關
し

て
も
︑
西
工
室
に
何
を
﹁
移
﹂
す
の
か

︱
︱
作
�
縣
で
の
食
糧
荏
給
不
�
者

¤
報
や
﹁
致

(食
糧
荏
給
命
令
書
)
﹂
な
ど
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
も
の
の

︱
︱
︑
定
か
で
な
い
︒

《三
三
二
︾

●
內
�
言
︑
斄
卒
①

從
破
趙
軍
②

└
︒
長
輓
粟
徒
③

壹
夫
④

身
貧
毋

(無
)
糧
︑

貣
⑤

縣
官
者
︑
死
軍
⑥

︑
爲
長
〼

332

(
0
7
4
9
)

【譯
︼●

內
�
が
言
う
に
は
︑
斄
縣
の
卒
が
趙
攻
略
軍
に
從
軍
し
た
︒
軍
糧
輸
£
に

從
事
し
た
徒
で
︑
獨
り
身
で
貧
し
く
食
糧
が
無
く
︑
官
府
か
ら
借
り
て
い
た
場

合
︑
軍
事
行
動
中
に
死
�
し
て
︑
爲
長
⁝

【
�
︼

①
斄
：
內
�
に
�
屬
す
る
縣
︒

右
扶
風
︑
故
秦
內
�
︑
⁝
武
H
円
元
六
年
分
爲
右
內
�
︑
太
初
元
年
S
名
�

®
都
尉
爲
右
扶
風
︒
⁝
縣
二
十
一
︒
⁝
斄
︑
周
后
稷
�
封
︒
(﹃
漢
書
﹄
地
理
志

上
)

□
□
□

□
□

毋

(
A
)

斄

(
B
)
(
里
耶
秦
鯵
⑧
1
5
2
6
)

②
破
趙
軍
：
趙
攻
擊
軍
︒﹃
�
記
﹄
六
國
年
表
に
は
秦
が
趙
を
攻
め
た
記
事
が


つ
も
見
え
る
が
︑
こ
の
﹁
破
趙
軍
﹂
が
何
時
の
趙
攻
擊
を
指
す
の
か
は

不
!
︒
な
お
︑
嶽
麓
鯵
に
は
﹁
破
荊
軍

(
楚
攻
擊
軍
)
﹂
も
見
え
る
︒

●
諸
當
�
償
︑
𧧻

(詐
)
相
移
居
之
n
相
幷
令
一
人
獨
名
�
之
︑
皆
坐
�
移

與
盜
同
灋
︒
今
雍
氏
卒
𧧻

(
詐
)
僞
相
移
甲
叚

(
假
)
而
毄

(
繫
)
治
者
千

餘
人
︑
其
叚

(假
)
或
自
雍
氏
軍
︑
以
至
破﹅

荊﹅

軍﹅

叚

(
假
)
殹

(也
)
︒
(嶽
麓

︹
陸
︺
18
～
19
)

③
長
輓
粟
徒
：
軍
糧
輸
£
に
從
事
す
る
者
︒
嶽
麓
︹
伍
︺
146
～
147
に
は
﹁
漕
﹂

と
竝
列
さ
れ
て
﹁
長
輓
者
﹂
が
見
え
︑
¯
に
よ
る
輸
£
を
擔
當
す
る

﹁
漕
﹂
に
對
し
て
︑﹁
長
輓
者
﹂
は
陸
路
で
の
輸
£
の
擔
當
者
を
指
す
︒

秦
自
四
境
之
內
︑
執
法
以
下
至
於
長﹅

輓﹅

者
[鮑
彪
云
︑
長
輓
者
︑
長
爲
輓
車

之
人
︒
]︑
故
畢
曰
︑
與
嫪
氏
乎
︑
與
呂
氏
乎
︒
(﹃
戰
國
策
﹄
魏
策
四
)

●
令
曰
︑
C
從
軍
治
粟
將
漕
長﹅

輓﹅

者
︑
自
敦
長
以
上
到
二
千
石
C
︑
居
軍
治
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粟
漕
長﹅

輓﹅

�
︑
得
賣

(買
)
�
㱃

(飮
)
食
衣
±
物
n
�
以
㱃

(飮
)
食
居

處
n
給
事
器
兵
︑
買
此
物
而
弗
㱃

(飮
)
食
衣
±
用
給
事
者
︑
皆
爲
私
利
︒

毋
重
車
者
︑
得
買
以
給
事
︑
舍
︑
毋
]
□

(嶽
麓
︹
伍
︺
146
～
147
)

④
壹
夫
：
整
理
小
組
は
人
名
と
解
釋
す
る
が
︑﹁
長
輓
粟
徒
壹
夫
～
者
﹂
と
︑

�
後
に
﹁
者
﹂
字
が
き
て
い
る
の
で
︑
こ
の
部
分
は
あ
る
條
件
に
該
當
す

る
者
を
示
す
一
般
�
な
表
現
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
れ
故
︑﹁
壹
夫
﹂
は
人

名
と
見
な
し
難
い
︒
�
字
'
り
解
釋
す
れ
ば
﹁
一
人
の
男
﹂
と
な
り
︑
表

現
が
類
似
す
る
﹁
獨
夫
﹂﹁
單
身
﹂
を
參
考
に
す
れ
ば
︑
家
族
の
い
な
い

一
人
暮
ら
し
の
男
︑
一
戶
に
一
人
だ
け
の
丁
男
︑
な
ど
が
想
定
さ
れ
る
︒

問
獨﹅

夫﹅

・
寡
´
・
孤
寡
・
疾
病
者

何
人
也
︒
(﹃
管
子
﹄
問
)

凡
丁
分
番
上
役
者
︑
家
�
µ
丁
�
R
︑
家
貧
單﹅

身﹅

閑
R
之
類
︒
(﹃
¶
令
拾
G

補
﹄
賦
役
令
二
五
)

⑤
貣
：
借
り
る
こ
と
︒
106
～
108
鯵
�
⑤
參
照
︒

⑥
死
軍
：
軍
事
行
動
中
に
死
�
し
た
こ
と
︒
戰
死
︒
睡
虎
地
秦
鯵
の
葉
書

(
/

年
記
)
で
は
︑
兵
士
と
し
て
軍
事
行
動
に
參
加
す
る
こ
と
を
﹁
從
軍
﹂
と

表
現
し
て
お
り
︑
こ
の
﹁
軍
﹂
は
軍
事
行
動
を
指
す
の
だ
ろ
う
︒

(昭
王
)
五
十
三
年
︑
C
誰
從
軍
︒
／
(今
)
十
三
年
︑
從
軍
︒
／
十
五
年
︑

從
·
陽
軍
︒
(
/
年
記
53
壹
・
20
貳
・
22
貳
)

【解
說
︼

本
條
�
は
︑
斄
縣
で
¸
發
さ
れ
︑
趙
攻
略
に
參
加
し
た
卒
の
う
ち
︑
官
か
ら

食
糧
を
貸
與
さ
れ
た
軍
糧
輸
£
者
が
戰
死
し
た
場
合
の
︑
何
ら
か
の
措
置
を
定

め
た
規
定
で
あ
ろ
う
が
︑
措
置
に
相
當
す
る
部
分
が
缺
落
し
て
い
る
た
め
︑
そ

の
內
容
は
不
!
で
あ
る
︒
ま
た
︑﹁
斄
卒

(
斄
縣
で
¸
發
し
た
卒
)
﹂
に
限
定
さ
れ

て
い
る
理
由
も
わ
か
ら
な
い
︒﹁
壹
夫
﹂﹁
貣
縣
官
者
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
推
測

す
れ
ば
︑
斄
縣
出
身
で
軍
糧
輸
£
に
從
事
し
た
獨
り
身
の
者
が
戰
死
し
た
場
合
︑

�
濟
す
る
家
族
な
ど
も
い
な
い
た
め
︑
貸
與
し
た
食
糧
の
�
�
を
免
除
す
る
よ

う
︑
內
�
が
丞
相
な
ど
に
提
案
し
た
上
言
の
冒
頭
部
分
な
の
か
も
し
れ
な
い
︒

《三
三
三
︾

■
內
�
郡
二
千
石
官
共
令

第
丁

333

(
0
3
5
1
)

【譯
︼內

�
郡
二
千
石
官
共
令
︒

第
丁
︒

【解
說
︼

共
令
の
表
題
鯵
︒
280
鯵
�
①
お
よ
び
306
～
307
鯵
�
③
を
參
照
の
こ
と
︒

《三
三
四
～
三
三
六
︾

●
獄
�
・
令
�
・
�
秩
C
①

n
屬
・
尉
佐
以
上
②

︑
二
歲
以
來
③

怨
爲
人
贅
𡎎

(壻
)④
者
免
之
︒
其
以
二
歲
�
爲
人
贅
𡎎

(壻
)
而

334

(
0
5
5
9
)

能
去
妻
室
⑤

者
勿
免
︑
其
弗
能
去
者
免
之
└
︒
二
歲
以
來
家
不
居
其
�
爲
C
之

郡
縣
︑
而
爲
舍
室
⑥

戸
取

(娶
)
妻
焉
〼

335

(
0
3
5
9
)

官
︑
免
之
︒
家
不
居
咸
陽
而
取

(
娶
)
妻
咸
陽
n
�
取

(娶
)
妻
它
縣
而
後
爲

C
焉
︑
不
用
此
令
︒

336

(
0
3
5
3
)
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【譯
︼●

獄
�
・
令
�
・
�
秩
C
お
よ
び
屬
・
尉
佐
以
上
は
︑
こ
こ
二
年
以
內
に
怨

た
に
他
人
の
入
り
婿
と
な
っ
た
場
合
は
罷
免
す
る
︒
二
年
以
上
�
に
他
人
の
入

り
婿
に
な
っ
て
い
た
が
︑
妻
の
世
帶
か
ら
離
別
で
き
る
場
合
は
罷
免
し
て
は
な

ら
ず
︑
そ
の
離
別
で
き
な
い
場
合
は
罷
免
す
る
︒
こ
こ
二
年
以
內
に
︑
實
家
が

C
と
な
っ
た
郡
や
縣
を
本
籍
と
し
て
い
な
い
の
に
︑
家
を
円
て
て
そ
こ
で
妻
を

娶
っ
た
ら
⁝

⁝
官
︑
罷
免
す
る
︒
實
家
が
咸
陽
を
本
籍
と
し
て
い
な
い
の
に
妻
を
咸
陽
で

娶
っ
た
︑
お
よ
び
︑
先
に
妻
を
他
縣
で
娶
っ
て
︑
そ
の
後
に
そ
こ
で
C
と
な
っ

た
ら
︑
こ
の
令
を
º
用
し
な
い
︒

【
�
︼

①
�
秩
C
：
百
石
以
上
の
定
ま
っ
た
秩
祿
を
持
つ
官
C
︒
斗
食
・
佐
�
よ
り
も

上
位
に
位
置
す
る
︒
207
～
209
鯵
�
②
參
照
︒

②
屬
・
尉
佐
：﹁
屬
﹂
は
郡
に
�
屬
す
る
C
︒﹁
尉
佐
﹂
の
�
屬
は
は
っ
き
り
し

な
い
が
︑
屬
と
竝
列
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
︑
郡
の
C
と
思
わ
れ
る
︒
嶽
麓

︹
陸
︺
248
お
よ
び
嶽
麓
︹
肆
︺
348
～
349
で
の
竝
び
方
か
ら
︑
屬
・
尉
佐
は

乘
車
・
�
秩
C
と
槪
ね
同
格
で
︑
�
・
卒
�
・
丞
・
尉
よ
り
も
格
下
の
C

と
考
え
ら
れ
る
︒

廿
七
年
二
R
丙
子
朔
庚
寅
︑
洞
庭
守
禮
謂
縣
嗇
夫
・
卒
�
嘉
・
叚

(假
)
卒

�
穀
・
屬﹅

尉
︒
令
曰
︑
傳
£
委
輸
︑
必
先
行
〼

(里
耶
秦
鯵
⑨
2
2
8
3
)

C
員
二
千
二
百
三
人
︒
大
守
一
人
︑
丞
一
人
︑
卒
�
九
人
︑
屬﹅

五
人
︑
書
佐

十
人
︑
嗇
夫
一
人
︑
凡
廿
七
人

(尹
灣
漢
鯵

Y
M
6
D
1
集
¿
)

諸
C
爲
𧧻

(詐
)
以
免
去
C
者
︑
卒
�
・
丞
・
尉
以
上
上
御
�
︑
屬﹅

・
尉
佐

n
乘
車
以
下
上
丞
相
︑
丞
相
・
御
�
先
予
怨
地
�
犫
À
郡
︑
備
︑︻
以
︼
(嶽

麓
︹
陸
︺
248
)

〼
實
︑
完
爲
城
旦
︒
以
尺
牒
牒
書
當
免
者
人
一
牒
︑
署
當
免
狀
︑
各
上
上
攻

�
執
灋
︑
執
灋
上
其
日
︑
�
以
上
牒
丞
□
・
御
�
︑
御
�
免
之
︑
屬﹅

・
尉

佐
・
�
秩
C
︑
執
灋
免
之
︑
而
上
牒
御
�
・
丞
相
︒
後
上
之
恆
與
上
攻
皆

(偕
)
︑
(嶽
麓
︹
肆
︺
348
～
349
)

③
二
歲
以
來
：
こ
こ
二
年
以
內
︒﹁
以
來
﹂
は
時
閒
の
I
點
を
示
し
︑﹁
歲
﹂
は

T
閒
を
表
す
の
で
︑﹁
二
歲
以
來
﹂
は
﹁
現
在
を
起
點
と
し
た
直
M
の
二

年
の
閒
﹂
と
い
う
�
味
だ
ろ
う
︒
後
の
﹁
以
二
歲
�
﹂
は
﹁
二
歲
以
來
﹂

と
對
比
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
﹁
二
年
以
上
�
に
﹂
と
い
う
�
味
に
な
ろ

う
︒

廿
年
後
九
R
戊
戌
以﹅

來﹅

︑
其
�
死
n
去
而
後
遝
者
︑
盡
論
之
如
律
︒
(嶽
麓

︹
肆
︺
70
)

●
□
律
曰
︑
冗
募
羣
戍
卒
n
居
貲
贖
責

(債
)
戍
者
n
冗
佐
�
・
均
人
�
︑

皆
二﹅

歲﹅

壹
歸
︑
取
衣
用
︑
居
家
卅
日
︑
其
父
母
□
以
歸
寧
︑
居
室
卅
日
外
Ã

來
︑
初
行
︑
日
八
十
里
︑
之
署
︑
日
行
七
十
里
︒
當
歸
取
衣
用
︑
貧
︑
毋

(無
)
以
歸
者
︑
貸
︑
日
令
庸
以
逋
︒
(嶽
麓
︹
肆
︺
278
～
279
)

④
贅
壻
：
入
り
婿
︒
秦
漢
時
代
に
は
︑
貧
窮
の
た
め
に
女
性
の
家
に
入
り
婿
と

な
る
場
合
が
あ
り
︑
入
り
婿
は
社
會
�
地
位
が
低
か
っ
た
︒

三
十
三
年
︑
發
諸
嘗
逋
�
人
︑
贅﹅

壻﹅

[集
解
︑
瓚
曰
︑
贅
︑
謂
居
窮
�
子
︑

4
就
其
´
家
爲
贅
壻
︒
]
賈
人
略
取
陸
梁
地
︑
爲
桂
林
・
象
郡
・
南
海
︑
以
º

l
戍
︒
(﹃
�
記
﹄
秦
始
皇
本
紀
)

●
制
詔
丞
相
□
〼
�
︑
唯
不
爲
人
贅﹅

𡎎﹅

(壻
)
□
徒
數
□
⁝
〼

(嶽
麓
︹
肆
︺

337
)
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⑤
妻
室
：
妻
の
世
帶
︒﹁
室
﹂
に
は
円
物
の
�
味
と
﹁
室
﹂
に
暮
ら
す
世
帶
の

�
味
と
が
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
世
帶
の
�
と
解
釋
し
た
︒

封
守

鄕
某
爰
書
︒
以
某
縣
丞
某
書
︑
封
�
鞫
者
某
里
士
五

(伍
)
甲
家

室
・
妻
・
子
・
臣
妾
・
衣
器
・
畜
產
︒
●
甲
室
・
人
︒
一
宇
二
內
︑
各
�
戶
︑

內
室
皆
瓦
蓋
︑
木
大
具
︑
門
桑
十
木
︒
●
妻
曰
某
︑
�
︑
不
會
封
︒
●
子
大

女
子
某
︑
未
�
夫
︒
●
子
小
男
子
某
︑
高
六
尺
五
寸
︒
●
臣
某
妾
小
女
子
某
︒

●
牡
犬
一
︒
●

訊
典
某
某
︑
甲
伍
公
士
某
某
︑
甲
黨

(
倘
)
�
當
封
守
而

某
等
脫
弗
占
書
且
�
辠

(罪
)
︒
某
等
皆
言
曰
︑
甲
封
具
此
︑
毋

(無
)
它
當

封
者
︒
戸
以
甲
封
付
某
等
︑
與
里
人
S
守
之
︑
侍

(待
)
令
︒
(封
診
式
8
～

12
)

勿
令
居
隱
除
︒
一
室
二
人
以
上
居
貲
贖
責

(債
)
莫
視
室
者
︑
出
其
一
人
︑

令
S
居
之
︒

(嶽
麓
︹
肆
︺
268
)

⑥
舍
室
：
居
È
の
た
め
の
円
物
︒

欲
益
買
宅
︑
不
比
其
宅
者
︑
勿
許
︒
爲
C
n
宦
皇
H
︑
得
買
舍﹅

室﹅

︒
(二
年
律

令
320
)

【解
說
︼

334
鯵
と
336
鯵
に
は
背
面
下
部
に
劃
線
が
あ
る
が
︑
�
後
の
鯵
に
は
そ
れ
と
連

續
す
る
劃
線
は
確
K
で
き
な
い
︒
ま
た
334
鯵
と
336
鯵
の
劃
線
も
連
續
し
な
い
︒

さ
ら
に
335
鯵
下
端
は
1
㎝
Ê
缺
損
し
て
い
て
︑
缺
損
部
に
﹁
焉
﹂
字
の
下
§
分

が
書
か
れ
て
い
た
と
す
る
と
︑
他
の
�
字
は
入
ら
な
い
︒
335
鯵
末
が
﹁
戸
取
妻

焉
﹂
だ
と
す
る
と
︑
336
鯵
冒
頭
の
﹁
官
﹂
に
續
け
て
讀
む
の
は
難
し
い
の
で
︑

ひ
と
ま
ず
︑
335
鯵
と
336
鯵
は
直
接
連
續
し
な
い
と
#
斷
し
た
︒

本
條
�
は
C
の
婚
姻
に
關
す
る
規
定
で
あ
る
︒
冒
頭
で
︑
本
條
の
º
用
範
圍

が
獄
�
・
令
�
・
�
秩
C
・
屬
・
尉
佐
以
上
と
さ
れ
る
︒
�
②
�
揭
嶽
麓

︹
肆
︺
348
～
349
で
は
︑
�
以
上
と
屬
・
尉
佐
・
�
秩
C
が
擧
げ
ら
れ
︑
獄
�
・

令
�
・
�
秩
C
・
屬
・
尉
佐
が
秦
の
C
の
序
列
に
お
い
て
一
つ
の
ま
と
ま
り
と

な
っ
て
い
た
︒

こ
れ
ら
の
C
が
︑
こ
の
令
が
發
布
さ
れ
た
時
點
か
ら
]
去
二
年
以
內
に
入
り

婿
と
な
っ
た
場
合
は
︑
罷
免
さ
れ
る
︒
二
年
以
上
�
に
入
り
婿
に
な
っ
て
い
た

が
妻
と
離
婚
す
る
者
は
罷
免
せ
ず
︑
離
婚
し
な
い
者
は
罷
免
さ
れ
る
︒
こ
こ
で

は
﹁
去
妻
室
﹂
を
ひ
と
ま
ず
離
婚
と
解
釋
し
た
が
︑
�
⑤
で
営
べ
た
よ
う
に

﹁
室
﹂
に
は
円
物
の
�
も
あ
り
︑
妻
と
の
離
婚
で
は
な
く
︑
妻
の
實
家
と
は
別

の
家
で
妻
と
暮
ら
す
こ
と
か
も
し
れ
な
い
︒
ま
た
︑﹁
能
去
妻
室
﹂
の
﹁
能
﹂

が
解
釋
し
に
く
い
が
︑
こ
の
令
が
發
布
さ
れ
た
後
の
對
應
と
し
て
﹁
⁝
で
き
る

場
合
は
﹂
と
言
っ
て
い
る
も
の
と
理
解
し
た
︒

續
い
て
︑
C
と
な
っ
た
者
の
實
家
の
�
在
地
と
︑
C
と
な
っ
た
郡
縣
と
の
關

係
に
つ
い
て
の
規
定
︒
直
M
の
二
年
閒
に
實
家
の
�
在
地
と
衣
な
る
郡
縣
で
C

と
な
っ
た
︑
す
な
わ
ち
本
籍
地
以
外
の
郡
縣
で
C
と
な
り
︑
そ
こ
で
家
を
持
ち
︑

妻
を
娶
っ
た
場
合
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
︒
335
鯵
と
336
鯵
を
直
接
繫
げ
れ
ば
︑

﹁
戸
取
妻
焉
官
︑
免
之
﹂
と
な
る
の
で
︑
そ
の
場
合
︑
當
該
の
C
は
罷
免
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
︒
整
理
小
組
は
﹁
焉
﹂
を
﹁
於
﹂
と
同
じ
用
法
と
し
︑﹁
取
妻

焉
官
﹂
を
﹁
娶
妻
於
官
﹂
と
讀
み
替
え
︑﹁
勤
務
す
る
官
署
の
�
在
地
で
妻
を

娶
る
﹂
と
解
釋
す
る
︒
だ
が
﹁
焉
﹂
を
﹁
於
﹂
と
同
じ
と
す
る
の
は
難
し
く
︑

�
ら
な
か
っ
た
︒

直
接
は
繫
が
ら
な
い
も
の
の
︑
336
鯵
は
335
鯵
の
﹁
二
歲
以
來
﹂
以
影
の
規
定

の
º
用
例
外
を
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒
咸
陽
以
外
に
本
籍
の
あ
る
者
が
咸

陽
で
C
と
な
り
︑
か
つ
咸
陽
を
本
籍
と
す
る
女
性
を
妻
と
し
た
場
合
︑
お
よ
び

自
身
の
本
籍
地
以
外
の
郡
縣
を
本
籍
と
す
る
女
性
を
妻
に
娶
っ
た
後
︑
妻
の
本

籍
地
の
郡
縣
で
C
と
な
っ
た
場
合
は
︑
こ
の
令
が
º
用
さ
れ
な
か
っ
た
︒

335
鯵
﹁
二
歲
以
來
﹂
以
影
の
規
定
に
よ
る
と
︑
本
籍
地
以
外
で
C
と
な
っ
た
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者
が
︑
そ
の
地
で
妻
を
娶
る
の
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
︒
こ
の
よ
う
な
規
定
が
あ

る
の
は
︑
本
籍
地
を
離
れ
て
C
と
な
っ
た
者
が
︑
婚
姻
を
'
じ
て
そ
の
地
の
�

力
者
と
�
着
す
る
の
を
豫
防
す
る
た
め
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
咸
陽
が
例
外
と

な
っ
て
い
る
の
は
︑
咸
陽
は
秦
の
都
ゆ
え
︑
そ
の
地
の
�
力
者
は
秦
國
と
利
À

が
一
致
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
そ
う
で
あ
れ
ば
︑
こ
の
規
定
は
怨
地

(舊
六
國

領
)
に
赴
任
し
た
秦
人
の
C
を
そ
の
�
た
る
對
象
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ

う
︒ち

な
み
に
嶽
麓
鯵
に
は
本
條
の
他
に
も
︑
C
の
本
籍
地
と
︑
C
と
な
っ
た
郡

縣
と
の
關
係
如
何
に
よ
っ
て
︑
法
の
º
用
が
變
わ
る
ケ
ー
ス
が
見
え
る
︒
,
揭

の
嶽
麓
︹
伍
︺
138
～
145
は
︑
®
の
�
上
に
よ
る
貲
𠛬
・
贖
𠛬
の
免
除
に
關
わ
る

規
定
で
︑
あ
る
人
が
自
身
の
®
を
�
上
す
る
こ
と
で
他
人
の
貲
贖
𠛬
を
免
除
し

よ
う
と
す
る
場
合
︑
自
身
の
本
籍
地
以
外
の
郡
縣
に
戶
籍
の
あ
る
人
の
貲
贖
𠛬

を
免
除
す
る
こ
と
は
で
き
ず

(傍
線
部
ⓐ
)
︑
一
方
で
本
籍
地
と
は
衣
な
る
郡
縣

で
C
と
な
っ
て
い
る
者
は
︑
C
と
な
っ
て
い
る
郡
縣
の
黔
首
に
®
を
�
上
さ
せ

る
こ
と
で
︑
そ
の
C
の
貲
贖
𠛬
を
免
除
で
き
た

(傍
線
部
ⓑ
)
︒
秦
代
で
は
黔
首

や
C
の
行
動
に
對
し
て
︑
本
籍
地
の
郡
縣
か
否
か
に
よ
る
制
限
が
あ
っ
た
こ
と

に
な
る
︒

●
令
曰
︑
C
n
黔
首
�
貲
贖
萬
錢
以
下
而
謁
解
®
一
Î
以
除
︑︻
n
︼
當

爲
疾
死
・
死
事
者
後
︑
謁
毋
f
®
︑
以
除
貲
贖
︑
皆
許
之
︒
⁝
(中
略
)
⁝
︒

ⓐ
爲
人
除
貲
贖
者
︑
內
�
n
郡
各
得
爲
其
畍

(界
)
中
人
除
︑
毋
得
爲
它

郡
人
除
︒
ⓑ
︻
中
︼
縣
・
它
郡
人
爲
C
它
郡
者
︑
得
令
�
爲
C
郡
黔
首
爲

除
貲
贖
︒
屬
邦
與
內
�
'
相
爲
除
︒
爲
解
®
者
︑
獨
得
除
貲
贖
︒
令
七

牒
︒

●
尉
郡
卒
令
第
乙
七
十
六

(嶽
麓
︹
伍
︺
138
～
145
)

《三
三
七
︾

●
制
詔
①

丞
相
□
②

〼
�
③

︑
唯
④

不
爲
人
贅
𡎎

(壻
)⑤
□
徒
數
⑥

□
⁝
〼

337

(殘
3
7+

0
6
7
2
-
1
)

【譯
︼●

制
︒
丞
相
⁝
に
詔
す
る
︒
⁝

⁝
�
⁝
︑
た
だ
他
人
の
入
り
婿
と
な
っ
て
い
な
い
場
合
︑
⁝
徒
數
⁝

【
�
︼

①
制
詔
：
皇
H
が
命
令
を
下
す
時
に
用
い
ら
れ
る
語
︒
308
～
310
鯵
�
①
參
照
︒

②
□
：
整
理
小
組
は
﹁
御
﹂
字
に
釋
す
が
︑
殘
畫
よ
り
﹁
御
﹂
字
で
は
な
い
と

#
斷
し
た
︒
從
っ
て
337
鯵
上
部
の
斷
片
が
下
に
續
く
か
否
か
も
確
と
せ
ず
︑

ひ
と
ま
ず
上
下
を
別
々
に
譯
出
し
た
︒

③
�
：
334
～
335
鯵
か
ら
︑﹁
C
﹂
字
で
あ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
︒

④
唯
：
ひ
と
ま
ず
限
定
�
な
用
法
と
解
釋
し
た
が
︑﹁
唯

(
雖
)
﹂
で
あ
る
可
能

性
も
殘
る
︒

入
禾
倉
︑
萬
石
一
積
而
比
黎
之
爲
户
︒
縣
嗇
夫
若
丞
n
倉
・
鄕
相
雜
以
印
之
︑

而
G
倉
嗇
夫
n
離
邑
倉
佐
�
稟
者
各
一
户
以
氣

(
餼
)
︑
自
封
印
︑
皆
輒
出
︑

餘
之
索
而
S
爲
發
户
︒
嗇
夫
免
︑
效
者
發
︑
見
雜
封
者
︑
以
隄

(題
)
效
之
︑

而
復
雜
封
之
︑
勿
度
縣
︑
唯﹅

倉
自
封
印
者
是
度
縣
︒
出
禾
︑
非
入
者
是
出
之
︑

令
度
之
︑
度
之
當
堤

(題
)
︑
令
出
之
︒
(秦
律
十
八
種
21
～
23
)

□
賞

(償
)
予
者
︒
f
者
當
收
者
殹

(也
)
︑
以
收
賞

(償
)
�
︑
乃
收
餘
︒

予
者
唯﹅

收
罪
殹

(也
)
︑
Ð

(
�
)
之
︒
當
Ñ
�

(
印
)
Ñ
之
︑
奏
之
︒
令
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(嶽
麓
︹
陸
︺
183
)

□
□
免
︑
縣
官
不
視
︻
事
︼
若

(？
)
�
n
曹
事
�
不
當
n
廢
之
・
留
者
︑

盡
坐
之
︑
雖
�
叚

(假
)
代
爲
行
之
︑
病
者
與
共
坐
︑
皆
如
身
斷
治
論
n
存

者
之
辠
︑
唯
謁
屬
�
C
官
長
歸
乃
勿
坐
︒
𧧻

(詐
)
¬
事
︑
�
¬
唯﹅

(雖﹅

)

毋
論
︑
貲
二
甲
︑
廢
︒
以
病
故
〼

(嶽
麓
︹
伍
︺
265
～
266
)

⑤
贅
壻
：
入
り
婿
︒
妻
家
に
寄
食
す
る
こ
と
︒
334
～
336
鯵
�
④
參
照
︒

⑥
□
徒
數
：
類
似
の
言
い
囘
し

(嶽
麓
︹
肆
︺
156
～
159
︑
188
～
191
)
か
ら
﹁
用
徒

數
﹂
で
は
な
い
か
と
い
う
�
見
も
出
た
が
︑
殘
畫
か
ら
は
釋
讀
し
難
い
︒

【解
說
︼

本
鯵
は
殘
37
鯵
と

0
6
7
2
-
1
鯵
の
二
片
か
ら
成
る

(
0
6
7
2
-
2
は
嶽
麓
︹
柒
︺
の

第
二
卷
G
漏
殘
片
に
含
ま
れ
る
)
︒﹁
丞
相
﹂
の
下
の
字
を
﹁
御
﹂
と
釋
し
︑
そ
れ

を
﹁
�
﹂
字
か
ら
始
ま
る
斷
片
に
接
合
さ
せ
た
と
お
ぼ
し
い
が
︑
�
②
に
営
べ

た
と
お
り
﹁
御
﹂
と
は
釋
せ
ず
︑
斷
片
を
別
々
に
譯
出
し
た
︒
因
み
に
﹁
制
詔

丞
相
﹂
に
續
く
�
字
と
し
て
は
﹁
臣
﹂
(嶽
麓
︹
伍
︺
56
)
や
﹁
斯

(=

李
斯
)
﹂

(同
87
)
と
い
っ
た
例
が
存
在
す
る
も
の
の
︑
い
ず
れ
も
殘
畫
と
º
合
し
な
い
︒

二
つ
の
斷
片
が
接
合
し
な
い
の
な
ら
ば
︑
下
の
斷
片
は
詔
敕
の
冒
頭
で
は
な

く
︑
贅
壻
に
關
す
る
條
�
の
一
部
で
あ
る
可
能
性
も
出
て
く
る
︒
だ
が
�
違
が

短
す
ぎ
︑
贅
壻
と
勞
役
¸
發
と
を
め
ぐ
る
規
定
か
と
推
察
さ
れ
る
も
の
の
︑
詳

し
い
內
容
は
分
か
ら
な
い
︒

《三
三
八
～
三
三
九
》↓
《三
〇
八
～
三
一
〇
︾

《三
四
〇
︾

■
內
�
郡
二
千
石
官
共
令

第
丙

340

(
0
5
2
2
)

【譯
︼內

�
郡
二
千
石
官
共
令
︒

第
丙
︒

【解
說
︼

共
令
の
表
題
鯵
︒
280
鯵
�
①
お
よ
び
306
～
307
鯵
�
③
を
參
照
の
こ
と
︒

《三
四
一
～
三
四
二
︾

囂
園
①

・
宣
深
②

�
斗
食
嗇
夫
③

・
�
各
一
人
︑
毋
與
相
襍
④

稍
稟
⑤

R
食
⑥

者
︒

賣
番
息
⑦

子
�
以
爲
□
□
物
⑧

n
它

341

(
0
6
3
9
)

當
賣
買
者
└
︑
令
相
監
⑨

︑
毋

(無
)
律
令
⑩

︒
議
︑
令
囂
園
・
宣
深
嗇
夫
若
�

相
襍
監
︑
坐
如
監
令
�
⑪

︒
它
�
等
比
⑫

︒

342

(
0
6
8
0
)

【譯
︼囂

園
・
宣
深
に
は
斗
食
嗇
夫
・
�
が
そ
れ
ぞ
れ
一
人
い
る
︒
R
食
を
荏
給
す

る
の
に
共
同
で
從
事
す
る
者
が
い
な
い
︒
繁
殖
し
た
官
畜
の
子
の
う
ち
⁝
で
あ

る
も
の
︑
お
よ
び
そ
の
他
の
︑
賣
買
す
る
の
に
該
當
す
る
も
の
を
賣
る
場
合
︑

互
い
に
立
ち
會
っ
て
監
督
さ
せ
る
こ
と
に
關
し
て
︑
律
令
に
規
定
が
な
い
︒
檢

討
し
た
と
こ
ろ
︑
囂
園
・
宣
深
の
嗇
夫
も
し
く
は
�
に
共
同
で
監
督
さ
せ
︑
罪

に
問
わ
れ
る
場
合
は
︑
監
督
し
た
令
�
に
準
ず
る
︒
類
似
の
事
例
が
あ
れ
ば
︑

同
樣
に
す
る
︒

嶽麓書院�藏鯵《秦律令 (壹)》譯�稿 その (五)
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【
�
︼

①
囂
園
：
整
理
小
組
は
秦
獻
公
が
埋
葬
さ
れ
た
囂
圉
の
こ
と
と
す
る
︒
こ
れ
に

從
う
︒

獻
公
享
國
二
十
三
年
︑
葬
囂﹅

圉﹅

︒
(﹃
�
記
﹄
秦
始
皇
本
紀
)

②
宣
深
：
整
理
小
組
は
秦
宣
太
后
の
墓
�
と
推
測
す
る
︒
こ
れ
に
從
う
︒
宣
太

后
は
昭
襄
王
の
生
母
で
︑
芷
陽
に
埋
葬
さ
れ
た
︒

(昭
襄
王
)
四
十
二
年
︑
安
國
君
爲
太
子
︒
十
R
︑
宣
太
后
薨
︑
葬
芷
陽
酈
山
︒

(﹃
�
記
﹄
秦
本
紀
)

③
斗
食
嗇
夫
：
官
職
名
︒
百
石
以
上
の
定
ま
っ
た
秩
祿
を
持
つ
﹁
�
秩
﹂
(
207
～

209
鯵
�
②
)
に
對
し
︑﹁
斗
食
﹂
は
そ
の
下
位
に
位
置
す
る
︒
禁
苑
な
ど
に

も
嗇
夫
が
�
置
さ
れ
た
こ
と
は
︑
54
～
59
鯵
�
⑱
參
照
︒

百
石
以
下
�
斗﹅

食﹅

・
佐
�
之
秩
︑
是
爲
少
C
︒﹇
師
古
曰
︑
漢
官
名
秩
¿
云

斗
食
R
奉
十
一
斛
︑
佐
�
R
奉
八
斛
也
︒
一
說
︑
斗
食
者
︑
歲
奉
不
滿
百
石
︑

計
日
而
食
一
斗
二
升
︑
故
云
斗
食
也
︒﹈
(﹃
漢
書
﹄
百
官
公
W
表
上
)

大
夫
比
三
百
石
︑
不
S
比
�
秩
︑
簪
褭
比
斗﹅

食﹅

︑
上
z
・
公
士
比
佐
�
︒

(二
年
律
令
292
)

爲
縣
斗﹅

食﹅

四
歲
五
R
廿
四
日
︒
(里
耶
秦
鯵
⑩
1
5
)

④
相
襍
：
複
數
人
が
共
同
で
職
務
に
あ
た
る
こ
と
︒

入
禾
倉
︑
萬
石
一
積
而
比
黎
之
爲
戶
︒
縣
嗇
夫
若
丞
n
倉
・
鄕
相﹅

雜﹅

以
印
之
︑

而
G
倉
嗇
夫
n
離
邑
倉
佐
�
稟
者
各
一
戶
以
氣

(
餼
)
︑
自
封
印
︑
皆
輒
出
︑

餘
之
索
而
S
爲
發
戶
︒
嗇
夫
免
︑
效
者
發
︑
見
雜﹅

封﹅

者
︑
以
隄

(題
)
效
之
︑

而
復
雜
封
之
︑
勿
度
縣
︑
唯
倉
自
封
印
者
是
度
縣
︒
(秦
律
十
八
種
21
～
23
)

恆
以
八
R
令
鄕
部
嗇
夫
・
C
・
令
�
相﹅

襍﹅

案
戶
籍
︑
副
臧

(藏
)
其
廷
︒
(二

年
律
令
328
)

⑤
稍
稟
：
こ
こ
で
は
每
R
一
定
量
の
R
食
を
荏
給
す
る
こ
と
︒﹁
稍
﹂
は
少
額
︑

少
し
ず
つ
の
�
︒
121
～
123
鯵
�
⑤
參
照
︒

●
倉
律
曰
︑
縣
官
縣
料
出
入
必
·
︑
稟
禾
美
惡
相
襍
︑
大﹅

輸﹅

令
丞
視
︑
令

�
・
官
嗇
夫
視
·
︑
稍﹅

稟﹅

︑
令
令
�
視
·
︑
不
從
令
︑
貲
一
甲
︒
(嶽
麓

︹
肆
︺
163
～
164
)


其
出
入
︑
均
其
稍﹅

食﹅

︒﹇
5
司
農
云
︑
稍
食
︑
祿
廩
︒
駅
︑
稍
︑
則
稍
稍

與
之
︑
則
R
俸
是
也
︒﹈
(﹃
周
禮
﹄
天
官
)

⑥
R
食
：
一
カ
R
分
の
食
糧
と
し
て
荏
給
さ
れ
る
穀
物
︒

官
嗇
夫
免
︑
復
爲
嗇
夫
︑
而
坐
其
故
官
以
貲
賞

(償
)
n
�
它
責

(債
)
︑
貧

窶
毋

(無
)
以
賞

(償
)
者
︑
稍
減
其
秩
・
R﹅

食﹅

以
賞

(
償
)
之
︑
弗
得
居
︒

其
免
殹

(也
)
︑
令
以
律
居
之
︒
(秦
律
十
八
種
82
～
83
)

⑦
番
息
：
整
理
小
組
は
﹁
□
息
﹂
と
す
る
が
︑
齊
繼
洩
﹁︽
嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵

(肆
)
︾
補
釋
二
則
﹂
(
鯵
帛
網
二
〇
一
七
年
二
R
二
三
日
)
に
從
い
﹁
番
息
﹂

と
釋
し
た
︒﹁
番
﹂
は
﹁
蕃
﹂
に
'
じ
︑
家
畜
が
繁
殖
す
る
こ
と
︒
殖
え

た
官
畜
の
子
は
賣
却
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒

嘗
爲
司
職
C
而
畜
蕃﹅

息﹅

︒
由
是
爲
司
空
︒
(﹃
�
記
﹄
孔
子
世
家
)

廿
六
年
十
二
R
癸
丑
朔
庚
申
︑
�
陵
守
祿
敢
言
之
︒
沮
守
瘳
言
︑
課
廿
四
年

畜﹅

息﹅

子﹅

得﹅

錢﹅

殿
︒
沮
守
周
�
︒
爲
怨
地
C
︑
令
縣
論
言
�

(事
)
︒
●
問
之
︑

周
不
在
�
陵
︒
敢
言
之
︒
(
里
耶
秦
鯵
⑧
1
5
1
6
)

畜
鷄
離
倉
︒
用
犬
者
︑
畜
犬
T
足
︒
猪
・
鷄
之
息﹅

子﹅

不﹅

用﹅

者﹅

︑
買

(賣﹅

)
之﹅

︑

別
計
其
錢
︒

倉

(秦
律
十
八
種
63
)
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⑧
�
以
爲
□
□
物
：
整
理
小
組
は
﹁
�
以
爲
秏
□
物
﹂
と
す
る
が
︑﹁
秏
﹂
字

は
圖
版
に
よ
り
確
K
で
き
な
い
︒
一
方
で
︑
も
し
も
﹁
秏

(
Ö
)
﹂
と
釋

讀
で
き
る
な
ら
ば
︑
そ
れ
は
�
�
に
引
い
た
秦
律
十
八
種
の
﹁
息
子
不
用

者
﹂
と
同
じ
く
︑
繁
殖
し
た
子
の
う
ち
の
﹁
減
ら
し
て
よ
い
も
の
﹂
を
�

味
す
る
の
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
�
見
も
出
た
︒

⑨
監
：
立
ち
會
っ
て
監
督
す
る
︒
243
鯵
�
②
お
よ
び
同
條
の
︻
解
說
︼
參
照
︒

●
關
市
律
曰
︑
縣
官
�
賣
買
殹

(也
)
︑
必
令
令
�
監﹅

︑
不
從
令
者
︑
貲
一

甲
︒
(嶽
麓
︹
肆
︺
243
)

⑩
無
律
令
：
!
�
規
定
が
存
在
し
な
い
こ
と
︒

●
捕
以
城
邑
反
n
非
從
興
殹

(也
)
︑
而
捕
9
故
塞
徼
外
蠻
夷
來
爲
閒
︑
賞

毋﹅

律﹅

︒
今﹅

爲﹅

令﹅

︒
(嶽
麓
︹
伍
︺
170
)

⑪
監
令
�
：
監
督
に
當
た
っ
た
令
�
︒
財
物
×
f
の
監
督

(﹁
監
﹂﹁
視
·
﹂
)
は

令
�
が
擔
當
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
︒
�
⑨
�
引
の
嶽
麓
鯵
も
參
照
の

こ
と
︒

●
倉
律
曰
︑
縣
官
縣
料
出
入
必
·
︑
稟
禾
美
惡
相
襍
︑
大
輸
令
丞
視
︑
令

�
・
官
嗇
夫
視
·
︑
稍
稟
︑
令
令﹅

�﹅

視
·
︑
不
從
令
︑
貲
一
甲
︒
(嶽
麓

︹
肆
︺
163
～
164
)

卅
一
年
二
R
癸
未
朔
己
丑
︑
Ø
陵
鄕
守
尙
敢
言
之
︒
尙
部
Ø
陵
鄕
官
n
邑
中
︑

鄕
行
官
事
︑
稟
C
卒
・
徒
隸
n
日
食
者
︑
毋
監﹅

令﹅

�﹅

︒
謁
l
令﹅

�﹅

監﹅

︑
毋
留

當
稟
者
︒
謁
報
︑
署
�
廥
發
︒
敢
言
之
︒
〼

(里
耶
秦
鯵
⑨
4
5
0
)

空
倉
中
�
薦
︑
薦
下
�
稼
一
石
以
上
︑
廷
行
︻
事
︼
貲
一
甲
︑
令﹅

�﹅

監﹅

者﹅

一

盾
︒
(法
律
答
問
151
)

⑫
它
�
等
比
：
類
似
例
が
生
じ
た
場
合
に
は
本
條
�
を
º
用
せ
よ
︒
288
鯵
�
②

參
照
︒

【解
說
︼

'
常
の
縣
に
は
屬
さ
な
い
︑
陵
墓
�
屬
の
機
關
に
お
け
る
財
物
出
�
時
の
監

督
者
に
つ
い
て
の
規
定
︒
�
⑨
⑪
に
引
い
た
嶽
麓
鯵
な
ど
か
ら
知
ら
れ
る
と
お

り
︑
日
常
�
な
財
物
の
×
f
は
令
�
に
よ
っ
て
監
督
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

た
︒
だ
が
囂
園
や
宣
深
に
は
嗇
夫
と
�
の
み
が
�
置
さ
れ
︑
令
�
が
い
な
い
た

め
︑
複
數
人
に
よ
る
食
糧
の
荏
給
や
︑
官
畜
賣
買
な
ど
の
監
督
が
難
し
く
︑
こ

れ
に
つ
い
て
の
!
�
規
定
も
存
在
し
な
か
っ
た
︒
こ
れ
を
解
決
す
る
た
め
に

﹁
議
﹂
が
行
わ
れ
︑
嗇
夫
も
し
く
は
�
が
監
督
業
務
に
當
た
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
︒

《三
四
三
︾

■
內
�
二
千
石
官
共
令
〼

343

(
1
5
2
0
)

【譯
︼■

內
�
二
千
石
官
共
令
⁝
︒

【解
說
︼

共
令
の
表
題
鯵
︒
280
鯵
�
①
お
よ
び
306
～
307
鯵
�
③
を
參
照
の
こ
と
︒

《三
四
四
～
三
四
五
︾

昭
襄
王
命
①

曰
︑
置
酒
②

節

(
戸
)
¸
錢
金
n
它
物
③

以
賜
人
︑
令
獻
④

︑
丞
�
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出
⑤

︒
丞
獻
︑
令
�
出
︑
以
爲
恆
⑥

︒
●
三
年
⑦

詔
曰
︑

344

(
0
5
1
9
)

復
用
⑧

︒

345

(
0
3
5
2
)

【譯
︼昭

襄
王
の
命
に
,
の
よ
う
に
言
う
︒
酒
宴
を
設
け
て
錢
金
や
そ
の
他
の
物
を

¸
收
し
︑
人
に
下
賜
す
る
際
に
は
︑
令
が
獻
上
す
る
な
ら
︑
丞
が
出
さ
ん
こ
と

を
�
い
︑
丞
が
獻
上
す
る
な
ら
︑
令
が
出
さ
ん
こ
と
を
�
う
︒
こ
れ
を
常
制
と

す
る
︒
●
三
年
に
詔
し
て
言
う
︒
再
び
用
い
よ
︒

【
�
︼

①
命
：
王
の
命
令
︒
の
ち
﹁
制
﹂
に
改
め
ら
れ
る
︒

行
命﹅

書
n
書
署
Ù
者
︑
輒
行
之
︒
不
Ù
者
︑
日
觱

(畢
)
︑
勿
敢
留
︒
留
者

以
律
論
之
︒
(秦
律
十
八
種
183
)

臣
等
昧
死
上
Û
號
︑
王
爲
泰
皇
︑
命﹅

爲﹅

制﹅

︑
令
爲
詔
︒﹇
集
解
︑
蔡
邕
曰
︒

制
書
︑
H
者
制
度
之
命
也
︑
其
�
曰
制
︒﹈
(﹃
�
記
﹄
秦
始
皇
本
紀
)

承
︻
命
︼
曰
承
制
︒
⁝
以
命
爲
皇
H
︒
f

(
×
)
命
曰
制
︒
□
命
曰
制
︒
(里

耶
秦
鯵
⑧
4
6
1
)

②
置
酒
：
酒
宴
を
設
け
る
︒

十
年
︑
相
國
呂
不
韋
坐
嫪
毐
免
︒
桓
齮
爲
將
軍
︒
齊
・
趙
來
置﹅

酒﹅

︒
(﹃
�
記
﹄

秦
始
皇
本
紀
)

始
皇
置﹅

酒﹅

咸
陽
宮
︑
2
士
七
十
人
�
爲
壽
︒
(﹃
�
記
﹄
秦
始
皇
本
紀
)

③
錢
金
n
它
物
：

叚

(假
)
貣
錢﹅

金﹅

・
它﹅

物﹅

其
�
治
・
�
治
之
室
人
・
室
〖
人
〗
父
母
妻
子
同

產
︑
雖
毋
枉
殹

(也
)
︑
以
�

叚

(假
)
賃
費
貣
錢﹅

金﹅

・
它﹅

物﹅

其
息
之
數
︑

與
盜
〖
同
〗
灋
︒
(嶽
麓
︹
伍
︺
230
～
231
)

④
獻
：
獻
上
す
る
︒

令
曰
︑
縣
都
官
獄
�
毋
能
治
獄
計
獻﹅

者
而
官
C
�
能
治
獄
計
獻﹅

者
︑
令
敎
其

縣
︑
縣
萬
五
千
戶
以
上
毋
]
二
人
︒
(
嶽
麓
︹
伍
︺
305
)

〼
□
縣
官
節

(
戸
)
4
人
上
書
奏

事
n
獻﹅

者
︑
行
存
�
郡
縣
皆
8
槫

(傳
)

舍
︑
官
府
n
寺
舍
M
宮
者
□
輒

(
嶽
麓
︹
陸
︺
121
)

天
H
觀
獻﹅

曰
皇
H
︒
(里
耶
秦
鯵
⑧
4
6
1
)

⑤
�
出
：
賜
り
物
の
荏
給
を
願
い
出
る
こ
と
か
︒

⑥
爲
恆
：
常
制
と
す
る
︒

各
一
甲
︑
弗
智

(知
)
︑
貲
各
一
盾
︑
�
不
從
令
者
而
丞
・
令
・
令
�
弗
得
︑

貲
各
一
盾
︑
以﹅

爲﹅

恆﹅

︒
(
嶽
麓
︹
肆
︺
380
)

⑦
三
年
：
二
世
皇
H
三
年

(
�
二
〇
七
年
)
︒

⑧
復
用
：
再
度
こ
の
規
定
を
¨
用
せ
よ
︒
329
～
331
鯵
�
⑯
參
照
︒

【解
說
︼

宴
席
に
お
い
て
財
物
を
集
め
︑
そ
れ
を
人
に
賜
與
す
る
際
の
儀
禮
を
定
め
た

も
の
と
お
ぼ
し
い
︒
集
め
た
財
物
を
獻
上
す
る
の
が
﹁
獻
﹂
で
︑
獻
上
し
た
財

物
を
改
め
て
對
象
者
に
賜
與
す
る
よ
う
願
い
出
る
の
が
﹁
�
出
﹂
な
の
で
あ
ろ

う
︒
出
席
者
に
は
﹁
令
﹂
と
﹁
丞
﹂
が
お
り
︑﹁
獻
﹂
と
﹁
�
出
﹂
は
令
と
丞

に
よ
っ
て
必
ず
分
擔
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
︒
昭
襄
王
T
に
王
命
で
定
め

ら
れ
た
こ
の
儀
禮
を
再
び
用
い
る
よ
う
︑
二
世
三
年
に
改
め
て
命
じ
た
の
が
本
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條
�
で
あ
る
︒

本
條
�
は
ひ
と
ま
ず
右
の
よ
う
に
解
釋
で
き
る
も
の
の
︑
ど
の
よ
う
な
宴
席

が
ど
こ
で
開
か
れ
︑
い
か
な
る
理
由
に
よ
り
財
物
の
¸
收
と
賜
與
が
行
わ
れ
る

の
か
︑﹁
令
﹂﹁
丞
﹂
は
い
ず
れ
の
機
關
の
長
官
・
,
官
な
の
か
︑
等
が
!
記
さ

れ
て
お
ら
ず
︑
詳
細
が
分
か
り
に
く
い
︒
一
案
と
し
て
︑
上
計
に
つ
い
て
の
規

定
が
後
續
す
る
こ
と
か
ら
︑
上
計
に
際
し
て
首
都
︑
な
い
し
は
地
方
の
縣
廷
な

ど
で
行
わ
れ
た
飮
酒
儀
禮
の
一
幕
な
の
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
�
見
も
出
た
︒

一
方
で
︑
儀
禮
の
詳
細
が
!
ら
か
で
な
い
以
上
︑﹁
獻
﹂﹁
�
出
﹂
の
語
義
を

こ
の
よ
う
に
定
め
る
の
は
難
し
く
︑
整
理
小
組
の
﹁
獻

=

讞
﹂
と
い
う
解
釋
も

考
慮
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
�
見
も
殘
っ
た
︒

《三
四
六
︾

●
縣
官
①

上
計
②

執

＝

灋

＝

③

︑
上
計
冣

(
�
)④

皇
H
�
⑤

︑
皆
用
筭
槖
⑥

□
□
舷

(
巂
)⑦

已
︑
復
Ð

(
�
)⑧

筭
槖
︑
令
執
灋
⑨

・
縣
官
懇
□
□
□
〼

346

(
0
5
6
1
)

【譯
︼縣

の
官
が
計
¿
を
執
灋
に
た
て
ま
つ
り
︑
執
灋
が
計
¿
の
總
計
を
皇
H
の
居

處
に
た
て
ま
つ
る
に
は
︑
い
ず
れ
も
筭
槖
を
用
い
て
⁝
B
わ
れ
ば
︑
ま
た
筭
槖

を
�
却
し
︑
執
灋
や
縣
の
官
に
⁝
さ
せ
る
︒
⁝

【
�
︼

①
縣
官
：
こ
こ
で
は
﹁
縣
の
官
﹂
の
�
か
︒

士
五
巫
倉
溲
產
尸
錢
萬
二
千
五
百
五
十
二
︒

卅
一
年
四
R
甲
申
︑
洞
庭
縣﹅

官﹅

f
巫
司
空
渠
良
︒
(里
耶
秦
鯵
⑧

7
9
3+

⑧

1
5
4
7
)

②
計
：
帳
¿
・
集
計
記
錄
を
指
す
︒
140
～
141
鯵
�
①
參
照
︒

③
執
灋
：
地
方
に
置
か
れ
た
監
察
官
︒
24
～
28
鯵
�
㉑
參
照
︒

④
計
�
：
計
¿
の
總
計
︒
地
方
官
C
は
帳
¿
や
そ
の
總
計
を
每
年
中
央
に
提
出

し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

願
奉
三
年
計﹅

�﹅

︒
[晉
灼
曰
︑
�
︑
凡
�
也
︒
]
(﹃
漢
書
﹄
嚴
助
傳
)

s
會
上
計
律
︒
常
以
正
R
旦
f
群
臣
s
賀
︑
天
下
郡
國
奉
計﹅

�﹅

・
貢
獻
︒

(﹃
玉
海
﹄
卷
一
八
五
會
計
引
﹃
漢
舊
儀
﹄
)

丗
一
年
五
R
壬
子
朔
辛
巳
︑
將
捕
爰
・
叚

(假
)
倉
茲
敢
言
之
︒
上
五
R
作

徒
á﹅

n
冣﹅

(
�
)
丗
牒
︒
敢
言
之
︒
(里
耶
秦
鯵
⑧
1
5
5
9
)

●
制
詔
御
�
︑
聞
獄
多
留
或
至
數
歲
不
決
︑
令
無
辠
者
久
𣪠

(繫
)
而
�
辠

者
久
留
︑
甚
不
善
︑
其
擧
留
獄
上
之
︒
御
�
�
︑
至
計
︑
令
執
灋
上
㝡

(
�
)
者
︑
各
牒
書
上
其
餘
獄
不
決
者
︑
一
牒
署
不
決
歲
R
日
n
𣪠

(
繫
)
者

人
數
︑
爲
㝡

(
�
)
︑
偕
上
御
�
︑
御
�
奏
之
︑
其
執
灋
不
將
計
而
郡
守
丞

將
計
者
︑
亦
上
之
︒
制
曰
可
︒

●
卅
六

(
嶽
麓
︹
伍
︺
59
～
61
)

⑤
皇
H
�
：
皇
H
の
許
︒﹁
皇
H
�
﹂
と
い
う
表
現
は
他
に
例
を
見
な
い
が
︑

﹁
王
↓
皇
H
﹂
と
い
う
名
稱
變
S
よ
り
�
は
﹁
王
�
﹂
と
い
う
表
現
で

あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
︒
後
代
の
﹁
行
在
�
﹂
に
あ
た
る
も
の
だ
ろ
う
︒

公
s
于
王﹅

�﹅

︒
[杜
�
︑
王
在
踐
土
非
京
師
︑
故
曰
王
�
︒
]
(﹃
春
秋
左
氏
傳
﹄

僖
公
二
十
八
年
經
)

â
囚
円
詣
行﹅

在﹅

�﹅

︒
[集
解
︑
蔡
邕
曰
︑
天
子
自
謂
�
居
曰
行
在
�
︑
言
今

雖
在
京
師
︑
行
�
至
耳
︑
a
狩
天
下
︑
�
奏
事
處
皆
爲
宮
︑
在
長
安
則
曰
奏

長
安
宮
︑
在
泰
山
則
曰
奉
高
宮
︑
唯
當
時
�
在
︒
]
(﹃
�
記
﹄
衞
將
軍
驃
騎
列

傳
)
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4
烏
孫
長
羅
侯
惠
︑
l
斥
候
恭
上
書
︑
詣
行﹅

在﹅

�﹅

︑
以
令
爲
駕
一
乘
傳
︒
甘

露
二
年
二
R
甲
戌
︑
敦
煌
騎
司
馬
閏
︑
行
太
守
事
︑
庫
令
賀
µ
行
丞
事
︑
謂

敦
煌
︑
以
,
爲

(駕
)
︑
當
舍
傳
舍
︒
如
律
令
︒
(懸
泉
漢
鯵

V

T
1
3
1
1
③
：

3
1
5
)

陽
朔
二
年
十
一
R
丁
卯
︑
l
行
丞
事
守
部
候
彊
奉﹅

上﹅

陽
朔
元
年
計﹅

�﹅

行﹅

在﹅

�﹅

︒

以
令
爲
駕
︑
乘
傳
奏
卒
�
�
奉
上
者
︒

敦
煌
大
守
賢
・
長
�
譚
以
,
爲
駕
︑

如
律
令
︒

五
R
□
〼

(懸
泉
漢
鯵

II9
0
D
X
T
0
1
1
2
②
:
1
0
8
)

⑥
筭
槖
：
具
體
�
な
形
狀
は
不
!
︒
上
書
の
際
な
ど
に
は
專
用
の
袋
が
用
い
ら

れ
た
︒
ま
た
張
家
山
漢
鯵
の
l
策
に
は
﹁
筭
嚢
﹂
が
見
え
る
︒

集
上﹅

書﹅

囊﹅

以
爲
殿
帷
︒
(﹃
漢
書
﹄
東
方
朔
傳
)

此
馭
C
邊
郡
人
︑
è
知
邊
塞
發
犇
命
警
備
事
︑
嘗
出
︑
º
見
驛
騎
持
赤﹅

白﹅

囊﹅

︑

邊
郡
發
奔
命
書
馳
來
至
︒
(﹃
漢
書
﹄
丙
吉
傳
)

中
黃
門
田
客
持
詔
記
︑
盛
綠
綈
方
底
︑
封
御
�
中
丞
印
︒﹇
師
古
�
︑
綈
︑

厚
繒
也
︒
綠
︑
其
色
也
︒
方
底
︑
盛﹅

書﹅

囊﹅

︑
形
若
今
之
筭
幐
耳
︒﹈
(﹃
漢
書
﹄

外
戚
傳
)

七
年
⁝
印
舊
制
上
書
以
靑﹅

布﹅

囊﹅

素
裹
封
書
︑
不
中
式
︑
不
得
上
︒
(﹃
東
觀
漢

記
﹄
紀
一
)

●
監
御
�
下
云
郡
守
︒
縣
官
已
論
︑
言
夬

(决
)
郡
守
︑
郡
守
謹
案
致
之
︒

不
具
者
︑
輒
卻
︑
9
M
易
具
︑
具
者
︑
郡
守
輒
移
御
�
以
齍

(
賫
)
4
n
�

事
咸
陽
者
︒
御
�
掾
·
之
如
令
︑
�
不
具
不
·
者
︑
御
�
卻
郡
而
歲
郡
課
︑

郡
�
移
幷
筭﹅

而
以
夬

(决
)
具
到
御
�
者
︑
獄
數
ì
之
︑
嬰
筭
多
者
爲
殿
︑

十
郡
取
殿
一
郡
︑
奇
不
盈
十
到
六
亦
殿
一
郡
︒
〼
亦
各
課
縣
︒
御
�
課
中
縣

官
︑
取
殿
數
如
郡
︒
殿
者
︑
貲
守
・
守
丞
・
卒
�
・
令
・
丞
各
二
甲
︑
而
令

獄
�
均
怨
地
︒
(嶽
麓
︹
伍
︺
48
～
51
)

⑦
舷

(
巂
)
：
ひ
と
ま
ず
�
字
は
こ
の
よ
う
に
釋
讀
で
き
る
が
︑
字
義
は
不
詳
︒

⑧
�
：
計
¿
を
收
め
て
い
た
袋
を
︑
提
出
者
に
�
却
す
る
こ
と
と
解
釋
し
た
︒

特
別
な
袋
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
︒
一
方
で
︑
取
り
出
し
た
計
¿
を

﹁
算
橐
に
戾
す
﹂
こ
と
で
は
な
い
か
と
い
う
�
見
も
出
た
︒

⑨
執
灋
：
整
理
小
組
は
﹁
報
懇
﹂
と
釋
讀
す
る
が
︑﹁
鯵
帛
論
壇
﹂
の
雷
海
龍

﹁︽
嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵

(
肆
)
︾
初
讀
﹂
の
指
摘
に
從
い
︑
改
め
た
︒

【解
說
︼

縣
か
ら
郡
︑
郡
か
ら
中
央
へ
の
計
¿
の
提
出
︑
す
な
わ
ち
上
計
制
度
に
つ
い

て
規
定
し
た
條
�
︒
以
下
︑
計
¿
や
功
績
報
吿
書
の
提
出
に
關
連
す
る
鯵
が
�

列
さ
れ
る
が
︑
後
�
と
の
接
續
關
係
は
不
!
で
︑
暫
く
單
獨
で
譯
出
し
た
︒

ま
ず
縣
は
郡
に
﹁
計
﹂
を
︑
郡
は
皇
H
の
許
に
﹁
計
�
﹂
を
提
出
す
る
︒

﹁
�
﹂
と
は
總
計
の
こ
と
で
あ
り
︑
郡
か
ら
中
央
に
提
出
さ
れ
る
の
は
計
¿
そ

の
も
の
で
は
な
く
︑
そ
の
總
計
の
み
で
よ
か
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
計
¿
や
そ
の
總

計
は
﹁
算
橐
﹂
と
呼
ば
れ
る
袋
に
收
め
て
提
出
さ
れ
た
︒
そ
の
形
狀
等
は
不
!

だ
が
︑
�
⑥
で
指
摘
し
た
張
家
山
漢
墓
の
﹁
算
囊
﹂
は
算
木
を
入
れ
る
袋
の
よ

う
で
あ
る
︒﹃
酉
陽
雜
俎
﹄
鱗
介
に
は
︑
始
皇
H
が
海
に
落
と
し
た
﹁
算
囊
﹂

が
烏
ï
に
ð
し
た
と
い
う
逸
話
が
あ
り
︑
そ
の
形
狀
︑
お
よ
び
そ
れ
が
身
に
つ

け
ら
れ
る
大
き
さ
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
︒
そ
の
一
方
で
︑
�
⑥
に
引

い
た
嶽
麓
鯵
に
は
�
書
名
と
お
ぼ
し
い
﹁
算
﹂
(ポ
イ
ン
ト
を
記
し
た
�
書
？
)
が

見
え
︑
こ
う
し
た
�
書
を
收
め
る
の
が
﹁
算
橐
﹂
で
は
な
い
か
と
い
う
�
見
も

出
た
︒

東 方 學 報
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《三
四
七
～
三
四
九
︾

□
其
不
能
者
︑
皆
免
之
︒
上
攻

(功
)①

當
守
六
百
石
以
上
②

n
五
百
石
以
下
�

當
令
③

者
︑
亦
免
除
︒
攻

(功
)
勞
④

皆
令
自

＝

占

＝

︑
不

347

(
0
5
9
2
)

〼
實
⑤

︑
完
爲
城
旦
⑥

︒

以
尺
牒

＝

書
當
免
者
人
一
牒
⑦

︑
署
當
免
狀
⑧

︑
各

上

＝

攻

(功
)
�
執

＝

灋

＝

⑨

︑
上
其
日
⑩

︑
�
以
上
牒
⑪

丞

348

(
0
5
2
3
)

□
御

＝

�

＝

︑
免
之
︑
屬
・
尉
佐
⑫

・
�
秩
C
⑬

︑
執
灋
免
之
︑
而
上
牒
御
�
・

丞
相
└
︒
後
上
之
恆
與
上
攻

(功
)
皆

(偕
)⑭
└
︑
獄
�
・
令
�
・
縣349

(
0
5
2
0
)

【譯
︼⁝

で
き
な
い
者
は
︑
い
ず
れ
も
こ
れ
を
罷
免
す
る
︒
功
績
を
報
吿
し
て
︑
六

百
石
以
上
の
官
を
守
す
べ
き
と
き
︑
お
よ
び
五
百
石
以
下
で
令
に
該
當
す
る
者

が
い
る
と
き
は
︑
ま
た
任
免
す
る
︒
功
績
・
勤
務
日
數
は
い
ず
れ
も
自
ら
申
吿

さ
せ
︑
自
ら
申
吿
し
て
事
實
の
'
り
で
な
け
れ
ば
︑
完
城
旦
と
す
る
︒
一
尺
の

牒
を
用
い
て
罷
免
す
べ
き
者
を
牒
書
す
る
こ
と
人
ご
と
に
一
牒
と
し
︑
罷
免
す

べ
き
理
由
を
書
き
︑
そ
れ
ぞ
れ
功
績
を
報
吿
す
る
�
の
執
灋
に
た
て
ま
つ
り
︑

執
灋
は
そ
の
日
數
を
報
吿
し
︑
�
以
上
に
つ
い
て
は
牒
を
丞
︻
相
︼・
御
�
に

た
て
ま
つ
り
︑
御
�
が
こ
れ
を
罷
免
し
︑
屬
・
尉
佐
・
�
秩
C
は
︑
執
灋
が
こ

れ
を
罷
免
し
︑
牒
を
御
�
・
丞
相
に
た
て
ま
つ
る
︒
そ
の
後
︑
こ
れ
を
た
て
ま

つ
る
の
は
常
に
功
績
を
報
吿
す
る
の
と
同
時
に
行
う
︒
獄
�
・
令
�
・
縣
⁝

【
�
︼

①
上
功
：
功
績
を
報
吿
す
る
︒

二
人
與
上﹅

功﹅

C
︒
皆
・
狼
︒
(里
耶
秦
鯵
⑧
1
5
3
1
)

●
功
令
︒
諸
自
言
功
勞
︑
皆
證
其
歲
︑
與
計
俱
︑
怨
視
事
若
�
相
�
後
其
等
︑

不
上﹅

功﹅

︑
來
歲
竝
數
上
︒
(
¢
水
金
關
漢
鯵

7
3
E
JT
3
1
:
1
6
3
)

柳
下
季
曰
︑
C
初
捕
丁
來
︑
冠
鉥

(鷸
)
冠
︒
臣
案
其
上﹅

功﹅

牒
︑
署
能
治
禮
︑

栽

(儒
)
±
︒
夫
栽

(儒
)
者
君
子
之
節
也
︑
禮
者
君
子
學
也
︑
盜
者
小
人
之

心
也
︒
今
丁
�
ó

(小
)
人
心
︑
盜
君
子
節
︑
�

(
印
)
盜
君
子
學
以
上
功
︑

再
詑
其
上
︑
�
白
徒
罪
二
︑
此
以
完
爲
倡
︒
君
曰
︑
當
𢦏

(哉
)
︒
(奏
讞
書

177
～
179

案
例
⑳
)

〼
□
敢
言
之
︒
候
官
移
檄
府
︑
檄
曰
C
〼

〼
上﹅

功﹅

勞
名
籍
一
/
︒
敢
言
之
︒
(
¢
水
金
關
漢
鯵

7
3
E
JH
2
:
2
8
)

②
守
六
百
石
以
上
：﹁
守
﹂
は
守
官
を
指
す
︒
ま
た
官
C
の
任
免
や
賞
罰
な
ど

に
關
し
て
は
六
百
石
以
上
と
五
百
石
以
下
が
一
つ
の
境
目
と
な
り
︑
對
應

が
衣
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

十
二
年
︑
�
信
侯
不
韋
死
︑
竊
葬
︒
其
舍
人
臨
者
︑
晉
人
也
¥
出
之
︒
秦
人

六﹅

百﹅

石﹅

以﹅

上﹅

奪
®
︑
�
︒
五
百
石
以
下
不
臨
︑
�
︑
勿
奪
®
︒
(﹃
�
記
﹄
秦

始
皇
本
紀
)

〼
免
之
︑
六﹅

百﹅

石﹅

以﹅

上﹅

已
免
︑
御
�
以
聞
︒

●
�
C
□
(
嶽
麓
︹
伍
︺
281
)

●
令
曰
︑
諸
�
乘
馬
者
︑
毋
敢
步
�
行
衝
9
︑
行
衝
9
]
五
日
︿
百
﹀
里
︑

貲
一
甲
︒
C﹅

n
守﹅

C﹅

六﹅

百﹅

石﹅

以﹅

上﹅

已
f
令
︑
未
�
乘
車
(
嶽
麓
︹
伍
︺
293
)

③
當
令
：
令
に
該
當
す
る
︑
上
Î
機
關
か
ら
の
指
示
內
容
に
合
致
す
る
︑
の
�
︒

但
し
︑
こ
こ
で
の
﹁
令
﹂
の
具
體
�
な
內
容
は
不
!
︒

廿
六
年
十
二
R
癸
丑
朔
辛
巳
︑
尉
守
蜀
敢
吿
之
︒
大

(
太
)
守
令
曰
︑
秦
人

□
□
□
侯
中
秦
C
自
捕
取
︑
歲
上
物
數
會
九
R
朢

(
ö
)
大

(太
)
守
府
︑

毋
�
亦
言
︒
問
之
尉
︑
毋
當﹅

令﹅

者
︒
敢
吿
之
︒
(
里
耶
秦
鯵
⑧
6
7+

⑧
6
5
2
)

丗
三
年
二
R
壬
寅
朔
朔
日
︑
�
陵
守
丞
都
敢
言
之
︒
令
曰
︑
恆
以
朔
日
上
�

買
徒
隸
數
︒
●
問
之
︑
毋
當﹅

令﹅

者
︑
敢
言
之
︒

二
R
壬
寅
水
十
一
刻
刻
下
二
︑
郵
人
得
行
︒

圂
手
︒
(
里
耶
秦
鯵
⑧
1
5
4
)
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④
勞
：
勤
務
日
數
︒
7
～
9
鯵
�
⑨
參
照
︒

□

凡
□
□
□
□

□
□
□
鄕
廿
二
年
□
□

□

爲
官
佐
六
歲

□
功
二

爲
縣
令
佐
一
歲
十
二
日

□
勞﹅

四
∠
三
九
R
廿
五
日

爲
縣
斗
食
四
歲
五
R
廿
四
日

●
□
凡
功
六
三
歲
九
R
廿
五
日

爲
縣
司
空
�
秩
乘
車
三
歲
八
R
廿
二
日

□
□
�
陵
六
R
廿
七
日
定

=

□
□
八
R
廿
日

守
�
陵
丞
六
R
廿
七
日

□
□
可
□
屬
洞
庭

凡
十
五
歲
九
R
廿
五
日
凡
功
三
∠
三
歲
九
R
廿
五
日

□
五
十
歲
居

=

內
�
七
歲
□
□

(里
耶
秦
鯵
⑩
1
5
)

渠
候
官
窮
虜
燧
長
簪
褭
單
立
︑
中
功
五
︑
勞﹅

三
R
︑
能
書
會
計
︑
治
官
民
︑

頗
知
律
令
︑
�
︑
年
卅
歲
︑
長
七
尺
五
寸
︑
應
令
︒
居
7
中
宿
里
︑
家
去
官

七
十
五
里
︒

屬
居
7
部
︒
(居
7
漢
鯵

8
9・
2
4
)

⑤
自
占
不
實
：
自
ら
申
吿
し
て
事
實
の
'
り
で
な
い
︒
嶽
麓
鯵
に
は
﹁
自
占
不

審
﹂
の
例
が
あ
り
︑
ま
た
﹁
不
以
實
﹂﹁
不
亟
以
實
占
﹂
と
い
っ
た
表
現

も
あ
る
︒
な
お
︑
圖
版
で
は
﹁
實
﹂
字
の
右
上
方
に
墨
跡
が
見
え
る
が
︑

字
跡
か
否
か
は
不
!
で
あ
る
︒

●
置
C
律
曰
︑
縣
・
都
官
・
郡
免
除
C
n
佐
・
羣
官
屬
︑
以
十
二
R
朔
日
免

除
︑
盡
三
R
而
止
之
︒
其
�
死
�
n
故
�
缺
者
︑
爲
補
之
︑
毋
須
時
︒
郡
免

除
書
到
中
尉
︑
雖
後
時
︑
尉
聽
之
︒
補
軍
C
・
令
・
佐
�
︑
必
取
壹
從
軍
以

上
者
︑
節

(
戸
)
�
軍
殹

(也
)
︑
l
□
能
令
自
占
︑
自﹅

占﹅

不﹅

審﹅

n
不
自
占
而

除
n
l
者
︑
皆
貲
二
甲
︑
廢
︒
(嶽
麓
︹
肆
︺
220
～
222
)

●
令
曰
︑
⁝
(中
略
)
⁝
]
百
里
者
︑
上
居
�
縣
廷
︑
縣
廷
案
之
︑
á

(
¿
)

�
不﹅

以﹅

實﹅

者
而
弗
得
︑
坐
如
其
稗
官
令
︒

●
內
�
倉
曹
令
甲
卅

(嶽
麓

︹
伍
︺
251
～
254
)

□
□
□
□
□
︒
�
不
從
律
令
者
︑
都
C
監
者
□
舉
云
︑
問
其
人
︑
其
人
不
亟

以
實
占
C
其
名
C

(事
)
官
︑
C
三
問
之
而
不
以﹅

�﹅

(
¤
)
實﹅

占﹅

C
者
︑
行

其
�
犯
律
令
辠
︑
�

(
印
)
駕

(
加
)
其
辠
一
等
︒

●
廷
卒
乙
廿
一

(嶽

麓
︹
伍
︺
168
～
169
)

●
兵
令
十
三
︒
當
占
緡
錢
︑
(
不
自
占
︑︻
占﹅

︼
不﹅

以﹅

實﹅

︑
罰
n
家
長
戍
邊

一
歲
︒
(懸
泉
漢
鯵

II0
1
1
4
③
:
5
4
)

初
元
三
年
十
R
壬
子
朔
辛
巳
︑
甲
渠
士
C
彊
敢
言
之
︒
謹
移
�
自﹅

占﹅

書
功﹅

勞﹅

墨
將
名
籍
一
/
︒
敢
言
之
︒
(
居
7
漢
鯵

2
8
2・
7
)

⑥
城
旦
：
こ
の
下
に
は
一
�
字
分
の
空
白
が
あ
る
︒

⑦
以
尺
牒
牒
書
：
一
尺
の
長
さ
の
牒
を
用
い
て
～
を
牒
書
す
る
︑
の
�
︒
177
～

180
鯵
�
⑪
參
照
︒

●
奔
敬

(警
)
律
曰
︑
先
粼
黔
首
當
奔
敬

(警
)
者
︑
爲
五
寸
符
︑
人
一
︑

右
在
︑
左
在
黔
首
︑
黔
首
佩
之
節

(
戸
)
奔
敬

(警
)
︒
諸
挾
符
者
︑
皆
奔
敬

(警
)
故
徼
外
盜
園
�
︑
合
符
焉
︑
以
歳

(
1
)
伍
之
︒
黔
首
老
Ê
n
𤵸

(
癃
)
病
︑
不
可
令
奔
敬

(
警
)
者
︑
牒﹅

書﹅

署﹅

其
故
︑
勿
予
符
︒
(嶽
麓
︹
肆
︺

177
～
178
)

●
制
詔
御
�
︑
聞
獄
多
留
或
至
數
歲
不
決
︑
令
無
辠
者
久
𣪠

(繫
)
而
�
辠

者
久
留
︑
甚
不
善
︑
其
舉
留
獄
上
之
︒
御
�
�
︑
至
計
︑
令
執
灋
上
㝡

(
�
)
者
︑
各
牒﹅

書﹅

上
其
餘
獄
不
決
者
一﹅

牒﹅

︑
署
不
決
歲
R
日
n
𣪠

(
繫
)
者

人
數
︑
爲
㝡

(
�
)
︑
偕
上
御
�
︑
御
�
奏
之
︑
其
執
灋
不
將
計
而
郡
守
丞

將
計
者
︑
亦
上
之
︒
制
曰
可
︒

●
卅
六

(
嶽
麓
︹
伍
︺
59
～
61
)

官
各
以﹅

二﹅

尺﹅

牒﹅

駅﹅

書﹅

一
歲
馬
・
牛
它
物
用
稾
數
︑
餘
見
芻
稾
數
︑
上
內
�
︑

恆
會
八
R
ö
︒
(二
年
律
令
256
)
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牒﹅

書﹅

C
�
𢇛
免
給
事
補
者
四
人
︑
人
一
牒
︒

円
武
五
年
八
R
甲
辰
朔
丙
午
︑
居
7
令

・
丞
審
吿
尉
︑
謂
鄕
︑
移
甲
渠
候

官
︒
聽
書
從
事
︑
如
律
令
︒
(正
)

甲
渠
●
此
書
已
發
︒
傳
致
官
亭
閒
相
付
�
︒

掾
黨
・
令
�
循
︒
(背
)
(居

7
漢
鯵

E
.P
.F
2
2
:
5
6
A
B
)

⑧
署
～
狀
：
～
の
由
を
記
す
︒

縣
恆
以
十
R
粼
︑
牒
書
署﹅

當
賣
n
就
食
狀﹅

︑
須
卒
�
・
屬
糞
兵
︑
取
省
以
令
︑

令
案
視
︒
當
就
食
︑
其
親
・
�
智

(知
)
(嶽
麓
︹
肆
︺
357
)

⑨
各
上
上
功
�
執
灋
：
そ
れ
ぞ
れ
功
績
を
報
吿
す
る
場
�
の
執
灋
に
報
吿
す
る
︒

整
理
小
組
は
﹁
各
上
︑
上
攻
�
執
灋
﹂
と
す
る
が
︑
こ
の
斷
句
で
は
解
釋

が
困
難
で
あ
る
︒
な
お
王
洩
﹁
嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵
札
記

(四
則
)
﹂
(
鯵
帛

網
二
〇
二
〇
年
四
R
二
七
日
)
が
旣
に
﹁
各
上
上
攻
�
執
灋
﹂
と
讀
む
べ
き

で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
︒

⑩
日
：
計
算
し
た
功
勞
の
日
數
か
︒
一
方
で
﹁
卒
﹂
の
)
記
と
す
る
或
說
も
出

た
︒
,
�
參
照
︒

⑪
上
其
日
�
以
上
牒
：
ひ
と
ま
ず
﹁
そ
の
日
數
を
報
吿
し
︑
�
以
上
に
つ
い
て

は
牒
を
⁝
に
た
て
ま
つ
り
﹂
と
譯
し
た
︒﹁
牒
﹂
を
﹁
牒
を
提
出
す
る
﹂

の
�
と
し
た
解
釋
だ
が
︑﹁
以
上
﹂
の
下
の
重
�
符
號
が
脫
落
し
て
い
て
︑

本
來
は
﹁
⁝
�
以
上
上﹅

牒
﹂
と
い
う
�
違
で
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ

る
︒一

方
で
︑
後
�
に
﹁
屬
・
尉
佐
﹂
ら
の
功
績
報
吿
・
罷
免
の
手
續
が
営

べ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
︑
こ
の
部
分
は
彼
ら
と
Ã
々
に
し
て
竝
列
さ
れ
る

﹁
卒
�
﹂
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
り
︑﹁
日
﹂
は
﹁
卒
﹂
の
)
記
で
は
な
い

か
と
い
う
�
見
も
出
た
︒
そ
の
場
合
︑
こ
の
�
違
は
﹁
上
其
卒
�
以
上
牒

丞
︻
相
︼・
御
�
︑
御
�
免
之
︒
屬
・
尉
佐
・
�
秩
C
︑
執
灋
免
之
︑
而

上
牒
御
�
・
丞
相
︒﹂
と
な
り
︑
郡
の
官
C
の
功
績
報
吿
の
手
續
は
︑

卒
�
以
上
：
執
法
が
丞
相
・
御
�
に
書
類
を
提
出
し
︑
御
�
が
罷
免
を

決
定
︒

屬
・
尉
佐
な
ど
：
執
法
が
罷
免
を
決
定
し
︑
御
�
・
丞
相
に
書
面
で
事

後
報
吿
︒

と
い
う
區
分
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
︒

⑫
屬
・
尉
佐
：
郡
に
�
屬
す
る
C
︒
334
～
336
鯵
�
②
參
照
︒

⑬
�
秩
C
：
百
石
以
上
の
定
ま
っ
た
秩
祿
を
持
つ
官
C
︒
斗
食
・
佐
�
よ
り
も

上
位
に
位
置
す
る
︒
207
～
209
鯵
�
②
參
照
︒

⑭
偕
：
～
と
同
時
に
行
う
︒

太
常
擇
民
年
十
八
已
上
︑
儀
狀
端
正
者
︑
補
2
士
弟
子
︒
郡
國
縣
9
邑
�
好

�
學
︑
敬
長
上
︑
肅
政
敎
︑
順
鄕
里
︑
出
入
不
悖
�
聞
者
︑
令
相
長
丞
上
屬

�
二
千
石
︑
二
千
石
謹
察
可
者
︑
當
與﹅

計﹅

偕﹅

︑
詣
太
常
︑
得
f
業
如
弟
子
︒

(﹃
�
記
﹄
儒
林
列
傳
)

歲
上
舂
城
旦
・
居
貲
þ
︿
贖
﹀・
隸
臣
妾
繕
治
城
塞
數
・
用
徒
數
︑
n
黔
首

�
繕
・
用
徒
數
于
屬
�
尉
︑
與﹅

計﹅

偕﹅

︑
其
力
足

(
嶽
麓
︹
肆
︺
190
)

●
令
曰
︑
制
書
下
n
f
制
�
問
議
者
︑
皆
爲
á

(
¿
)
︑
署
初
到
初
f
�
n

上
年
日
R
・
官
別
留
日
數
・
傳
留
狀
︑
與﹅

對﹅

皆﹅

(偕
)
上
︒
不
從
令
︑
貲
一

甲
︒

●
卒
令
乙
五

(嶽
麓
︹
伍
︺
100
～
101
)

一
人
與﹅

上
攻
者
偕﹅

諸

〼

(
里
耶
秦
鯵
⑨
1
0
7
8
)
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【解
說
︼

339
鯵
と
340
鯵
が
347
鯵
と
348
鯵
の
背
面
に
︑
さ
ら
に
348
鯵
と
349
鯵
が
362
鯵
と
363

鯵
の
背
面
に
映
っ
て
お
り
︑
347
～
349
鯵
を
連
續
す
る
も
の
と
し
て
譯
出
し
た
︒

冒
頭
部
分
は
官
C
の
罷
免
に
つ
い
て
の
規
定
だ
が
︑
先
行
す
る
鯵
を
缺
き
︑
詳

細
は
不
!
︒
續
い
て
︑
功
勞
の
自
己
申
吿
が
事
實
の
と
お
り
で
は
な
か
っ
た
場

合
の
科
罰
規
定
を
挾
み
︑
罷
免
の
際
の
具
體
�
な
手
續
が
営
べ
ら
れ
る
︒
ま
ず

罷
免
さ
れ
る
者
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
書
類
が
作
成
さ
れ
︑
そ
れ
が
功
勞
の
提
出

先
と
な
っ
て
い
る
執
法
に
上
�
さ
れ
る
︒
執
法
は
そ
れ
を
取
り
,
ぎ
︑
書
類
を

中
央
の
丞
相
・
御
�
に
提
出
す
る
が
︑
罷
免
者
の
身
分
に
よ
っ
て
手
續
が
衣
な

り
︑
執
法
が
罷
免
を
決
定
で
き
る
者
と
︑
決
定
權
が
御
�
に
あ
る
者
と
が
い
た

ら
し
い
︒
こ
う
し
た
罷
免
者
の
報
吿
は
︑
本
來
は
功
勞
報
吿
と
別
に
行
わ
れ
て

い
た
よ
う
だ
が
︑
そ
の
後
は
同
時
に
な
っ
た
こ
と
が
�
後
に
営
べ
ら
れ
る
︒
,

の
350
鯵
に
見
え
る
と
お
り
︑
功
勞
報
吿
は
八
R
五
日
を
T
日
と
し
て
い
た
︒

《三
五
〇
～
三
五
二
︾

〼
官
︑
恆
令

＝

�
・
官
C
①

各
一
人
上
功
勞
・
C
員
②

︑
會
③

八
R
五
日
︒
上
計

冣

(
�
)④
・
志
⑤

・
郡
︿
群
﹀
課
⑥

・
徒
隸
員
¿
⑦

︑
會
十
R
ö
︒
同
T350

(
2
1
4
8
)

〼
一
縣
用
C
十
人
︑
小
官
⑧

一
人
︑
凡
用
令
�
三
百
八
人
︑
用
C
三
百
五
十
七

人
︒
上
計
冣

(
�
)
者
︑
柀
⑨

µ
上
志
└
・
羣
課
・
徒
隸

351

(
0
8
1
3
)

員
¿
︒
●
議
︑
獨
令

＝

�
上
計
冣

(
�
)
・
志
・
羣
課
└
・
徒
隸
員
¿
︑
用
令
�

四
百
八
十
五
人
︑
而
盡
歲
官
C
└
上
攻

(功
)
者

352

(
0
8
0
5
)

【譯
︼⁝

官
︑
常
に
令
�
と
官
の
C
そ
れ
ぞ
れ
一
人
に
功
勞
と
官
C
の
定
數
を
た
て

ま
つ
ら
せ
︑
八
R
五
日
を
T
限
と
す
る
︒
計
¿
の
總
計
・
志
・
群
課
・
徒
隸
員

¿
を
た
て
ま
つ
ら
せ
︑
十
R
ö
日
を
T
限
と
す
る
︒
同
T
⁝

⁝
一
つ
の
縣
は
C
十
人
を
用
い
︑
小
官
は
一
人
︒
お
よ
そ
令
�
三
百
八
人
を

用
い
︑
C
三
百
五
十
七
人
を
用
い
る
︒
計
¿
の
總
計
を
た
て
ま
つ
る
場
合
は
︑

あ
わ
せ
て
志
・
群
課
・
徒
隸
員
¿
を
た
て
ま
つ
る
︒
檢
討
し
た
と
こ
ろ
︑
令
�

の
み
に
計
¿
の
總
計
・
志
・
群
課
・
徒
隸
員
¿
を
た
て
ま
つ
ら
せ
︑
令
�
四
百

八
十
五
人
を
用
い
る
こ
と
と
し
︑
一
年
が
B
わ
り
︑
官
の
C
が
功
績
を
た
て
ま

つ
る
場
合
は
⁝

【
�
︼

①
官
C
：
こ
こ
で
は
﹁
官
C
﹂
が
﹁
令
�
﹂
と
竝
置
さ
れ
︑﹁
役
人
﹂
の
鋭
稱

で
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
︒
都
官
の
C
︑
な
い
し
は
官
嗇
夫
を
は
じ
め
と

し
た
諸
官
の
役
人
か
︒
一
方
で
︑﹁
官
C
﹂
は
や
は
り
鋭
稱
で
︑
令
�
以

外
の
そ
の
他
の
官
C
を
指
す
の
で
は
な
い
か
と
い
う
�
見
も
出
た
︒

②
C
員
：
官
C
の
定
員
︒
定
員
數
の
み
な
ら
ず
︑
定
員
に
對
す
る
餘
剩
・
不
足

數
な
ど
も
報
吿
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

�
陵
C
志

官
嗇
夫
十
人

今
見
二
人

長
C
三
人

C﹅

員﹅

百
三
人

其
二
人
缺

官
佐
五
十
三
人

其
二
人
缺

令
�
廿
八
人

三
人
乾
4

其
七
人
缺

今
見
一
人

□
□
人
乾
4

今
見
五
人

廿
二
人
乾
4

凡
見
C
五
十
一
人

□
□
十
八
人

校
長
六
人

今
見
廿
四
人

其
四
人
缺

牢
監
一
人

(里
耶
秦
鯵
⑨
6
3
3
)

C﹅

員﹅

二
千
二
百
三
人
︑
大
守
一
人
︑
丞
一
人
︑
卒
�
九
人
︑
屬
五
人
︑
書
佐

十
人
︑
嗇
夫
一
人
︑
凡
廿
七
人
︒
(
尹
灣
漢
鯵

Y
M
6
D
1
)
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□
□
●
今
定
贏
員﹅

卅
〼

(里
耶
秦
鯵
⑨
1
3
9
2
)

③
會
：
～
を
T
限
と
す
る
︒

官
各
以
二
尺
牒
駅
書
一
歲
馬
・
牛
它
物
用
稾
數
・
餘
見
芻
稾
數
︑
上
內
�
︑

恆
會﹅

八
R
ö
︒
(二
年
律
令
256
)

�
・
卜
子
年
十
七
歲
學
︒
�
・
卜
・
祝
學
越
學
三
歲
︑
學
佴
將
詣
大
�
・
大

卜
・
大
祝
︑
郡
�
學
越
詣
其
守
︑
皆
會﹅

八
R
朔
日
試
之
︒
(二
年
律
令
474
)

④
計
�
：
計
¿
の
總
計
︒
346
鯵
�
③
參
照
︒

⑤
志
：
記
錄
を
指
す
︒
里
耶
秦
鯵
に
は
種
々
の
志
が
あ
る
︒

〼
□
四
時
志﹅

會
□
〼

(里
耶
秦
鯵
⑧
2
4
)

〼
事
志﹅

一
牒
︒
�
不
定
者
︑
謁
令
饒
定
︒
敢
〼

(里
耶
秦
鯵
⑧
4
2+

⑧
5
5
)

群
志﹅

式
具
此

中
︒
以
︒
(里
耶
秦
鯵
⑧
9
4
)

貳
春
鄕
映

(枳
)
枸
志﹅

︒

格
廣
§
畝
︑
高
丈
二
尺
︒

映

(枳
)
枸
三
木
︒

去
鄕
七
里
︒

〼
下
廣
一
畝
︒

丗
四
年
不
實
︒
(里
耶
秦
鯵
⑧
4
5
5
)

丗
四
年
︑
Ø
陵
鄕
見
戶
︑
當
出
戶
賦
者
志﹅

〼

見
戶
廿
八
戶
︑
當
出
繭
十
斤
八
兩
︒
〼

(里
耶
秦
鯵
⑧
5
1
8
)

●
鞫
□
悍
上
禾
稼
租
志﹅

)
少
五
︻
穀
︼
□
〼
(里
耶
秦
鯵
⑧
1
2
4
6
B
)

官
各
�
辨
︑
非
其
官
事
勿
敢
爲
︑
非
�
聽
勿
敢
聽
︒
諸
4
而
傳
不
名
取
卒
・

甲
兵
・
禾
稼
志﹅

者
︑
勿
敢
擅
予
︒
(二
年
律
令
216
)

⑥
羣
課
：
各
種
考
課
の
結
果
に
關
す
る
記
錄
︒

田
課﹅

志
︒

●
凡
一
課
︒

䰍
園
課﹅

︒
(里
耶
秦
鯵
⑧
3
8
3+

⑧
4
8
4
)

以
四
R
・
七
R
・
十
R
・
正
R
膚
田
牛
︒
卒
歲
︑
以
正
R
大
課﹅

之
︑
�
︑
賜

田
嗇
夫
壼
酉

(酒
)
束
脯
︑
爲
旱

(皀
)
者
除
一
S
︑
賜
牛
長
日
三
旬
︒
殿

者
︑
誶
田
嗇
夫
︑
罰
冗
皀
者
二
R
︒
其
以
牛
田
︑
牛
減
�
︑
治

(笞
)
�
者

寸
十
︒
�

(
印
)
里
課
之
︑
�
者
︑
賜
田
典
日
旬
︑
殿
︑
治

(笞
)
卅
︒
(秦

律
十
八
種
13
～
14
)

●
定
陰
忠
言
︑
律
曰
︑
顯
大
夫
�
辠
當
廢
以
上
勿
擅
斷
︑
必
�
之
︒
今
南
郡

司
馬
慶
故
爲
冤
句
令
︑
𧧻

(詐
)
課﹅

︑
當
廢
官
︑
令
以
故
秩
爲
怨
地
C
四
歲

而
勿
廢
︑
�
論
慶
︒
制
書
曰
︑
諸
當
廢
而
爲
怨
地
C
勿
廢
者
︑
戸
非
廢
︒
已

後
此
等
勿
言
︒

●
廿
六

(
嶽
麓
︹
伍
︺
53
～
55
)

⑦
徒
隸
員
¿
：
徒
隸
の
定
員
を
記
し
た
帳
¿
︒
あ
わ
せ
て
定
員
か
ら
の
餘
剩
・

不
足
數
や
勞
作
の
狀
況
な
ど
も
記
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

�
陵
隸
臣
員
不
備
十
五
人
︒
(
里
耶
秦
鯵
⑧
9
8
6
)

⑧
小
官
：
こ
こ
で
は
規
模
の
小
さ
な
都
官
を
指
す
か
︒

都
官
�
秩
C
n
離
官
嗇
夫
︑
養
各
一
人
︑
其
佐
・
�
與
共
養
︑
十
人
︑
車
牛

一
兩

(輛
)
︑
見
牛
者
一
人
︒
都
官
之
佐
・
�
冗
者
︑
十
人
︑
養
一
人
︑
十

五
人
︑
車
牛
一
兩

(輛
)
︑
見
牛
者
一
人
︒
不
盈
十
人
者
︑
各
與
其
官
長
共

養
・
車
牛
︑
都
官
佐
・
�
不
盈
十
五
人
者
︑
七
人
以
上
鼠

(予
)
車
牛
・
僕
︑

不
盈
七
人
者
︑
三
人
以
上
鼠

(予
)
養
一
人
︑
小﹅

官﹅

毋

(無
)
嗇
夫
者
︑
以

此
鼠

(予
)
僕
・
車
牛
︒
豤
生
者
︑
食
其
母
日
粟
一
斗
︑
旬
五
日
而
止
之
︑

別
古
以
叚

(予
)
之
︒
(秦
律
十
八
種
72
～
75
)

⑨
柀
：﹁
割
く
﹂
の
�
︒
264
～
267
鯵
�
③
參
照
︒
た
だ
し
︑
こ
こ
で
の
正
確
な
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�
味
合
い
は
不
詳
︒
何
人
か
の
﹁
上
計
�
者
﹂
が
そ
れ
ぞ
れ
分
擔
し
て
︑

計
�
と
と
も
に
﹁
志
﹂
な
ど
を
た
て
ま
つ
る
こ
と
か
︒

妾
未
4
而
衣
食
公
︑
百
姓
�
欲
叚

(假
)
者
︑
叚

(假
)
之
︑
令
就
衣
食
焉
︑

C
輒
柀﹅

事
之
︒

倉
律

(秦
律
十
八
種
48
)

【解
說
︼

349
鯵
と
350
鯵
を
接
續
さ
せ
れ
ば
︑﹁
獄
�
・
令
�
・
縣
／
官
は
︑
恆
に
⁝
﹂

と
訓
讀
で
き
る
︒
だ
が
﹁
獄
�
・
令
�
﹂
と
﹁
縣
官
﹂
が
竝
置
さ
れ
る
の
は
︑

や
や
不
自
然
で
あ
る
︒
ひ
と
ま
ず
�
條
と
は
切
り
離
し
て
譯
出
し
た
︒
ま
た
350

鯵
か
ら
351
鯵
へ
は
�
違
が
う
ま
く
繫
が
ら
ず
︑
關
連
す
る
內
容
を
持
つ
の
は
確

か
だ
が
︑
直
接
は
繫
が
ら
な
い
と
考
え
た
︒

條
�
の
內
容
は
功
勞
報
吿
お
よ
び
計
¿
提
出
の
時
T
や
︑
そ
れ
ら
の
書
類
を

持
っ
て
行
く
官
C
の
數
と
身
分
に
關
す
る
規
定
︒
現
狀
で
は
縣
か
ら
十
名
︑
小

規
模
な
都
官
か
ら
は
一
名
が
£
ら
れ
︑
そ
の
な
か
に
は
令
�
以
外
の
官
C
も
い

た
が
︑
討
議
の
末
︑
今
後
は
令
�
の
み
が
£
ら
れ
︑
か
つ
從
事
す
る
官
C
の
總

數
も
�
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒

《三
五
三
》↓
《伍
六
二
︾

■
廷
①

內
�
郡
二
千
石
官
共
令
②

●
第
己

●
今
辛
③

353

(
0
0
8
1+

0
9
3
2
)

【譯
︼廷

內
�
郡
二
千
石
官
共
令
︒

●
第
己
︒

●
今
辛
︒

【
�
︼

①
廷
：
廷
尉
の
こ
と
か
︒

祠
焉
︒
廷﹅

當
︑
嘉
等
不
敬
祠
︑
當
棄
市
︒
⁝
不
智
它
曰
□
□
〼

(嶽
麓
︹
肆
︺

324
)

罪
人
獄
已
決
︑
自
以
罪
不
當
欲
气

(乞
)
鞫
者
︑
許
之
︒
⁝
(中
略
)
⁝
︒
气

(乞
)
鞫
者
各
辭
在
�
縣
9
︑
縣
9
官
令
・
長
・
丞
謹
聽
︑
書
其
气

(
乞
)
鞫
︑

上
獄
屬
�
二
千
石
官
︑
二
千
石
官
令
都
C
b
之
︒
都
C
�
b
治
︑
廷﹅

n
郡
各

移
旁
M
郡
︑
御
�
・
丞
相
�
b
治
移
廷
︒
(
二
年
律
令
114
～
117
)

●
御
�
大
夫
︑
廷﹅

尉﹅

︑
內
�
︑
典
客
︑
中
尉
︑
車
騎
尉
︑
大
僕
︑
長
信
詹
事
︑

少
府
令
︑
備
塞
都
尉
︑
郡
守
︑
尉
︑
𧗿
︿
衞
﹀
將
軍
︑
𧗿
︿
衞
﹀
尉
︑
漢
中

大
夫
令
︑
漢
郞
中
︑
奉
常
︑
秩
各
二
千
石
︒
御
�
︑
丞
相
︑
相
國
長
�
︑
秩

各
千
石
︒
(二
年
律
令
440
～
441
)

②
共
令
：
複
數
の
官
署
も
し
く
は
事
項
に
共
'
す
る
令
の
こ
と
︒
306
～
307
鯵
�

③
參
照
︒

③
●
第
己
︑
●
今
辛
：
從
來
﹁
己
﹂
に
屬
し
た
令
が
﹁
辛
﹂
に
移
っ
た
こ
と
を

指
す
と
考
え
ら
れ
る
︒﹁
今
辛
﹂
の
部
分
は
別
筆
で
あ
り
︑
後
に
書
き
加

え
た
の
で
あ
ろ
う
︒
な
お
︑
斷
鯵
を
除
き
︑
今
ま
で
に
知
ら
れ
て
い
る
廷

內
�
郡
二
千
石
官
共
令
は
	
て
﹁
●
第
～

●
今
～
﹂
あ
る
い
は
﹁
●
～

●
今
～
﹂
と
な
っ
て
お
り
︑﹁
戊
↓
庚
﹂﹁
己
↓
辛
﹂﹁
庚
↓
壬
﹂
の
變
S

が
確
K
で
き
る
︒
變
S
の
經
雲
に
つ
い
て
は
︑
①
十
干
の
順
序
で
み
る
と

後
ろ
に
二
つ
ず
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
あ
る
時
點
で
廷
內
�
郡
二
千
石
官

共
令
に
二


の
令
が
怨
た
に
揷
入
さ
れ
︑
そ
れ
に
�
っ
て
後
方
へ
と
移
さ

れ
た
︑
あ
る
い
は
②
順
序
と
は
關
わ
り
な
く
︑
何
ら
か
の
理
由
で
�
置
奄

え
と
な
っ
た
︑
と
い
う
可
能
性
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
︒
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■
廷
內
�
郡
二
千
石
官
共
令

●
第
庚

●
今
壬

(嶽
麓
︹
伍
︺
98
)

■
廷
內
�
郡
二
千
石
官
共
令

●
戊

●
今
庚

(嶽
麓
︹
陸
︺
63
)

【廷
︼
内
�
官
共
令

弟

(第
)
丙
〼

(嶽
麓
︹
陸
︺
89
)

【解
說
︼

本
鯵
は
︑
先
行
す
る
條
�
の
令


名
と
し
て
こ
の
位
置
に
お
か
れ
て
い
た
が
︑

そ
の
後
第
五
册
に
再
錄
さ
れ
︑
怨
た
な
整
理
番
號
を
與
え
ら
れ
た

(嶽
麓
︹
伍
︺

62
)
︒
第
四
册
に
收
め
ら
れ
て
い
た
他
の
﹁
■
廷
內
�
⁝
﹂
と
い
う


題
鯵
も
︑

同
樣
に
し
て
�
置
が
變
S
さ
れ
て
い
る

(︹
肆
︺
375
↓
〔陸
︺
63
︑︹
肆
︺
390
↓
〔伍
︺

98
)
︒

《三
五
四
︾

上
其
校
①

獄
屬
�
執

＝

灋

＝

②

︑
各
以
案
臨
計
③

︑
乃
相
與
校
之
④

︒
其
計
�
同
執

灋
者
⑤

︑
各
別
⑥

上
之
其
曹
⑦

＝

︑
�
者
〼

354

(
0
0
1
8
)

【譯
︼⁝

そ
の
校
を
獄
の
屬
す
る
�
の
執
灋
に
た
て
ま
つ
り
︑
執
灋
は
そ
れ
ぞ
れ
�

べ
て
集
計
に
立
ち
會
い
︑
そ
れ
か
ら
と
も
に
こ
れ
を
校
す
る
︒
そ
の
計
�
が
執

灋
と
同
じ
場
合
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
分
別
し
て
こ
れ
を
そ
の
曹
に
た
て
ま
つ
り
︑
曹

の
擔
當
者
は
⁝

【
�
︼

①
校
：
本
條
�
の
﹁
校
﹂
は
照
合
す
る
︑
お
よ
び
照
合
を
行
っ
た
記
錄
の
こ
と
︒

こ
こ
で
照
合
さ
れ
て
い
る
の
は
﹁
計

︱
︱
獄
計
︱
︱
﹂
で
あ
ろ
う
︒
�

③
も
參
照
の
こ
と
︒

廿
七
年
八
R
辛
丑
︑
�
陵
拔
・
丞
歐
¸
訊
Ø
︑
辤
曰
〼

貲
一
甲
︑
與
此
相
遝
︑
它
如
云
︒
●
�
�
視
獄
︒
Ø
〼

(
正
)

鞫
拔
・
狐
︑
Ø
計﹅

校﹅

繆
︑
不
上﹅

校﹅

︑
大
)
︑
坐
計
繆
〼

(
背
)

(里
耶
秦
鯵
⑨
7
0
6
)

□
□
年
後
九
R
辛
酉
朔
丁
亥
︑
少
內
武
敢
言
之
︒
上
計
〼
□
□
而
後
論
者
獄﹅

校﹅

廿
一
牒
︑
謁
吿
�
陵
將﹅

計﹅

丞﹅

〼
上
校
︒
敢
言
之
︒
〼

(里
耶
秦
鯵
⑧

1
6
4+

⑧
1
4
7
5
)

〼
�
陵
獄
�
午
校﹅

之
︑
毋
短

(
里
耶
秦
鯵
⑨
1
5
1
4
)

②
獄
屬
�
執
灋
：
獄
が
�
屬
し
て
い
る
執
灋
︒
�
屬
す
る
執
灋
に
裁
#
記
錄
を

上
申
す
る
規
定
が
嶽
麓
鯵
に
み
え
る
︒

咸
陽
n
郡
都
縣
恆
以
計
時
上
不
仁
邑
里
n
官
者
數
獄﹅

屬﹅

�﹅

執﹅

灋﹅

︒
(嶽
麓

︹
肆
︺
27
)

諸
它
官
不
治
獄
︑
獄
屬
它
縣
官
者
︑
獄﹅

屬﹅

�﹅

其
l
獄
�
Ã
捕
︑
戸
令
捕
者
與

封
︑
其
非
l
獄
�
Ã
捕
殹

(
也
)
︒
(嶽
麓
︹
伍
︺
321
～
322
)

●
諸
爲
符
官
各
悉
案
符
︑
令
初
下
以
來
︑
官
報
左
符
到
而
留
者
︑
盡
云
︑
移

其
獄﹅

屬﹅

�﹅

執﹅

灋﹅

︑
獄﹅

屬﹅

�﹅

執﹅

灋﹅

具
論
當
坐
者
︒
(
嶽
麓
︹
陸
︺
52
～
53
)

③
各
以
案
臨
計
：﹁
臨
計
﹂
は
獄
計

︱
︱
獄
に
關
す
る
記
錄
︑
瓜
計
か
︱
︱

の
檢
査
に
立
ち
會
う
こ
と
︒﹁
案
﹂
は
そ
れ
に
先
だ
っ
て
關
連
す
る
�
査

を
行
う
こ
と
だ
ろ
う
︒
こ
う
し
た
手
續
を
﹁
そ
れ
ぞ
れ
﹂
行
う
と
は
如
何

な
る
�
味
な
の
か
︑
は
っ
き
り
し
な
い
︒
暫
く
執
灋
が
管
e
す
る
﹁
そ
れ

ぞ
れ
の
﹂
縣
に
赴
く
こ
と
と
解
釋
し
た
︒︻
解
說
︼
も
參
照
︒

廷
日
校﹅

案﹅

,
/
︑
R
盡
爲
㝡

(
�
)
︑
固
臧

(
藏
)
︑
令
可
案
殹

(也
)
︒
(嶽
麓

︹
伍
︺
252
)

當
收
者
︑
令
獄
�
與
官
嗇
夫
・
C
襍
封
之
︑
上
其
物
數
縣
廷
︑
以
臨﹅

計﹅

︒
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(二
年
律
令
179
)

�
非
其
人
︑
臨﹅

計﹅

]
署
︑
不
8
è
官
事
︑
書
駅
不
端
正
︑
不
如
詔
書
︑
�
司

奏
罪
名
︑
幷
正
舉
者
︒
(﹃
續
漢
書
﹄
百
官
志
�
引
應
劭
漢
官
儀
)

其
聽
書
︑
司
空
吳
人
髠
傅
依
�
當
衣
±
︑
移
校﹅

九
年
應
獄﹅

計﹅

︒
除
錄
血
婁
・

齊
�
共
盜
昌
錢
八
百

(走
馬
樓
漢
鯵
596
)

張
掖
郡
¢
水
庾
候
官
本
始
三
年
獄﹅

計﹅

︒
坐
從
軍
假
工
官
⁝
田
卒
淮
陽
郡
萊
商

里
高
奉
親
︑
已
移
家
在
�

(居
7
漢
鯵

2
9
3・
7
)

卌
七
年
十
二
R
丙
子
朔
辛
卯
︑
廣
陵
宮
司
空
長
�
丞
□
敢
吿
地
下
土
�
︒
廣

陵
石
里
男
子
王
奉
世
�
獄
事
︑
事
已
復
故
郡
鄕
里
︑
l
自
致
移
栺
穴
卌
八
年

獄﹅

計﹅

︒
承
書
從
事
如
律
令
︒
(
邗
江
胡
場
五
號
西
漢
墓
鯵
牘
1
・
2
)

④
相
與
校
之
：
執
灋
と
と
も
に
某
官

︱
︱
縣
の
獄
�
？
︱
︱

が
照
合
を

行
っ
た
︒

錢
輒
輸
少
內
︑
皆
相﹅

與﹅

靡

(
�
)
除
封
印
︒
(嶽
麓
︹
肆
︺
113
)

〼
洞
庭
叚
屬
其
與﹅

巴
叚
卒
�
丑
校﹅

之﹅

︑
弗
f
︒
(里
耶
秦
鯵
⑨
2
3
0
5
)

⑤
其
計
�
同
執
灋
者
：﹁
計
�
﹂
は
﹁
計
�
官
﹂︑
す
な
わ
ち
原
帳
¿
を
管
理
し

て
い
る
官
署
︒
264
～
267
鯵
�
⑥
參
照
︒﹁
計
�
同
執
灋
﹂
と
は
︑﹁
計
�
﹂

が
郡
治
と
な
る
縣
に
置
か
れ
︑
執
灋
と
�
在
を
同
じ
く
し
て
い
る
場
合
を

指
す
か
︒

⑥
別
：
分
類
す
る
︒
24
～
28
鯵
�
㉒
參
照
︒

⑦
曹
：
縣
に
は
獄
關
連
の
曹
と
し
て
﹁
獄
東
曹
﹂
や
﹁
b
曹
﹂
が
み
え
る
︒
だ

が
こ
こ
で
は
﹁
上
之
其
曹
﹂
と
あ
り
︑
縣
よ
り
上
Î
の
機
關

(執
灋
？
)

の
﹁
曹
﹂
か
も
し
れ
な
い
︒

獄﹅

東﹅

曹﹅

書
一
封
︑
丞
印
︑
詣
無
陽
︒
●
九
R
己
亥
水
下
三
刻
︑
□
□
以
來
︒

(里
耶
秦
鯵
⑤
2
2
)

〼
獄﹅

南﹅

曹﹅

書
二
封
︑
�
陵
印
︒
一
洞
庭
泰
守
府
︑
一
洞
庭
尉
府
︒
●
九
R
〼

(里
耶
秦
鯵
⑧
7
2
8+

⑧
1
4
7
4
)

●
疑
毋
憂
罪
︑
它
縣
論
︑
敢
𤅊

(
讞
)
之
︑
謁
報
︑
署
獄﹅

�﹅

曹﹅

發
︒
(奏
讞
書

6
～
7

案
例
①
)

�
陵
以
郵
行
︒

b﹅

曹﹅

發
︒
●
洞
庭

(里
耶
秦
鯵
⑧
2
5
5
0
)

【解
說
︼

354
・
355
・
356
鯵
は
い
ず
れ
も
﹁
獄
﹂
な
い
し
は
﹁
計
﹂
に
關
わ
る
內
容
を
持

つ
︒
相
互
に
關
連
す
る
可
能
性
は
あ
る
が
︑
背
面
の
劃
線
は
連
續
せ
ず
︑
�
�

か
ら
も
接
續
・
�
後
關
係
が
つ
か
め
な
い
︒
暫
く
別
々
に
譯
出
し
た
︒

本
條
�
は
︑
裁
#
記
錄
の
チ
ェ
ッ
ク
や
︑
そ
の
檢
査
結
果
の
執
法
へ
の
提
出

に
關
す
る
規
定
だ
ろ
う
︒
執
法
は
下
Î
機
關

︱
︱
縣
レ
ベ
ル
︱
︱

の
檢
査

記
錄
を
f
理
す
る
と
同
時
に
︑
各
縣
に
赴
い
て
そ
の
檢
査
に
も
立
ち
會
い
︑
そ

れ
を
共
同
で
行
っ
た
ら
し
い
︒
後
§
は
提
出
先
に
つ
い
て
の
特
例
規
定
の
よ
う

だ
が
︑
詳
細
は
分
か
ら
な
い
︒

嶽
麓
鯵
に
は
﹁
獄
校
律
﹂
(
232
～
236
鯵
︑
237
鯵
)
が
見
え
︑
本
條
�
と
の
關
連

が
推
測
さ
れ
る
が
︑
制
度
の
	
貌
が
な
お
も
つ
か
み
づ
ら
く
︑﹁
校
﹂
字
の
解

釋
す
ら
定
め
に
く
い
︒
獄
校
律
の
諸
�
や
︻
解
說
︼
も
參
照
さ
れ
た
い
︒

《三
五
五
︾

〼
⁝
治

(？
)
獄
①

□
校
者
︑
各
上
其
校
②

屬
�
執
灋
︒
其
治

(
？
)
獄
者
□
〼

355

(
0
0
9
9
-
1
)
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【譯
︼⁝

裁
#
を
行
い
⁝
校
す
る
者
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
校
を
屬
す
る
�
の
執
灋
に

た
て
ま
つ
る
︒
そ
の
裁
#
を
行
う
者
⁝

【
�
︼

①
治
獄
：
裁
#
を
行
う
こ
と
︒

後
元
年
春
正
R
︑
詔
曰
︑
獄
︑
重
事
也
︒
人
�
智
愚
︑
官
�
上
下
︒
獄
疑
者

讞
�
司
︒
�
司
�
不
能
決
︑
移
廷
尉
︒
�
令
讞
而
後
不
當
︑
讞
者
不
爲
失
︒

欲
令
治﹅

獄﹅

者
務
先
寬
︒
(﹃
漢
書
﹄
景
H
紀
)

治﹅

獄﹅

者
︑
各
以
其
吿
云
治
之
︑
敢
放
訊
杜
�
︑
求
其
它
罪
︑
n
人
毋
吿
云
而

擅
b
治
之
︑
皆
以
鞫
獄
故
不
直
論
︒
(二
年
律
令
113
)

②
校
：
照
合
を
行
っ
た
記
錄
︒
354
鯵
�
①
參
照
︒

【解
說
︼

鯵
の
上
部
が
�
げ
︑
複
數
の
�
字
が
見
え
な
い
︒﹁
治
﹂
字
を
は
じ
め
︑
寫

眞
で
#
讀
で
き
な
い
�
字
も
あ
る
が
︑
暫
く
整
理
小
組
の
釋
字
に
從
っ
た
︒
內

容
は
�
鯵
と
同
じ
く
︑
裁
#
案
件
の
チ
ェ
ッ
ク
や
そ
の
報
吿
に
關
す
る
も
の
と

お
ぼ
し
い
が
︑
詳
細
は
不
!
で
あ
る
︒

《三
五
六
︾

計
︒
其
敝
①

者
︑
補
繕
②

以
上
計
③

︒

356

(
0
3
9
5
)

【譯
︼⁝

計
︒
そ
の
破
損
し
た
も
の
は
︑
補
修
し
て
か
ら
計
¿
を
た
て
ま
つ
る
︒

【
�
︼

①
敝
：
や
ぶ
れ
る
︑
そ
こ
な
う
︒

祭
±
敝﹅

則
焚
之
︑
祭
器
敝﹅

則
埋
之
︑
龜
策
敝
則
埋
之
︑
牲
死
則
埋
之
︒
(﹃
禮

記
﹄
曲
禮
上
)

縣
官
器
敝﹅

不
可
繕﹅

者
︑
賣
之
︒
諸
收
人
︑
皆
入
以
爲
隸
臣
妾
︒
(二
年
律
令

435
)

②
補
繕
：
補
修
す
る
こ
と
︒
151
～
153
鯵
の
�
①
を
參
照
︒

③
上
計
：
計
¿
を
上
Î
の
機
關
に
£
る
こ
と
︒

●
縣
官
上﹅

計﹅

執
灋
︑
執
灋
上
計
冣

(
�
)
皇
H
�
︑
皆
用
筭
槖
□
□
舷

(
巂
)

已
︑
復
Ð

(
�
)
筭
槖
︑
令
報
懇
縣
官
︒
(嶽
麓
︹
肆
︺
346
)

【解
說
︼

先
行
す
る
鯵
を
缺
い
て
い
る
と
見
て
︑
冒
頭
の
﹁
計
﹂
の
下
で
斷
句
し
た
︒

破
損
し
て
い
な
い
物
品
に
つ
い
て
ま
ず
規
定
し
た
う
え
で
︑﹁
其
敝
者
﹂
と
し

て
破
損
品
に
言
n
さ
れ
て
い
る
︑
と
い
う
條
�
の
展
開
が
想
定
さ
れ
る
︒
一
方

で
﹁
計
﹂
を
動
詞
と
見
て
︑﹁
計
其
敝
者
︑
補
繕
以
上
計
﹂
と
讀
む
案
も
出
た
︒

こ
の
案
に
從
う
と
﹁
そ
の
破
損
し
た
も
の
を
數
え
て
︑
⁝
﹂
と
い
う
譯
に
な
る
︒

い
ず
れ
に
せ
よ
︑
計
¿
の
上
�
に
際
し
︑
破
損
し
た
物
品
は
補
修
を
行
っ
て
か

ら
集
計
・
報
吿
す
る
よ
う
︑
命
じ
た
規
定
だ
ろ
う
︒
里
耶
秦
鯵
か
ら
は
︑﹁
敝
﹂

と
さ
れ
た
官
�
品
を
分
別
し
︑
補
修
可
能
で
あ
れ
ば
補
修
し
︑
不
可
能
で
あ
れ

ば
廢
棄
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
︒
ま
た
官
�
品
を
廢
棄
す
る
際
に
は
︑
備
品

標
識
を
�
除
し
た
う
え
で
廢
棄
す
る
と
い
う
規
定
が
睡
虎
地
秦
鯵
に
見
え
る
︒

〼
︻
陵
︼
敝﹅

可﹅

補﹅

繕﹅

當
輸
內
�
者
︒
〼

(
里
耶
秦
鯵
⑨
1
6
1
6
)

●
�
陵
敝﹅

當﹅

糞﹅

不
當
輸
內
�
者

(
里
耶
秦
鯵
⑨
2
0
0
)

嶽麓書院�藏鯵《秦律令 (壹)》譯�稿 その (五)
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廿
六
年
金
布

兵
當﹅

繕﹅

者

(里
耶
秦
鯵
⑨
1
7
5
8
)

縣
･
都
官
以
七
R
糞﹅

公﹅

器﹅

不﹅

可﹅

繕﹅

者
︑
�
久
識
者
靡
蚩
之
︒
(秦
律
十
八
種

86
)

《三
五
八
・
三
五
七
・
三
五
九
︾

者
賣
之
︒
隸
臣
妾
・
城

＝

旦

＝

・
舂
司
寇
・
鬼
薪
白
粲
n
吉

(繫
)
城
旦
舂
①

老
・
県

(
癃
)
病
②

・
毋

(無
)
賴
不
能
作
者
③

︑
l
就
食
④

︑
蜀
守
⑤

〼358

(
0
6
3
5
)

縣
恆
以
十
R
粼
⑥

︑
牒
書
署
當
賣
n
就
食
狀
⑦

︑
須
卒
�
・
屬
⑧

糞
兵
⑨

取
省
⑩

︑

以
令

＝

案
視
⑪

︒
當
就
食
︑
其
親
・
�
智

(知
)⑫

357

(
0
6
4
0
)

當
就
食
︑
其
親
・
�
智

(知
)
欲
買
勿
令
就
食
︑
許
︒
其
º

(謫
)
辠
⑬

︑
不
得

賣
︒

359

(
0
5
2
6
)

【譯
︼⁝

者
は
こ
れ
を
賣
却
す
る
︒
隸
臣
妾
・
城
旦
・
城
旦
舂
司
寇
・
鬼
薪
白
粲
お

よ
び
繫
城
旦
舂
の
う
ち
老
齡
や
癃
病
や
能
力
缺
如
に
よ
り
作
業
で
き
な
い
者
に

つ
い
て
は
︑
就
食
さ
せ
︑
蜀
守
⁝

縣
は
つ
ね
に
十
R
に
1
ん
で
︑
牒
書
を
作
成
し
︑
賣
却
す
る
の
に
︑
お
よ
び

就
食
す
る
の
に
該
當
す
る
理
由
を
記
し
︑
卒
�
・
屬
が
武
器
を
廢
棄
し
︑
そ
れ

を
囘
收
し
て
檢
査
す
る
の
を
待
っ
て
︑
令
に
よ
っ
て
査
察
さ
せ
る
︒
就
食
す
る

の
に
該
當
す
る
と
き
は
︑
そ
の
親
族
・
知
人
が
⁝

就
食
す
る
の
に
該
當
す
る
も
の
の
︑
そ
の
親
族
や
知
人
が
買
っ
て
就
食
さ
せ

な
い
こ
と
を
ö
め
ば
︑
許
可
す
る
︒
謫
罪
が
あ
る
場
合
は
︑
賣
却
で
き
な
い
︒

【
�
︼

①
隸
臣
妾
・
⁝
n
繫
城
旦
舂
：﹁
城
旦
舂
司
寇
﹂
と
は
︑
城
旦
舂
の
う
ち
︑
他

の
城
旦
舂
を
監
視
す
る
職
務
に
つ
け
ら
れ
た
者
の
こ
と
︒
50
鯵
�
①
參
照
︒

﹁
繫
城
旦
舂
﹂
と
は
︑
一
定
の
T
限
つ
き
で
城
旦
舂
と
同
じ
勞
役
に
就
け

ら
れ
た
者
の
こ
と
︒
24
～
28
鯵
�
⑧
參
照
︒
な
お
︑
各
種
城
旦
舂
よ
り
�

に
隸
臣
妾
が
置
か
れ
て
い
る
理
由
は
不
!
︒

②
癃
病
：
156
～
159
鯵
�
⑯
參
照
︒

③
無
賴
不
能
作
者
：﹁
無
賴
﹂
と
は
作
業
す
る
能
力
が
無
い
こ
と
︒
284
～
287
鯵

�
⑦
參
照
︒

小
城
旦
︑
隸
臣
作
者
︑
R
禾
一
石
§
石
︑
未﹅

能﹅

作﹅

者
︑
R
禾
一
石
︒
小
妾
︑

舂
作
者
︑
R
禾
一
石
二
斗
§
斗
︑
未﹅

能﹅

作﹅

者
︑
R
禾
一
石
︒
(秦
律
十
八
種
49

～
50
)

④
就
食
：
食
料
を
求
め
て
他
�
に
移
動
す
る
こ
と
︒
こ
の
條
�
で
は
﹁
就
食
﹂

の
後
に
﹁
蜀
守
﹂
と
い
う
官
職
名
が
續
き
︑
こ
れ
を
就
食
地
と
見
な
す
こ

と
は
で
き
な
い
の
で
︑﹁
就
食
﹂
と
﹁
蜀
守
﹂
の
閒
で
斷
句
し
た
︒
あ
る

い
は
就
食
地
は
﹁
蜀
﹂
で
あ
る
と
見
て
︑﹁
l
就
食
蜀
︑
守
〼
﹂
と
い
う

斷
句
も
考
え
得
る
︒

關
中
大
�
︑
米
斛
萬
錢
︑
人
相
食
︒
令
民
就﹅

食﹅

蜀
漢
︒
(﹃
漢
書
﹄
高
H
紀
上
)

漢
興
︑
接
秦
之
敝
︑
諸
侯
竝
I
︑
民
失
作
業
︑
而
大
饑
饉
︒
凡
米
石
五
千
︑

人
相
食
︑
死
者
]
§
︒
高
祖
乃
令
民
得
賣
子
︑
就﹅

食﹅

蜀
漢
︒
(﹃
漢
書
﹄
食
貨
志

上
)

●
東
郡
守
言
︑
東
郡
多
食
︑
食
賤
︑
徒
隸
老
・
県

(
癃
)
病
・
毋

(無
)
賴
︑

縣
官
當
就﹅

食﹅

者
︑
�
止
︑
勿
G
就
食
︒
它
�
等
比
︒
●
制
曰
︑
可
︒
(嶽
麓
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︹
肆
︺
360
)

⑤
蜀
守
：
蜀
郡
の
郡
守
の
こ
と
︒

蜀
郡
︑
秦
置
︒
(﹃
漢
書
﹄
地
理
志
上
)

●
諸
�
辠
當
䙴

(
�
)
輸
蜀﹅

巴
n
恆
䙴

(
�
)
�
者
︑
辠
已
決
︑
當
傳
而
欲

�
吿
n
行
�
吿
︑
縣
官
皆
勿
聽
而
亟
傳
詣
䙴

(
�
)
輪
︿
輸
﹀
�
︑
勿
留
︒

●
十
九

(嶽
麓
︹
伍
︺
33
～
34
)

卅
四
年
六
R
甲
午
朔
乙
卯
︑
洞﹅

庭﹅

守﹅

禮
謂
�
陵
丞
︒
(里
耶
秦
鯵
⑧
7
5
5
)

⑥
粼
：﹁
遴
﹂
に
'
じ
︑﹁
え
ら
ぶ
﹂
の
�
︒
177
～
180
鯵
�
②
參
照
︒

⑦
牒
書
署
當
賣
n
就
食
狀
：﹁
牒
書
署
﹂
は
册
書
の
形
式
で
記
錄
す
る
こ
と
︒

177
～
180
鯵
�
⑪
參
照
︒﹁
署
～
狀
﹂
は
︑﹁
～
の
由
を
記
す
﹂
の
�
︒
347
～

349
鯵
�
⑧
參
照
︒﹁
⁝
者
は
︑
こ
れ
を
賣
る
﹂
(
358
鯵
)
と
さ
れ
た
者
に
つ

い
て
は
賣
却
の
理
由
を
︑﹁
l
り
て
就
食
せ
し
む
﹂
(同
)
と
さ
れ
た
隸
臣

妾
以
下
に
つ
い
て
は
就
食
さ
せ
る
理
由
を
︑
そ
れ
ぞ
れ
册
書
に
記
し
た
の

だ
ろ
う
︒

⑧
卒
�
・
屬
：
い
ず
れ
も
下
Î
の
官
C
︒
215
～
219
鯵
�
⑩
︑
お
よ
び
334
鯵
�
②

參
照
︒
縣
に
�
屬
す
る
者
は
今
の
と
こ
ろ
見
あ
た
ら
ず
︑
い
ず
れ
も
郡
レ

ベ
ル
以
上
で
勤
務
す
る
屬
C
で
あ
る
︒

廿
七
年
二
R
丙
子
朔
庚
寅
︑
洞
庭
守
禮
謂
縣
嗇
夫
・
卒﹅

�﹅

嘉
・
叚
卒
�
穀
・

屬﹅

尉
︒
(里
耶
秦
鯵
⑨
2
2
8
3
)

以
8
毋

(無
)
病
︑
黔
首
爲
故
不
從
令
者
︑
貲
丞
・
令
�
・
執
灋
・
執
灋

丞
・
卒﹅

�﹅

各
二
甲
︒
(嶽
麓
︹
肆
︺
287
)

三
歲
壹
幷
課
︑
取
㝡

(
�
)
一
人
以
爲
尙﹅

書﹅

卒﹅

�﹅

︒
(二
年
律
令
476
)

C
員
二
千
二
百
三
人
︒
大
守
一
人
︑
丞
一
人
︑
卒﹅

�﹅

九
人
︑
屬﹅

五
人
︑
書
佐

十
人
︑
嗇
夫
一
人
︒
凡
廿
七
人
︒
都
尉
一
人
︑
丞
一
人
︑
卒﹅

�﹅

二
人
︑
屬﹅

三

人
︑
書
佐
五
人
︑
凡
十
二
人
︒
(
尹
灣
漢
鯵

Y
M
6
D
1
正
)

⑨
糞
兵
：
武
器
を
廢
棄
す
る
こ
と
︒﹁
糞
﹂
に
つ
い
て
は
124
～
126
鯵
�
⑭
參
照
︒

⑩
取
省
：
f
け
取
っ
て
檢
査
す
る
こ
と
︒
秦
律
十
八
種
に
は
︑
補
修
で
き
な
い

物
品
を
﹁
取
﹂
っ
て
﹁
糞
﹂
す
る
と
い
う
規
定
が
見
え
る
︒
こ
こ
で
は
武

器
の
廢
棄

(﹁
糞
﹂
)
が
決
定
し
た
後
︑
そ
れ
を
f
領
し
て
檢
査
す
る
こ
と

と
解
し
た
︒

采
山
重
殿
︑
貲
嗇
夫
一
甲
︑
佐
一
盾
︒
三
歲
比
殿
︑
貲
嗇
夫
二
甲
而
灋

(廢
)
︒
殿
而
不
�
費
︑
勿
費
︒
賦
歲
紅

(功
)
︑
未
取﹅

省﹅

而
�
之
︑
n
弗
備
︑

貲
其
曹
長
一
盾
︒
大

(太
)
官
︑
右
府
︑
左
府
︑
右
采
鐵
︑
左
�
鐵
課
殿
︑

貲
嗇
夫
一
盾
︒
(秦
律
雜
抄
21
～
23
)

省﹅

︑
視
也
︒
(﹃
說
�
解
字
﹄
四


上
)

省﹅

殿
︑
貲
工
師
一
甲
︑
丞
n
曹
長
一
盾
︑
徒
絡
組
廿
給
︒
省
三
歲
比
殿
︑
貲

工
師
二
甲
︑
丞
・
曹
長
一
甲
︑
徒
絡
組
五
十
給
︒
(
秦
律
雜
抄
17
～
18
)

傳
車
・
大
車
輪
︑
葆
繕
參
X
︑
可
殹

(也
)
︒
韋
革
・
紅
器
相
補
繕
︒
取﹅

不

可
葆
繕
者
︑
乃
糞﹅

之
︒
金
布

(
秦
律
十
八
種
89
)

⑪
案
視
：
査
察
す
る
こ
と
︒

而
札
書
得
︑
必
謹
案﹅

視﹅

︑
參
食
者
︑
戸
不
法
︑
止
詰
之
︒
(﹃
墨
子
﹄
號
令
)

其
不
得
買
n
馬
老
病
不
可
用
︑
自
言
郞
中
︑
郞
中
案﹅

視﹅

︑
爲
致
吿
關
中
縣
9

官
︑
賣
S
買
︒
●
制
曰
︑
可
︒
(
二
年
律
令
514
～
515
)

⑫
其
親
・
�
知
：﹁
親
﹂
と
は
親
族
︒
30
～
31
鯵
�
⑨
參
照
︒﹁
�
知
﹂
は
知
人
︒

嶽麓書院�藏鯵《秦律令 (壹)》譯�稿 その (五)
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﹁
親
n
�
知
﹂
と
し
て
竝
記
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
︒

奴
婢
�
︑
自
歸
�
︑
�
親﹅

・
�﹅

智﹅

(知
)
︑
n
�
・
�
父
母
・
子
若
同
居
求

自
得
之
︑
其
當
論
畀
�
︑
而
欲
勿
詣
C
論
者
︑
皆
許
之
︒
(二
年
律
令
160
)

治
獄
者
親﹅

n﹅

�﹅

智﹅

弗
與
同
居
︑
以
獄
事
故
f
人
財
n
�
賣
買
焉
︻
而
故
少
n

多
其
賈

(價
)
︑
弗
爲
�
而
謾
︼
〼

(嶽
麓
︹
伍
︺
239
)

⑬
謫
辠
：
整
理
小
組
は
﹁
歸
辠
﹂
と
釋
す
が
︑
陳
洩
に
從
い
﹁
º

(謫
)
辠
﹂

に
改
め
た

(﹁
嶽
麓
秦
鯵
肆
校
商

(三
)﹂
鯵
帛
網
二
〇
一
六
年
三
R
二
九
日
)
︒

こ
こ
で
罪
科
の
�
無
が
問
わ
れ
て
い
る
の
は
︑
Ñ
入
を
希
ö
す
る
親
族
・

知
人
の
側
で
あ
ろ
う
︒
秦
律
十
八
種
に
類
例
が
見
え
る
︒

謫﹅

︑
罰﹅

也
︒
(﹃
說
�
解
字
﹄
三


上
)

º﹅

戍
之
衆
︑
不
亢
於
九
國
之
師
﹇
師
古
�
︑
º
讀
曰
謫
︑
謂
罪﹅

罰﹅

而
行
也
﹈︒

(﹃
漢
書
﹄
陳
�
項
籍
傳
)

百
姓
�
母
n
同
牲

(生
)
爲
隸
妾
︑
非
º﹅

(謫
)
辠﹅

(罪
)
殹

(也
)
而
欲
爲

冗
邊
五
歲
︑
毋
賞

(償
)
興
日
︑
以
免
一
人
爲
庶
人
︑
許
之
︒
●
或
贖
䙴

(
�
)
︑
欲
入
錢
者
︑
日
八
錢
︒

司
空

(秦
律
十
八
種
151
～
152
)

【解
說
︼

357
～
359
鯵
に
は
い
ず
れ
も
﹁
就
食
﹂
の
語
が
見
え
︑
そ
の
う
ち
358
鯵
で
は
︑

4
役
に
耐
え
な
い
𠛬
徒
を
某
地
に
£
り
︑
そ
こ
で
﹁
就
食
﹂
さ
せ
る
こ
と
が
規

定
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
﹁
就
食
﹂
と
竝
ん
で
﹁
當
賣
﹂
が
現
れ

(﹁
當﹅

賣﹅

n
就﹅

食﹅

狀
﹂
)
︑
何
ら
か
の
人
員

︱
︱
餘
剩
の
𠛬
徒
な
ど
？
︱
︱

を
賣
却
す
る
手
續

き
も
︑
同
時
に
規
定
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
︒

だ
が
整
理
小
組
の
�
列
案
に
從
い
︑
357
鯵
↓
358
鯵
と
繫
げ
て
讀
む
と
︑﹁
就

食
に
該
當
す
る
者
を
そ
の
親
族
等
が
賣
却
す
る
﹂
(﹁
當
就
食
︑
其
親
・
�
智

(知
)

／
者
賣
之
﹂
)
と
い
う
�
違
に
な
り
︑
4
役
で
き
な
い
𠛬
徒
を
就
食
さ
せ
る
︑
と

い
う
後
�
と
の
關
係
が
分
か
ら
な
く
な
る
︒﹁
其
親
・
�
智
﹂
は
他
に
見
え
る

も
の
の
︑﹁
其
親
・
�
智
者﹅

﹂
と
い
う
表
現
が
な
い
こ
と
も
氣
に
か
か
る
︒

�
に
358
鯵
が
先
行
し
︑
缺
鯵
を
挾
み
つ
つ
357
鯵
・
359
鯵
が
そ
れ
に
續
く
と
考

え
れ
ば
︑

358
鯵
に
先
行
す
る
缺
鯵
：
賣
却
に
該
當
す
る
者
の
定
義
？

358
鯵
：
就
食
に
該
當
す
る
𠛬
徒
の
定
義
︒

357
鯵
：
賣
却
お
よ
び
就
食
の
際
の
具
體
�
な
手
續
き
︒

359
鯵
：
就
食
者
の
親
族
等
が
︑
錢
財
を
差
し
出
し
て
身
柄
の
引
き
f
け
を

ö
ん
だ
場
合
の
特
別
規
定
︒

と
い
う
具
合
に
︑
條
�
の
液
れ
を
整
合
�
に
理
解
で
き
る
︒
た
だ
し
三
本
の
鯵

は
︑
同
じ
條
�
を
�
成
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
も
の
の
︑
直
接
は
繫
が
ら
な

い
の
で
︑
�
列
を
入
れ
替
え
た
う
え
で
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
鯵
を
別
々
に
譯
出
し
た
︒

本
條
�
は
	
體
と
し
て
︑
官
�
勞
働
力
の
維
持
經
費
を
管
理
・
節
減
す
る
た

め
に
︑
餘
剩
の
︑
あ
る
い
は
4
役
で
き
な
い
人
員
を
民
閒
に
賣
却
し
た
り
︑
食

糧
の
豐
か
な
地
域
に
就
食
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
を
規
定
し
た
も
の
だ
ろ
う
︒
賣

却
・
就
食
に
該
當
す
る
人
員
は
︑
每
年
八
R
︑
縣
に
お
い
て
1
別
さ
れ
︑
該
當

す
る
理
由
を
牒
書
に
記
錄
し
た
う
え
で
︑
郡
の
卒
�
・
屬
に
よ
る
檢
査
を
f
け

た
︒
こ
の
檢
査
は
︑
卒
�
・
屬
が
﹁
糞
兵
取
省
﹂
す
る
機
會
を
待
っ
て
︑
そ
の

時
に
あ
わ
せ
て
行
わ
れ
た
︒

�
⑨
⑩
で
営
べ
た
と
お
り
︑﹁
糞
兵
取
省
﹂
と
は
武
器
廢
棄
の
手
續
き
で
あ

る
︒
修
理
不
能
で
廢
棄
が
決
定
し
た
武
器
を
︑
郡
か
ら
�
l
さ
れ
た
卒
�
・
屬

が
f
け
取
り
︑
破
損
狀
況
な
ど
を
檢
査
し
た
の
だ
ろ
う
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
︑
廢

棄
さ
れ
る
は
ず
の
武
器
の
橫
液
し
が
防
止
さ
れ
︑
ま
た
こ
の
時
に
金
屬
地
金
と

し
て
の
再
活
用
の
可
否
な
ど
も
#
斷
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
,
の
里
耶
秦
鯵

で
は
︑
武
器
輸
£
の
人
員
¸
發
の
た
め
に
︑
郡
の
卒
�
・
屬
が
縣
へ
と
�
l
さ

れ
て
お
り
︑
武
器
管
理
の
た
め
に
郡
か
ら
卒
�
・
屬
が
�
l
さ
れ
る
と
い
う
點
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で
﹁
糞
兵
取
省
﹂
と
共
'
す
る
︒

廿
七
年
二
R
丙
子
朔
庚
寅
︑
洞
庭
守
禮
謂
縣
嗇
夫
・
卒
�
嘉
・
假
卒
�

榖
・
屬
尉
︒
令
曰
︑
傳
£
委
輸
︑
必
先
悉
行
城
旦
舂
・
隸
臣
妾
・
居
貲
贖

責
︑
Ù
事
不
可
留
︑
乃
興
繇
︒
今
洞
庭
兵
輸
內
�
n
巴
・
南
郡
・
蒼
梧
︑

輸
甲
兵
當
傳
者
多
︒
節
傳
之
︑
必
先
悉
行
乘
城
卒
・
隸
臣
妾
・
城
旦
舂
・

鬼
薪
白
粲
・
居
貲
贖
責
・
司
寇
・
隱
官
・
踐
S
縣
者
︒
田
時
殹
︑
不
欲
興

黔
首
︒
嘉
・
榖
・
尉
各
謹
案
�
部
縣
卒
・
徒
隸
・
居
貲
贖
責
・
司
寇
・
隱

官
・
踐
S
縣
者
á
︑
�
可
令
傳
甲
兵
︑
縣
弗
令
傳
之
而
興
黔
首
︒
興
黔
首

可
省
少
︑
弗
省
少
而
多
興
者
︑
輒
云
移
縣
︑
縣
亟
以
律
令
具
論
當
坐
者
︑

言
名
夬
泰
守
府
︒
嘉
・
榖
・
尉
在
�
縣
上
書
︒
嘉
・
榖
・
尉
令
人
日
夜
端

行
︒
(里
耶
秦
鯵
⑯
5
A
)

ち
な
み
に
︑
廢
棄
す
る
官
�
器
物
の
1
別
は
︑
縣
に
お
い
て
は
七
R
に
行
わ
れ

た
︒

縣
・
都
官
以
七
R
糞
公
器
不
可
繕
者
︑
�
久
識
者
靡
娯
之
︒
其
金
n
鐵
器

入
以
爲
銅
︒
⁝
(中
略
)⁝
金
布

(秦
律
十
八
種
86
～
88
)

そ
の
後
︑
廢
棄
さ
れ
る
武
器
の
f
領
の
た
め
に
卒
�
・
屬
が
年
度
末
に
縣
を
訪

れ
た
の
だ
ろ
う
︒
こ
の
機
會
を
利
用
し
て
︑
賣
却
・
就
食
に
該
當
す
る
人
員
の

査
察
も
行
わ
れ
た
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
︒

�
④
で
営
べ
た
と
お
り
︑
本
條
�
で
は
就
食
地
が
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
の
︑

や
は
り
巴
蜀
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
︒
就
食
に
該
當
す
る
𠛬
徒
の
親
族
等
が

希
ö
す
れ
ば
︑
財
物
を
�
め
る
こ
と
で
𠛬
徒
の
身
柄
を
引
き
取
り
︑
�
方
に
l

ら
れ
る
の
を
¬
け
る
こ
と
も
で
き
た
︒
た
だ
し
親
族
等
に
罪
が
あ
る
場
合
は
K

め
ら
れ
ず
︑
こ
れ
は
罪
人
が
勞
働
で
親
族
の
罪
を
免
除
で
き
な
い

(
�
⑬
�
引

秦
律
十
八
種
151
～
152
)
の
と
同
樣
で
あ
っ
た
︒

《三
六
〇
︾

●
東
郡
守
①

言
︑
東
郡
多
食
︑

＝

賤
②

︑
徒
隸
老
・
県

(
癃
)
病
・
毋

(無
)
賴
③

︑

縣
官
當
就
食
者
︑
�
止
︑
勿
l
就
食
︒
它
�
等
比
④

︒
●
制
曰
︑
可
⑤

︒360

(
0
3
1
9
)

【譯
︼●

東
郡
の
郡
守
が
言
う
︒﹁
東
郡
は
食
料
が
多
く
︑
食
料
が
安
い
の
で
︑
徒

隸
の
う
ち
老
齡
や
癃
病
や
能
力
缺
如
に
よ
り
︑
縣
の
官
が
就
食
さ
せ
る
の
に
該

當
す
る
者
に
つ
い
て
は
︑
取
り
や
め
て
︑
就
食
さ
せ
な
い
よ
う
に
お
願
い
い
た

し
ま
す
﹂︒
類
似
の
例
は
同
樣
に
す
る
︒
●
制
す
る
︒﹁
可
﹂︒

【
�
︼

①
東
郡
守
：
東
郡
の
郡
守
の
こ
と
︒

五
年
︑
將
軍
驁
攻
魏
︑
定
酸
棗
・
燕
・
虛
・
長
·
・
雍
丘
・
山
陽
城
︑
皆
拔

之
︑
取
二
十
城
︒
初﹅

置﹅

東﹅

郡﹅

︒
(﹃
�
記
﹄
秦
始
皇
本
紀

始
皇
五
年
條
)

②
食
賤
：
食
料
が
安
い
こ
と
︒

其
農
貧
而
商
富
︑
故
其
食﹅

賤﹅

者
錢
重
︒
食﹅

賤﹅

則
農
貧
︑
錢
重
則
商
富
︑
末
事

不
禁
︑
則
技
巧
之
人
利
︑
而
游
食
者
衆
之
謂
也
︒
(﹃
商
君
書
﹄
外
內
)

③
老
・
癃
病
・
無
賴
：﹁
癃
病
﹂
に
つ
い
て
は
︑
156
～
159
鯵
の
�
③
を
參
照
︒

﹁
無
賴
﹂
と
は
作
業
す
る
能
力
が
無
い
こ
と
︒
284
～
287
鯵
の
�
⑥
參
照
︒

④
它
�
等
比
：
類
似
例
が
生
じ
た
場
合
に
は
本
條
�
を
º
用
す
る
︑
の
�
︒
288

鯵
�
②
參
照
︒
こ
の
箇
�
は
東
郡
守
の
上
言
で
は
な
く
︑
上
言
を
f
理
し

た
中
央
政
府
の
官
が
�
加
し
た
部
分
で
あ
ろ
う
︒
嶽
麓
鯵
に
は
︑
南
陽
郡
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守
の
上
言
に
丞
相
の
議
が
�
加
さ
れ
︑
そ
の
議
に
﹁
它
�
等
比
﹂
と
記
さ

れ
た
例
が
見
え
る
︒
本
條
�
の
場
合
は
﹁
丞
相
議
⁝
﹂
に
相
當
す
る
箇
�

が
略
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒

●
令
曰
︑
南
陽
守
言
︑
⁝
(中
略
)
⁝
●
丞
相
議
︑
如
南
陽
議
︑
它﹅

�﹅

等﹅

比﹅

︒

︱

(嶽
麓
︹
伍
︺
300
～
301
)

⑤
制
曰
可
：
上
奏
さ
れ
た
案
を
皇
H
が
K
可
す
る
際
に
用
い
ら
れ
る
語
︒

群
臣
�
�
奏
�
︑
尙
書
令
奏
之
︑
下
�
制﹅

曰﹅

︑
天
子
答
之
曰
可﹅

︑
若
下
某
官

云
云
︒
(﹃
獨
斷
﹄
上
)

臣
狀
・
臣
綰
�
：
其
禁
樹
木
盡
如
禁
苑
樹
木
︑
而
令
蒼
梧
謹
!
爲
駱
÷
山
以

南
�
封
刊
︒
臣
敢
�
︒
制﹅

曰﹅

︑
可﹅

︒
●
廿
七

(嶽
麓
︹
伍
︺
57
～
58
)

【解
說
︼

�
條
と
同
じ
く
︑
𠛬
徒
の
就
食
に
關
す
る
規
定
︒
東
郡
は
食
糧
が
豐
か
な
の

で
︑
就
食
を
停
止
す
る
よ
う
郡
守
が
申
�
し
て
い
る
︒
�
⑤
で
営
べ
た
と
お
り
︑

郡
守
の
上
奏
は
中
央
官
に
よ
っ
て
中
繼
さ
れ
︑
そ
の
際
に
︑
食
糧
が
豐
か
な
他

の
郡
も
同
樣
に
す
る
よ
う
︑
6
せ
て
提
案
さ
れ
︑
了
承
さ
れ
て
い
る
︒
�
條
で

は
就
食
者
の
檢
査
を
郡
C
が
行
っ
て
お
り
︑
就
食
者
の
取
り
ま
と
め
・
移
£
が

郡
レ
ベ
ル
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒

《三
六
一
～
三
六
三
︾

●
爲
徒
隸
員
①

└
︑
黔
首
居
貲
續

(贖
)
責

(債
)
者
②

︑
勿
以
爲
員
︒
鐵
椎
③

・

鑯
④

・
𨦟

(鋒
)⑤

不
可
久
云

(刻
)⑥
︑
勿
久
云

(刻
)
︒
鐵
鐖
⑦

□
□
□
□
〼

361

(
0
6
5
2
)

〼

□
久
云

(刻
)
殹

(也
)
︑
令
C

勿
坐
⑧

︑
而
務
⑨

求
可
以
云

(刻
)
久
催

(職
)⑩

者
︑
云

(刻
)
久
催

(職
)
之
︒
可
而
弗
云

(
刻
)
久
催

(職
)⑪

者
︑

貲
官
嗇
夫
・
C
各
一
盾
︒
鑄

362

(
0
5
2
4
)

爲
羣
鐵
器
n
它
器
賣
黔
首
者
︑
勿
久
云

(
刻
)
︒

363

(
0
5
2
1
)

【譯
︼●

徒
隸
の
定
員
を
定
め
る
際
︑
貲
𠛬
・
贖
𠛬
・
債
務
の
代
償
と
し
て
勞
役
に

つ
く
黔
首
は
︑
定
員
に
入
れ
な
い
︒
鐵
製
の
椎
・
鑯
・
鋒
の
う
ち
燒
き
印
を
入

れ
た
り
︑
刻
銘
を
入
れ
た
り
で
き
な
い
も
の
は
︑
燒
き
印
・
刻
銘
を
入
れ
な
い
︒

鐵
製
の
鐖
⁝

⁝
□
燒
き
印
や
刻
み
を
⁝
︑
C
の
罪
を
問
わ
せ
ず
︑
つ
と
め
て
求
め
れ
ば
刻

銘
や
燒
き
印
に
よ
っ
て
標
識
を
つ
け
ら
れ
る
場
合
に
は
︑
刻
銘
や
燒
き
印
に

よ
っ
て
標
識
を
つ
け
る
︒
で
き
る
の
に
︑
刻
銘
や
燒
き
印
に
よ
っ
て
標
識
を
つ

け
な
い
場
合
は
︑
官
嗇
夫
・
C
を
そ
れ
ぞ
れ
貲
一
盾
と
す
る
︒
諸
々
の
鐵
製
器

物
お
よ
び
他
の
器
物
を
鑄
z
し
黔
首
に
賣
る
場
合
は
︑
燒
き
印
や
刻
銘
を
入
れ

な
い
︒

【
�
︼

①
徒
隸
員
：
徒
隸
の
定
員
︒
350
～
352
鯵
�
⑦
參
照
︒

②
居
貲
贖
債
：
貲
𠛬
・
贖
𠛬
・
債
務
を
錢
財
で
荏
拂
う
こ
と
が
で
き
ず
︑
そ
の

代
わ
り
に
勞
役
に
±
す
こ
と
︒
66
～
67
�
②
參
照
︒﹁
贖
﹂
を
﹁
續
﹂
と

表
記
す
る
事
例
は
124
～
126
鯵
な
ど
に
み
え
る
︒

�
販
殹

(也
)
︑
旬
以
上
必
於
市
︑
不
者
令
續﹅

︿
贖﹅

﹀
䙴

(
�
)
︑
沒
入
其
�

販
n
賈
錢
于
縣
官
︒
(嶽
麓
︹
肆
︺
125
)

③
鐵
椎
：
鐵
の
ハ
ン
マ
ー
︒
あ
る
い
は
﹁
錐
﹂
に
'
じ
キ
リ
の
類
か
︒
錐
で
あ
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れ
ば
︑
刻
銘
を
入
れ
ら
れ
な
い
理
由
が
分
か
り
や
す
い
も
の
の
︑
秦
漢
の

用
例
が
見
當
た
ら
ず
︑
ま
た
﹁
鑯
﹂
と
類
似
す
る
形
狀
の
物
品
が
他
に
も

細
か
く
羅
列
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
︑
法
�
と
し
て
も
不
自
然
で
あ
る
︒

得
力
士
︑
爲
鐵﹅

椎﹅

重
百
二
十
斤
︒
(﹃
�
記
﹄
留
侯
世
家
)

�
而
以
釖
n
金
鐵
銳
・
錘
・
椎﹅

傷
人
︑
皆
完
爲
城
旦
舂
︒
(二
年
律
令
27
)

以
鐵﹅

椎﹅

椯
之
︑
必
中
蟲
首
︑
屈

(掘
)
而
去
之
︒
(日
書
甲
種
40
背
-
2
～
41
背
-

2
)

錐﹅

︑
利
也
︒
(﹃
釋
名
﹄
釋
用
器
)

停
之
須
臾
︑
�
若
蛇
者
從
瘡
中
而
出
︑
8
以
鐵﹅

椎﹅

橫
貫
蛇
頭
︒
(﹃
三
國
志
﹄

方
技
傳
�
)

④
鑯
：
先
の
と
が
っ
た
工
具
︑
あ
る
い
は
武
器
の
類
か
︒

鑯﹅

︑
𨮯
器
也
︒
从
金
韱
聲
︒
一
曰
鐫﹅

也
︒
(﹃
說
�
解
字
﹄
十
四


上
)

鐫﹅

︑
穿
木
鐫
也
︒
从
金
雋
聲
︒
一
曰
琢
石
也
︒
讀
若
瀸
︒
(﹃
說
�
解
字
﹄
十
四



上
)

⑤
鋒
：
刀
な
ど
︑
!
の
あ
る
武
器
の
こ
と
か
︒

鏠﹅

︑
兵
耑
也
︒
(﹃
說
�
解
字
﹄
十
四


上
)

刀
︑
到
也
︒
以
斬
伐
到
其
�
刀
擊
之
也
︒
其
末
曰
鋒﹅

︑
言
若
鋒
刺
之
詠
利
也
︒

(﹃
釋
名
﹄
釋
兵
)

收
天
下
兵
聚
之
咸
陽
︑
銷
鋒﹅

鑄
鐻
︒
(﹃
�
記
﹄
秦
始
皇
本
紀
)

⑥
久
云

(刻
)
：﹁
久
﹂
は
燒
き
印
を
入
れ
る
こ
と
︒
127
～
131
鯵
�
⑪
を
參
照
︒

﹁
云
﹂
は
﹁
刻
﹂
に
'
じ
︑
刻
銘
を
入
れ
る
こ
と
︒
な
お
︑
金
屬
製
品
に

は
そ
も
そ
も
﹁
燒
き
印
﹂
は
入
れ
ら
れ
な
い
が
︑﹁
久
刻

(刻
久
)
﹂
と
熟

し
た
場
合
は
︑
容
易
に
�
除
で
き
な
い
標
識

(を
入
れ
る
)
︑
と
い
う
抽
象

ð
し
た
�
味
を
持
つ
の
だ
ろ
う
︒

姚
聆
呱
而
云
石
兮
﹇
呂
7
濟
�
︑
云﹅

︑
刻﹅

也
﹈︑
許
相
理
而
鞫
條
︒
(班
固

﹁
幽
'
賦
﹂
(﹃
�
1
﹄
卷
十
四
)
)

●
令
曰
︑
諸
軍
人
・
漕
卒
n
黔
首
・
司
寇
・
隸
臣
妾
�
縣
官
事
不
幸
死
︑
死

�
令
縣
將
C
云﹅

︿
刻﹅

﹀
其
郡
名
槥
n
署
£
書
︑
可
以
毋
)
失
9
囘
留
︒
●
卒

令
丙
卅
四
︒
(嶽
麓
︹
伍
︺
131
～
132
)

黔
首
以
其
故
泰
抵
�
去
其
久﹅

刻﹅

︑
折
衛
以
爲
銅
若
棄
之
︒
(嶽
麓
︹
陸
︺
9
～

10
)

公
甲
兵
各
以
其
官
名
刻﹅

久﹅

之
︑
其
不
可
刻﹅

久﹅

者
︑
以
丹
若
䰍
書
之
︒
其
叚

(假
)
百
姓
甲
兵
︑
必
書
其
久
︑
f
之
以
久
︒
入
叚

(假
)
而
而
毋

(
無
)
久

n
非
其
官
之
久
也
︐
皆
沒
入
公
︐
以
齎
律
責
之
︒

工
︒
(秦
律
十
八
種
102
～

103
)

⑦
鐖
：
弩
の
發
射
機
�
︒

若
夫
工
匠
之
爲
連
鐖﹅

¨
開
︒﹇
許
愼
�
︑
連
鐖
︑
鐖
發
也
﹈︒
(﹃
淮
南
子
﹄
齊
俗

訓
)

汝
南
郡
八
石
弩
鐖﹅

郭
︒
永
·
十
八
年
工
李
仲
z
︒
(
永
·
十
八
年
鐖
)

⑧
令
C
勿
坐
：
C
の
罪
を
問
わ
な
い
こ
と
︒

皆
令
監
臨
庳

(
卑
)
官
︑
而
勿﹅

令﹅

坐﹅

官﹅

︒
(二
年
律
令
103
)

唯
謁
屬
�
二
千
石
官
者
︑
乃
勿﹅

令﹅

坐﹅

︒
(
二
年
律
令
106
)

⑨
務
：
つ
と
め
て
︒﹁
務
求
﹂
と
は
﹁
久
刻
﹂
可
能
な
部
分
を
な
る
べ
く
探
す
︑

と
い
う
�
か
︒

丞
相
・
御
�
言
︑
�
軍
軍
C
治
粟
將
曹

(
漕
)
長
輓
︑
C
或
不
給
C
事
而
務﹅

爲
私
利
︑
%
苦
卒
︒
(嶽
麓
︹
伍
︺
148
)
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⑩
刻
久
職
：﹁
職
﹂
は
﹁
識
﹂
と
同
じ
で
︑
標
識
︑
お
よ
び
標
識
を
記
す
こ
と
︒

馬
牛
)
職﹅

(識
)
耳
︑
n
物
之
不
能
相
易
者
︑
貲
官
嗇
夫
一
盾
︒
(效
律
44
)

縣
･
都
官
以
七
R
糞
公
器
不
可
繕
者
︑
�
久﹅

識﹅

者
靡
蚩
之
︒
(秦
律
十
八
種
86
)

犀
角
象
齒
︑
皮
革
橐

(蠹
)
突
︑
久﹅

刻﹅

職﹅

(識
)
物
︑
倉
庫
禾
粟
︑
兵
甲
工

用
︑
樓
椑
矢
閱
︑
槍
閵

(藺
)
Ð
殳
︑
比
臧

(藏
)
封
印
︒
(爲
C
之
9
17
-
3

～
24
-3
)

⑪
可
而
弗
刻
久
職
：
刻
銘
や
燒
き
印
に
よ
っ
て
標
識
を
つ
け
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
の
に
し
な
い
こ
と
︒

可﹅

而﹅

不﹅

爲
︑
殆
︒﹇
�
玄
齡
�
︑
可
爲
而
不
爲
︑
多
生
後
悔
︒﹈
(﹃
管
子
﹄
法

法
)

【解
說
︼

361
～
363
鯵
に
は
い
ず
れ
も
反
印
�
が
あ
り
︑
362
鯵
と
363
鯵
と
の
接
續
は
こ
れ

に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
る
︒
一
方
︑
361
鯵
と
362
鯵
が
直
接
繫
が
る
か
ど
う
か
は
︑

�
�
・
反
印
�
か
ら
は
は
っ
き
り
せ
ず
︑
ひ
と
ま
ず
區
別
し
て
譯
出
し
た
︒

361
鯵
の
冒
頭
で
は
︑
居
貲
贖
債
の
黔
首
は
徒
隸
の
定
員
に
數
え
な
い
こ
と
が

規
定
さ
れ
る
︒
こ
の
部
分
が
︑
そ
れ
に
續
く
內
容
と
如
何
な
る
關
係
に
あ
る
の

か
は
︑
!
白
で
な
い
︒

361
鯵
の
後
§
以
影
は
︑
官
�
の
金
屬
器
に
刻
み
�
む
標
識
に
つ
い
て
規
定
す

る
︒
�
⑥
�
引
の
秦
律
十
八
種
102
～
103
な
ど
か
ら
知
ら
れ
る
と
お
り
︑
官
�
の

器
物
に
は
燒
き
印
や
刻
銘
に
よ
っ
て
4
用
官
府
の
名
が
記
さ
れ
︑
燒
き
印
・
刻

銘
が
不
可
能
な
場
合
は
︑
丹
や
漆
に
よ
っ
て
書
き
�
ま
れ
た
︒

公
器
官
□
久
︑
久
之
︒
不
可
久
者
︑
以
䰍
久
︿
書
﹀
之
︒
(秦
律
十
八
種
104
)

金
屬
器
に
つ
い
て
も
︑
で
き
る
だ
け
燒
き
印
・
刻
銘

︱
︱
實
際
に
は
燒
き
印

は
不
可
能
な
の
で
︑﹁
刻
久

(久
刻
)
﹂
は
事
實
上
刻
銘
を
�
味
す
る
︱
︱

で

標
識
を
入
れ
る
こ
と
と
さ
れ
︑
そ
れ
を
怠
っ
た
官
C
は
處
罰
さ
れ
た
︒
だ
が

﹁
鐵
椎
﹂
な
ど
の
器
物
の
う
ち
﹁
久
刻
﹂
が
不
可
能
な
も
の
に
つ
い
て
は
︑
そ

の
限
り
で
は
な
か
っ
た
︒

�
③
で
営
べ
た
と
お
り
︑﹁
鐵
椎
﹂
な
ど
の
器
物
は
い
ず
れ
も
細
く
尖
っ
た

も
の
で
︑
そ
の
た
め
に
﹁
刻
久
﹂
が
不
�
と
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
︑
と
い
う

�
見
も
出
た
︒
だ
が
時
代
の
M
接
す
る
﹃
�
記
﹄
留
侯
世
家
の
﹁
鐵
椎
﹂
は
!

ら
か
に
ハ
ン
マ
ー
で
あ
る
し
︑﹁
細
く
尖
っ
た
金
屬
器
﹂
の
名
稱
が
細
々
と
列

記
さ
れ
る
と
い
う
の
も
︑
法
律
條
�
と
し
て
や
や
ぎ
こ
ち
な
い
︒
材
質
や
細
か

な
形
狀
の
*
い
に
よ
っ
て
︑﹁
刻
久
﹂
の
可
否
が
分
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ

う
︒
暫
く
後
考
を
俟
ち
た
い
︒

�
後
に
︑
民
閒
に
賣
却
す
る
金
屬
器
に
は
︑﹁
久
刻
﹂
を
入
れ
な
い
と
い
う

こ
と
が
附
記
さ
れ
る
︒
官
營
工
�
で
作
成
さ
れ
た
器
物
が
販
賣
さ
れ
︑
官
が
利

益
を
得
て
い
た
こ
と
を
知
ら
し
め
る
記
事
で
あ
る
︒

《三
六
四
～
三
六
五
︾

●
內
�
C
�
秩
①

以
下
□
□
□
□
□
□
爲
縣
官
事
②

□
而
死
︑︻

＝

︼
③

�
縣
官
④

以
縣
官
木
爲
槥
⑤

︒

＝

高
三
尺
︑
廣
一
︻
尺
︼

364

(
0
5
2
7
)

八
寸
︑
袤
六
尺
⑥

︑
厚
毋
]
二
寸
⑦

︒
毋
木
者
︑
爲
賣

(買
)
︑
出
之
⑧

︒
善
密

緻
⑨

其
槥
︑
以
枲
⑩

堅
t
兩
敦
⑪

︑
勿
令
解
絕
⑫

︒

365

(
0
5
3
1
)

【譯
︼內

�
の
C
は
︑
�
秩
以
下
⁝
公
務
⁝
死
ん
だ
な
ら
ば
︑
死
ん
だ
場
�
の
縣
は
︑

縣
の
木
材
で
棺
を
つ
く
る
︒
棺
は
高
さ
三
尺
︑
幅
一
尺
八
寸
︑
長
さ
六
尺
と
し
︑

厚
さ
は
二
寸
を
越
え
て
は
な
ら
な
い
︒
木
材
が
な
い
場
合
は
︑
Ñ
入
し
て
荏
給

す
る
︒
棺
を
き
ち
ん
と
密
閉
し
︑
+
ひ
も
で
二
つ
の
b
い
を
固
く
,
り
︑
ほ
ど
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け
た
り
ち
ぎ
れ
た
り
し
な
い
よ
う
に
す
る
︒

【@
︼

①
�
秩
：
百
石
以
上
の
定
ま
っ
た
秩
祿
を
持
つ
官
C
を
指
す
︒
207
鯵
@
②
參
照
︒

②
縣
官
事
：
公
務
︒
110
鯵
@
⑩
參
照
︒

③
︻

＝

︼
：
圖
版
に
は
見
え
な
い
が
︑﹁
死
﹂
と
﹁
�
﹂
の
閒
の
空
白
が
や
や
廣

い
︒
,
に
擧
げ
た
關
連
條
�
と
考
え
6
せ
て
︑﹁
死
﹂
の
下
に
記
さ
れ
て

い
た
重
�
符
號
が
-
え
て
い
る
と
考
え
た
︒

●
令
曰
︑
諸
軍
人
・
漕
卒
n
黔
首
・
司
寇
・
隸
臣
妾
�
縣
官
事
不
幸
死﹅

︑
死﹅

�﹅

令
縣
將
C
云
︿
刻
﹀
其
郡
名
槥
n
署
£
書
︑
可
以
毋
)
失
9
囘
留
︒
●
卒

令
丙
卅
四

(嶽
麓
︹
伍
︺
131
～
132
)

④
死
�
縣
官
：
死
ん
だ
場
�
を
管
e
範
圍
に
含
む
縣
︒
こ
の
﹁
縣
官
﹂
は
﹁
縣

の
官
﹂
だ
ろ
う
︒

十
五
︑
相
國
・
御
�
�
郞
騎
家
在
關
外
︑
騎
馬
戸
死
︑
得
買
馬
關
中
人
一
.

以
補
︒
郞
中
爲
致
吿
買
�
縣
9
︑
縣
9
官
聽
︑
爲
質
︿
致
﹀
吿
居
縣
︑
f
數

而
籍
書
馬
識
物
・
齒
・
高
︑
上
郞
中
︒
戸
歸
休
︑
徭
4
︑
郞
中
爲
傳
出
津
關
︑

馬
死
︑
死﹅

�﹅

縣﹅

9﹅

官﹅

診
上
︒
⁝

(二
年
律
令
513
～
514
)

金
布
令
曰
︑
不
幸
死
︑
死﹅

�﹅

爲
櫝
︑
傳
歸
�
居
縣
︑
賜
以
衣
棺
也
︒
(﹃
漢
書
﹄

高
H
紀
師
古
�
引
臣
瓚
�
)

⑤
槥
：
棺
桶
︒
と
く
に
小
型
で
鯵
略
な
棺
︒
居
È
地
の
縣
へ
の
移
£
用
と
み
ら

れ
る
︒

令
士
卒
從
軍
死
者
爲
槥﹅

︑
歸
其
縣
︑
縣
給
衣
衾
棺
葬
具
︑
祠
以
少
牢
︑
長
C

視
葬
︒﹇
師
古
�
︒
±
虔
曰
︑
槥
P
衞
︒
應
劭
曰
︑
小
棺
也
︒
今
謂
之
櫝
︒

臣
瓚
曰
︑
初
以
槥
致
其
尸
於
家
︑
縣
官
S
給
棺
衣
S
斂
之
也
︒
金
布
令
曰
︑

不
幸
死
︑
死
�
爲
櫝
︑
傳
歸
�
居
縣
︑
賜
以
衣
棺
也
︒﹈
(﹃
漢
書
﹄
高
H
紀
)

●
令
曰
︑
諸
軍
人
・
漕
卒
n
黔
首
・
司
寇
・
隸
臣
妾
�
縣
官
事
不
幸
死
︑
死

�
令
縣
將
C
云
︿
刻
﹀
其
郡
名
槥﹅

n
署
£
書
︑
可
以
毋
)
失
9
囘
留
︒
●
卒

令
丙
卅
四

(嶽
麓
︹
伍
︺
131
～
132
)

卅
一
年
七
R
辛
亥
朔
甲
子
︑
司
空
守
□
敢
言
之
︒
今
以
初
爲
縣
卒
校
死
n
傳

槥﹅

書
︑
案
致
毋
𤻮

(應
)
此
人
名
者
︒
上
眞
書
︒
書
癸
亥
到
甲
子
I
︑
留
一

日
︒
案
致
問
治
而
留
︒
敢
言
之
︒
(
里
耶
秦
鯵
⑧
6
4
8
)

⑥
高
三
尺
︑
廣
一
尺
八
寸
︑
袤
六
尺
：
高
さ
67
．5
㎝
×
幅
40
．5
㎝
×
長
さ
135

㎝
|
度
︒

布
袤
八
尺
︑
福

(幅
)
廣
二
尺
五
寸
︒
布
惡
︑
其
廣
袤
不
如
式
者
︑
不
行
︒

金
布

(秦
律
十
八
種
66
)

廿
六
年
八
R
庚
戌
朔
丙
子
︑
司
空
守
樛
敢
言
︒
�
日
言
︑
競
陵
漢
陰
狼
假
�

陵
公
¯
一
︑
袤
三
丈
三
尺
︑
名
曰
棹
︒
⁝

(
里
耶
秦
鯵
⑧
1
3
5
)

⑦
厚
毋
]
二
寸
：
棺
に
用
い
る
木
材
の
厚
さ
は
4
．5
㎝
以
下
と
す
る
︒

⑧
出
之
：
縣
で
Ñ
入
し
た
棺
を
荏
出
す
る
︒
整
理
小
組
は
G
體
を
�
め
た
棺
の

發
£
を
想
定
す
る
が
︑
こ
こ
で
は
官
�
物
の
出
�
手
續
き
を
指
す
と
考
え

た
︒

⑨
密
緻
：
隙
閒
が
な
い
よ
う
に
密
閉
す
る
︒

貫
高
獨
怒
罵
曰
︑
誰
令
公
爲
之
︒
今
王
實
無
謀
︑
而
幷
捕
王
︒
公
等
皆
死
︑

誰
白
王
不
反
者
︒
乃
轞
車
膠
致﹅

︑
與
王
詣
長
安
︒﹇
正
義
︒
謂
其
車
上
著
板
︑

嶽麓書院�藏鯵《秦律令 (壹)》譯�稿 その (五)
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四
周
如
檻
形
︑
膠
密﹅

不
得
開
︑
£
致
京
師
也
︒﹈
(﹃
�
記
﹄
張
耳
陳
餘
列
傳
)

⑩
枲
：
2
物
名
︒
大
+
︒
莖
の
皮
の
纖
維
が
糸
や
布
の
原
材
料
と
な
る
︒
こ
の

場
合
は
︑
荷
z
り
用
の
ひ
も
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
︒

令
縣
n
都
官
取
柳
n
木
柔
可
用
書
者
︑
方
之
以
書
︑
無
方
者
乃
用
版
︒
其
縣

山
之
多
茾
者
︑
以
茾
纏
書
︒
無
茾
者
以
蒲
・
藺
以
枲﹅

最

(
哉
)
之
︒
各
以
其

宰
︿
穫
﹀
時
多
積
之
︒

司
空

(秦
律
十
八
種
131
～
132
)

●
甲
渠
候
官
五
鳳
四
年
戍
卒
病
不
幸
死
用
槥﹅

櫝
帛
枲﹅

致﹅

(居
7
漢
鯵

2
6
7・
4
)

⑪
兩
敦
：﹁
敦
﹂
は
棺
を
b
う
も
の
︒
b
い
を
二
つ
重
ね
る
な
ど
し
て
,
っ
た

の
で
あ
ろ
う
︒
別
に
︑
睡
虎
地
十
一
號
秦
墓
の
棺
の
兩
端
表
面
に
み
ら
れ

る
繩
痕
や
︑﹃
晉
書
﹄
皇
甫
謐
傳
の
表
現
な
ど
か
ら
︑
棺
の
﹁
兩
端
﹂
を

ひ
も
で
,
っ
た
の
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
�
見
も
出
た
︒

⁝
壽
王
敢
言
之
︒
戍
卒
鉅
鹿
郡
廣
阿
臨
利
里
潘
甲
︑
疾
溫
不
幸
死
︒
謹
與
槥

櫝
參
絜
堅
絇
刻
書
名
懸
®
里
槥
敦﹅

︑
參
辨
4
書
其
衣
器
�
以
收
︒
(居
7
漢
鯵

7・
3
1
)

每
敦﹅

一
几
︒
[5
�
︒
敦
讀
曰
燾
︒
燾
︑
b
也
︒
棺
在
殯
則
椁
燾
︒
賈
駅
︒

云
敦
讀
曰
燾
︑
燾
︑
b
也
者
︑
謂
若
b
燾
持
載
者
也
︒
]
(﹃
周
禮
﹄
春
官
・
司

几
筵
)

氣
絕
之
後
︑
8
戸
時
±
︑
幅
巾
故
衣
︑
以
籧
篨
裹
尸
︑
+﹅

t﹅

二﹅

頭﹅

︑
置
尸
牀

上
︒
(﹃
晉
書
﹄
皇
甫
謐
傳
)

⑫
解
絕
：
ほ
ど
け
た
り
ち
ぎ
れ
た
り
す
る
︒

司
馬
正
命
7
楅
解
綱
︒﹇
5
�
︒
解﹅

i
釋﹅

也
︒﹈
(﹃
儀
禮
﹄
大
射
)

解﹅

索
︑
其
口
8
氣
出
喟
然
︒
索
迹
椒
鬱
︑
不
周
項
二
寸
︒
(封
診
式
66
)

卅
年
九
R
丙
辰
朔
己
巳
︑
田
官
守
敬
敢
言
之
︒
廷
曰
︑
令
居
貲
目
取
¯
︑
弗

予
︑
謾
曰
�
︑
�
不
定
言
︒
論
n
讂
問
︑
不
�
︑
定
謾
者
訾
︒
l
詣
廷
問
之
︑

¯
�
︑
審
︒
漚
枲
︑
迺
甲
寅
夜
水
多
︑
漚
液
:
¯
︑
¯
繫
絕﹅

︑
�
︒
求
未
得
︑

此
以
未
定
︒
⁝

(里
耶
秦
鯵
⑨
9
8
2
)

【解
說
︼

公
務
に
從
事
し
て
い
て
死
�
し
た
者
の
G
骸
は
︑
小
型
の
棺
に
收
め
て
故
鄕

に
£
ら
れ
た
︒
本
條
�
は
公
務
從
事
者
の
身
分
を
記
し
た
部
分
を
缺
い
て
い
る

が
︑
�
⑤
に
引
い
た
諸
例
は
︑
兵
士
や
軍
屬
・
𠛬
徒
が
死
�
し
た
場
合
の
類
例

で
あ
り
︑
互
い
に
參
照
で
き
る
︒
本
條
�
か
ら
は
︑
'
常
は
官
�
の
木
材
が
4

用
さ
れ
る
が
︑
ス
ト
ッ
ク
が
な
い
場
合
は
木
材
が
Ñ
入
さ
れ
た
こ
と
︑
棺
の
大

き
さ
に
規
格
の
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
分
か
る
︒

《三
六
六
～
三
七
一
》↓
《三
六
六
～
三
六
八

+

三
七
〇
～
三
七
一
︾

●
郡
n
關
外
①

黔
首
�
欲
入
見
親
②

市
中
縣
・
9
③

︑
□
□
⁝
禁
錮
④

者
殹

(也
)
︑

許
之
︒
入
之
︑
十
二
R
⑤

復
到
其
縣
︑
毋
後
田
︒

＝

時
⑥

︑
縣
毋

366

(
3
2
5
)

入
殹

(也
)
└
︑
而
澍
不
同
⑦

└
︑
是
C
不
以
田
爲
事
⑧

殹

(也
)
︒
或
者
以
澍
穜

時
⑨

䌛

(徭
)
黔
首
而
不
<
其
時
└
︒
n
令
�
謂
⑩

春
秋

367

(
3
1
7
)

試
射
⑪

者
︑
皆
必
以
春
秋
閒
時
⑫

殹

(也
)
︒
今
縣
或
以
黔
首
Ù
=
└
・
穜
・
治

苗
時
⑬

已
乃
⑭

試
之
└
︑
而
亦
曰
春
秋
試
射
之

368

(
3
1
8
)

以
苛
䌛

(徭
)⑮

奪
黔
首
春
夏
時
⑯

︑
令
皆
!
焉
︑
以
爲
恆
⑰

︒
不
從
令
者
︑
貲

丞
・
令
・

＝

�
・
尉
・

＝

�
・
士

370

(
J5
8
)

C
⑱

・
發
弩
⑲

各
二
甲
︒

371

(
7
1
7
)

【譯
︼郡

n
び
關
外
の
黔
首
が
親
族
に
會
っ
た
り
賣
買
を
し
た
り
す
る
た
め
に
中
⁝
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に
入
ろ
う
と
す
る
と
き
︑
⁝
錮
⁝
で
あ
れ
ば
︑
許
可
す
る
︒
入
れ
た
な
ら
ば
︑

十
二
R
に
は
ふ
た
た
び
元
の
縣
に
も
ど
し
︑
農
作
業
に
遲
れ
な
い
よ
う
に
さ
せ

る
︒
農
繁
T
に
は
︑
縣
は
⁝
な
ら
な
い
︒
⁝

⁝
入
⁝
︑
播
種
の
時
が
同
じ
で
な
く
︑
こ
れ
は
官
C
が
農
作
業
を
第
一
と
し

て
い
な
い
の
で
あ
る
︒
あ
る
い
は
播
種
の
時
T
に
黔
首
を
徭
役
に
¸
發
し
︑
し

か
る
べ
き
時
T
を
考
慮
し
な
い
こ
と
も
あ
る
︒
お
よ
び
令
の
い
う
と
こ
ろ
の
春

秋
試
射
と
は
︑
い
ず
れ
も
必
ず
春
秋
の
農
閑
T
に
お
こ
な
う
も
の
で
あ
る
︒
い

ま
縣
が
︑
黔
首
が
=
I
し
た
り
︑
播
種
し
た
り
苗
を
育
て
た
り
す
る
の
に
忙
し

い
時
T
に
な
っ
て
︑
そ
の
後
よ
う
や
く
試
射
を
お
こ
な
い
な
が
ら
︑
春
秋
試
射

の
⁝
と
い
う
⁝

⁝
徭
役
の
¸
發
を
嚴
し
く
し
て
黔
首
が
農
業
に
い
そ
し
む
春
と
夏
の
時
T
を

奪
う
こ
と
が
⁝
︑
み
な
に
こ
れ
を
!
ら
か
に
知
ら
し
め
︑
常
制
と
せ
よ
︒
令
に

從
わ
な
い
場
合
は
︑
丞
・
令
・
令
�
・
尉
・
尉
�
・
士
C
・
發
弩
嗇
夫
を
そ
れ

ぞ
れ
貲
二
甲
と
す
る
︒

【
�
︼

①
郡
n
關
外
：
內
�
以
外
の
諸
郡
と
函
谷
關
の
外
︒
53
鯵
�
①
n
び
⑤
參
照
︒

郡﹅

n﹅

襄
武
・
上
雒
・
商
・
函﹅

谷﹅

關﹅

外﹅

人
n
�
郡
・
襄
武
・
上
雒
・
商
・
函
谷

關
外

(嶽
麓
︹
肆
︺
53
)

②
見
親
：
親
類
な
ど
に
會
う
こ
と
︒

時
張
倢
伃
已
卒
︑
憲
王
�
外
祖
母
︑
舅
張
2
兄
弟
三
人
歲
至
淮
陽
見﹅

親﹅

︑
輒

f
王
賜
︒﹇
師
古
曰
︑
憲
王
外
祖
母
隨
王
在
淮
陽
︑
2
等
每
來
謁﹅

見﹅

其﹅

母﹅

︒﹈

(﹃
漢
書
﹄
宣
元
六
王
傳
)

⁝
空
n
人
僕
・
養
者
︑
它
官
徒
輸
宮
司
空
・
泰
匠
・
左
司
空
・
右
司
空
者
︑

皆
作
功
上
︑
n
毋
得
從﹅

親﹅

它
縣
9
官
︑
從﹅

親﹅

它
縣
9
官
者
︑
黥
爲
城
旦
舂
︒

C
聽
者
︑
與
同
罪
︒
(嶽
麓
︹
肆
︺
30
～
31
)

③
中
縣

9
：
整
理
小
組
は
﹁
中
縣
︻
9
︼﹂
と
釋
讀
す
る
︒﹁
中
縣
9
﹂
は
關

中
の
縣
・
9
︒
54
～
59
鯵
�
③
參
照
︒
し
か
し
圖
版
か
ら
は
墨
跡
を
確
K

で
き
ず
︑
こ
こ
で
は
B
譯
し
な
か
っ
た
︒

④
禁
錮
：
身
分
や
居
�
の
變
S
が
K
め
ら
れ
な
い
こ
と
︒
典
籍
に
は
出
仕
禁
止

を
�
味
す
る
﹁
禁
錮
﹂
が
見
え
︑
,
に
擧
げ
た
二
年
律
令
の
﹁
錮
﹂
は
收

人
か
ら
の
地
位
囘
復
が
K
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
言
う
︒
一
方
で
︑
本
條
の

﹁
錮
﹂
は
�
C
か
ら
し
て
︑
空
閒
�
な
移
動
を
制
限
す
る
措
置
の
こ
と
で

あ
ろ
う
︒
な
お
整
理
小
組
は
﹁︻
毋
︼
禁
錮
﹂
と
釋
す
が
︑﹁
錮
﹂
の
�
の

字
は
墨
跡
が
は
っ
き
り
確
K
で
き
な
い
︒

ï
殺
傷
父
母
︑
牧
殺
父
母
︑
歐
︿
毆
﹀
詈
父
母
︑
父
母
吿
子
不
孝
︑
其
妻
子

爲
收
者
︑
皆
錮﹅

︑
令
毋
得
以
®
償
︑
免
除
n
贖
︒
(
二
年
律
令
38
)

●
令
曰
諸
無
名
數
者
︑
皆
令
自
占
書
名
數
︑
令
到
縣
9
官
︑
盈
卅
日
︑
不
自

占
書
名
數
︑
皆
耐
爲
隸
臣
妾
︑
錮﹅

︑
勿
令
以
®
賞
免
︑
⁝

(奏
讞
書
65
～
66

案
例
⑭
)

魏
法
禁﹅

錮﹅

諸
王
︑
親﹅

戚﹅

隔﹅

絕﹅

︑
不
祥
莫
大
焉
︒
(﹃
晉
書
﹄
段
灼
傳
)

⑤
十
二
R
：
農
作
業
が
は
じ
ま
る
�
の
R
︒

正
R
始
=
︒
⁝
是
R
令
曰
︑
郡
國
守
相
皆
勸
民
始
=
︑
如
儀
︒
(﹃
續
漢
書
﹄

禮
儀
志
上
)

⑥
田
時
：
農
繁
T
︒
244
～
247
鯵
�
⑥
參
照
︒

願
陛
下
幸
詔
大
司
農
︑
4
關
中
民
益
種
宿
麥
︑
令
毋
後﹅

時﹅

︒
(﹃
漢
書
﹄
食
貨

志
)
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⑦
澍
不
同
：
縣
下
の
各
=
作
地
で
︑
農
作
業
が
同
時
に
は
じ
ま
ら
な
い
こ
と
を

指
す
︒﹁
澍
﹂
は
﹁
樹
﹂
に
'
じ
︑
播
種
す
る
こ
と
︒
�
⑨
も
參
照
の
こ

と
︒

●
未
不
可
以
澍

(樹
)
木
︑
木
長
︑
澍﹅

(樹﹅

)
者
死
︒
(日
書
甲
種
124
)

三
之
日
于
耜
︑
四
之
日
舉
趾
︑
同
我
´
子
︑
饁
彼
南
畝
︑
田
畯
至
喜
︒
[5

箋
︒
同
i
俱
也
︒
]
(﹃
毛
詩
﹄
豳
風
・
七
R
)

今
夫
麰
麥
︑
播
種
而
耰
之
︒
其
地
同
︑
樹
之
時
印
同
︑
浡
然
而
生
︑
至
於
日

至
之
時
皆
孰
矣
︒
(﹃
孟
子
﹄
吿
子
上
)

⑧
事
：
な
す
べ
き
こ
と
︒
任
務
︒

府
縣
C
家
子
弟
好
游
敖
︑
不
以
田
作
爲
事﹅

︒
(﹃
漢
書
﹄
循
C
傳
・
召
信
臣
)

嗇
夫
不
以
官
爲
事﹅

︑
以
奸
爲
事﹅

︑
論
可

(何
)
殹

(也
)
︒
(法
律
答
問
61
)

⑨
澍
穜
時
：
穀
物
の
種
を
播
く
時
節
︒﹁
穜
﹂
は
﹁
種
﹂
と
同
じ
で
︑
穀
物
の

種
を
指
す
と
と
も
に
︑
そ
の
種
を
2
え
る
こ
と
も
指
す
た
め
︑﹁
澍
穜
﹂

は
穀
物
の
種
を
2
え
付
け
る
行
爲
を
�
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
歐
揚

﹁
睡
虎
地
秦
鯵
︽
田
律
︾
“
雨
爲
湗
”
釋
義
補
正
﹂
(
鯵
帛
網
二
〇
一
五
年
七

R
一
〇
日
)
に
考
證
が
あ
る
︒

雨
爲
湗
︿
澍
﹀︑
n
誘

(秀
)
粟
︑
輒
以
書
言
湗
︿
澍
﹀
稼
・
誘

(秀
)
粟
n

豤

(墾
)
田
畼
毋

(無
)
稼
者
頃
數
︒
稼
已
生
後
而
雨
︑
亦
輒
言
雨
少
多
︑

�
利
頃
數
︒
早
︿
旱
﹀
n
暴
風
雨
・
水
潦
・
彩

(螽
)
才
︑
群
它
物
傷
稼
者
︑

亦
輒
言
其
頃
數
︒
M
縣
令
輕
足
行
其
書
︑
�
縣
令
郵
行
之
︑
盡
八
R
□
□

之
︒

田
律

(秦
律
十
八
種
1
～
3
)

貣
穜
食
弗
�
︒
J
者
毋
衣
弗
�
︒
(嶽
麓
︹
壹
︺﹁
爲
C
治
官
n
黔
首
﹂
77
～
78
第

三
欄
)

⑩
令
�
謂
：
令
に
よ
っ
て
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
︒

律
曰
︑
�
夬

(決
)
人
耳
︑
耐
︒
今
夬

(決
)
耳
故
不
穿
︑
�
夬

(決
)
非

珥
�
入
殹

(也
)
︑
可

(何
)
論
︒
律﹅

�﹅

謂﹅

非
必
珥
�
入
乃
爲
夬

(
決
)
︑
夬

(決
)
裂
男
若
女
耳
︑
皆
當
耐
︒
(法
律
答
問
80
)

⑪
春
秋
試
射
：
春
と
秋
に
お
こ
な
わ
れ
る
射
技
の
試
驗
︒
二
年
律
令
に
よ
れ
ば
︑

縣
�
宰
の
﹁
春
秋
射
﹂
に
從
事
し
た
T
閒
は
徭
役
に
從
事
し
た
も
の
と
み

な
さ
れ
た
︒

市
垣
9
橋
︑
命
市
人
不
敬
者
爲
之
︒
縣
弩
春﹅

秋﹅

射﹅

各
旬
五
日
︑
以
當
徭
︒
戍

�
餘
n
少
者
︑
隤
後
年
︒
(
二
年
律
令
414
)

春﹅

秋﹅

肄
射﹅

︑
謝

(
榭
)
室
毋
廡
︒
(嶽
麓
︹
壹
︺﹁
爲
C
治
官
n
黔
首
﹂
25
～
26
)

●
卅
年
正
R
甲
申
射
︒
(
嶽
麓
︹
壹
︺﹁
三
十
四
年
質
日
﹂
64
)

春﹅

秋﹅

以
禮
會
民
︑
而
射﹅

于
州
序
︒
(﹃
周
禮
﹄
地
官
・
州
長
)

⑫
閒
時
：
農
閑
T
︒
188
～
191
鯵
�
③
參
照
︒

●
戍
律
曰
︑
城
塞
・
陛
鄣
多
個
(決
)
壞
不
脩
︑
徒
隸
少
不
足
治
︑
以
閒﹅

時﹅

歲
一
興
大
夫
以
下
至
弟
子
・
復
子
無
復
不
復
︑
各
旬

(
嶽
麓
︹
肆
︺
188
)

⑬
穜
・
治
苗
時
：
播
種
の
時
節
︑
n
び
そ
の
後
の
苗
の
世
話
を
す
る
時
節
︒
271

～
275
鯵
�
⑭
參
照
︒

不
如
此
而
旱
=
︑
塊
硬
︑
苗
穢
同
孔
出
︑
不
可
鋤
治
︑
反
爲
敗
田
︒
(﹃
齊
民

�
N
﹄
=
田
引
﹁
氾
�
之
書
﹂
)

⑭
已
乃
：
そ
の
後
よ
う
や
く
︒

武
王
印
射
三
發
︑
擊
以
劍
︑
斬
以
玄
鉞
︑
縣
其
頭
小
白
之
旗
︒
武
王
已﹅

乃﹅

出

復
軍
︒
(﹃
�
記
﹄
周
本
紀
)
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⑮
苛
徭
：
徭
役
の
¸
發
を
嚴
し
く
す
る
こ
と
︒

今
之
世
而
不
然
︒
厚
刀
布
之
斂
以
奪
之
財
︑
重
田
野
之
稅
以
奪
之
食
︑
苛﹅

關

市
之
征
以
難
其
事
︒
(﹃
荀
子
﹄
富
國
)

出
入
�
名
︑
4
民
以
時
︑
務
在
勸
農
桑
︑
謀
在
安
百
姓
︒
如
此
則
木
得
其
性

矣
︒
若
乃
田
獵
馳
騁
不
反
宮
室
︑
飮
食
沈
湎
不
<
法
度
︑
妄﹅

興﹅

繇﹅

役﹅

以
奪
民

時
︑
作
爲
姦
詐
以
傷
民
財
︑
則
木
失
其
性
矣
︒
(﹃
漢
書
﹄
五
行
志
上
)

⑯
春
夏
時
：
春
と
夏
︒
一
年
の
う
ち
農
業
が
O
ん
に
な
る
時
節
を
い
う
︒

魏
�
侯
曰
︑
民
春
以
力
=
︑
暑
以
強
耘
︑
秋
以
收
斂
︑
冬
閒
無
事
︑
以
伐
林

而
積
之
︒
[讀
書
雜
志
︒
暑
以
強
耘
︑
當
從
齊
民
�
N
�
引
作
夏
以
強
耘
︑

夏
與
春
秋
冬
相
對
︑
變
夏
言
暑
︑
則
上
下
�
不
類
矣
︒
]
(﹃
淮
南
子
﹄
人
閒
訓
)

春
夏
不
得
不
趨
田
畝
︑
秋
冬
課
收
斂
︑
益
蓄
果
實
蔆
芡
︒
(﹃
漢
書
﹄
循
C
傳
・

龔
â
)

⑰
爲
恆
：
常
制
と
す
る
︒

十
六
︑
相
國
上
長
沙
丞
相
書
言
︑
長
沙
地
卑
濕
︑
不
宜
馬
︑
置
缺
不
備
一
駟
︑

未
�
傳
馬
︑
�
得
買
馬
十
︑
給
置
傳
︑
以﹅

爲﹅

恆﹅

︒
●
相
國
・
御
�
以
聞
︑
�

許
給
買
馬
︒
●
制
曰
可
︒
(二
年
律
令
516
～
517
)

□

曰
︑
燕
・
顫
鶢
・
S

(
T
)
幅

(蝠
)
尼
宮
𢅼
上
︑
其
令
諸
宮
皆
羅

去
之
︑
勿
令
尼
𢅼
︑
以﹅

爲﹅

恆﹅

︒
且
令
堂
上
︑
�
不
從
令
者
︑
論
嗇
夫
・
C
�

者
各
一
甲
︒
●
六

(嶽
麓
︹
陸
︺
111
～
112
)

丁
孚
漢
儀
載
太
僕
太
中
大
夫
襄
言
︑
乘
輿
綬
︑
黃
地
冒
白
羽
︑
靑
絳
綠
五
采
︑

四
百
首
︑
長
二
丈
三
尺
︒
詔
�
下
王
綬
︑
冒
亦
五
采
︑
上
下
無
差
︒
⁝
以﹅

爲﹅

常﹅

式﹅

︒
民
織
綬
不
如
式
︑
沒
入
官
︑
犯
者
爲
不
敬
︒
(﹃
續
漢
書
﹄
輿
±
志
下

劉
昭
�
)

⑱
尉
・
尉
�
・
士
C
：
縣
尉
の
官
署
の
�
�
�
成
員
︒
132
～
134
鯵
�
⑭
n
び
⑮

參
照
︒
132
～
134
鯵
の
﹁
尉
卒
律
﹂
で
︑
黔
首
や
C
の
移
動
に
關
し
て
縣
尉

が
�
す
る
權
限
と
責
任
と
が
!
記
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
黔
首
の
移
動
に
關

す
る
本
條
�
の
規
定
で
縣
尉
と
そ
の
官
署
の
官
C
が
處
罰
の
對
象
と
な
っ

て
い
る
こ
と
と
整
合
す
る
︒

●
尉
卒
律
曰
︑
縣
尉
治
事
︑
毋
敢
令
�
獨
治
︑
必
尉﹅

n
士﹅

C﹅

與
︑
身
臨
之
︒

不
從
令
者
︑
貲
一
甲
︒
(
嶽
麓
︹
肆
︺
139
)

●
尉
卒
律
曰
︑
緣
故
徼
縣
n
郡
縣
黔
齒
︿
首
﹀︑
縣
屬
而
�
�
︻
之
︑
必
︼

謁
于
尉
︒
尉
聽
︑
可
許
者
︑
爲
T
日
︒
�
之
它
縣
︑
不
謁
自
五
日
以
上
︑
緣

故
徼
縣
︑
貲
一
甲
︑
典
・
老
弗
吿
︑
貲
一
盾
︒
非
緣
故
徼
縣
也
︑
貲
一
盾
︑

典
・
老
弗
吿
︑
笞
□
□
︒
尉
令
不
謹
︑
黔
首
失
令
︑
尉﹅

・
尉﹅

�﹅

・
士﹅

C﹅

�
者
︑

貲
各
一
甲
︑
丞
・
令
・
令
�
︑
各
一
盾
︒
(
嶽
麓
︹
肆
︺
132
～
134
)

⑲
發
弩
：
發
弩
嗇
夫
の
こ
と
︒
弩
射
を
專
門
と
す
る
兵
卒
を
束
ね
る
武
官
︒
中

央
や
郡
に
も
置
か
れ
た
が
︑
こ
こ
で
は
縣
ご
と
に
置
か
れ
た
官
の
ひ
と
つ

と
し
て
の
發
弩
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
︒
本
條
�
で
は
︑
縣
の
﹁
春
秋
試

射
﹂
に
際
し
て
の
徭
役
¸
發
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
︑
そ
の
中
で
發
弩
嗇

夫
も
處
罰
の
對
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
︑
二
年
律
令
414
鯵
に
み
え
る

﹁
縣
弩
春
秋
射
﹂
と
と
も
に
︑
發
弩
嗇
夫
が
縣
の
﹁
春
秋
試
射
﹂
と
關

わ
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
︒

南
郡
︒
秦
置
︒
⁝
�
發﹅

弩﹅

官﹅

︒﹇
師
古
曰
︑
�
敎
放
弩
也
︒﹈
(﹃
漢
書
﹄
地
理

志
)

輕
車
司
馬
・
候
・
V
�
乘
車
者
︑
秩
各
百
六
十
石
︑
毋
乘
車
者
︑
n
倉
・

庫
・
少
內
・
校
長
・
髳
長
・
發﹅

弩﹅

・
𧗿
︿
衞
﹀
將
軍
・
𧗿
︿
衞
﹀
尉
士
C
︑

都
市
亭
厨
�
秩
者
n
毋
乘
車
之
鄕
部
︑
秩
各
百
廿
石
︒
(
二
年
律
令
471
～
472
)

市
垣
9
橋
︑
命
市
人
不
敬
者
爲
之
︒
縣﹅

弩﹅

春﹅

秋﹅

射﹅

各
旬
五
日
︑
以
當
徭
︒
戍
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�
餘
n
少
者
︑
隤
後
年
︒
(二
年
律
令
414
)

●
除
士
C
・
發﹅

弩﹅

嗇﹅

夫﹅

不
如
律
︑
n
發
弩
射
不
中
︑
尉
貲
二
甲
︒
●
發
弩
嗇

夫
射
不
中
︑
貲
二
甲
︑
免
︑
嗇
夫
任
之
︒
(秦
律
雜
抄
2
～
3
)

【司
︼
空
佐
敬
二
甲
︒

庫
佐
駕
二
甲
︒

令
佐
圂
一
盾
︒

【司
︼
空
守
謷
三
甲
︒

田
官
佐
賀
二
甲
︒

令
佐
冣
七
甲
︒

司
空
守
巸
三
甲
︒

髳
長
忌
再
□
䙴
︒

令
佐
逌
二
甲
︒
已
利
︒

司
空
佐
沈
二
甲
︒
以
︒

校
長
予
言
貲
二
甲
︒

⁝

□
□
□
一
盾
︒
入
︒

發﹅

弩﹅

□
二
甲
︒

庫
武
二
甲
︒

倉
佐
·
七
︻
盾
︼︒

田
佐
□
一
甲
︒

(里
耶
秦
鯵
⑧
1
4
9
)

【解
說
︼

整
理
小
組
は
366
か
ら
371
鯵
を
連
續
さ
せ
︑
歐
揚
も
︑
369
鯵
の
み
他
の
鯵
と
筆

跡
が
か
な
り
衣
な
る
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
も
︑
一
連
の
�
違
と
し
て
'
釋
を
示

し
て
い
る

(﹁
嶽
麓
秦
鯵
“
毋
奪
田
時
令
”
探
析
﹂﹃
湖
南
大
學
學
報

(
社
會
科
學
版
)﹄

第
二
九
卷
第
三
T
︑
二
〇
一
五
)
︒
だ
が
︑
369
鯵
の
筆
跡
が
他
の
鯵
と
!
ら
か
に
衣

な
る
以
上
︑
同
一
條
�
を
�
成
す
る
と
は
考
え
に
く
い
︒
こ
こ
で
は
369
鯵
を
別

條
�
と
し
て
譯
�
を
作
成
し
た
︒

そ
れ
以
外
の
鯵
は
︑﹁
田
時
﹂
を
重
視
し
︑
そ
の
時
T
の
作
業
の
妨
À
を
禁

止
す
る
こ
と
と
い
ず
れ
も
關
連
し
︑
ひ
と
ま
ず
同
一
條
�
を
�
成
し
て
い
る
と

見
な
し
た
︒
だ
が
366
鯵
と
367
鯵
は
︑
續
け
て
讀
む
と

︱
︱
366
鯵
の
末
尾
に
整

理
小
組
は
斷
鯵
記
號
を
入
れ
る
が
︑
寫
眞
を
見
る
限
り
�
字
は
缺
け
て
い
な
い

︱
︱

內
容
が
理
解
し
に
く
い
︒﹁
澍
不
同
﹂
の
�
に
は
︑
播
種
の
時
T
が
ず
れ

て
し
ま
う
理
由
が
書
か
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒
ま
た
︑
370
鯵
の
上
部
は
大
き

く
�
ら
れ
て
お
り
︑
368
鯵
と
370
鯵
の
連
續
も
定
か
で
な
い
︒
閒
に
缺
落
が
あ
る

も
の
と
し
て
譯
出
し
た
︒

內
容
は
お
お
ま
か
に
︑
①
田
時
に
民
が
居
�
を
離
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め

の
措
置
と
︑
②
官
に
よ
る
農
作
業
の
妨
À
を
禁
じ
た
指
示
と
に
分
か
れ
る
︒
②

に
つ
い
て
︑
具
體
�
に
は
徭
役
と
試
射
に
民
を
¸
用
す
る
の
が
問
題
視
さ
れ
て

い
る
︒﹁
議
曰
﹂﹁
制
曰
可
﹂
の
よ
う
な
�
言
は
見
え
な
い
も
の
の
︑﹁
或
者
﹂

や
﹁
已
乃
﹂
な
ど
︑
法
律
條
�
に
は
あ
ま
り
登
場
し
な
い
語
が
含
ま
れ
︑
ま
た

﹁
是
C
不
以
田
爲
事
殹
﹂
の
よ
う
に
︑
官
C
を
說
諭
す
る
�
違
も
現
れ
る
︒
元

の
詔
敕
の
�
違
を
色
濃
く
殘
し
た
條
�
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒

《三
六
九
︾

令
殹

(也
)
︑
此
非
!
C
①

�
以
用
黔
首
殹

(
也
)
︒
丞
相
其
以
制
!
吿
②

郡
縣
└
︑

n
毋
令
C

369

(
J5
9
)

【譯
︼⁝

令
で
あ
る
⁝
︑
立
�
な
C
が
黔
首
を
4
役
す
る
や
り
方
で
は
な
い
︒
丞
相

は
制
を
!
確
に
郡
縣
に
'
Z
し
︑
そ
し
て
C
に
⁝
さ
せ
ず
⁝

【
�
︼

①
!
C
：
立
�
な
官
C
︒
良
C
︒

於
是
行
督
責
益
嚴
︑
稅
民
深
者
爲
!﹅

C﹅

︒
二
世
曰
︑
若
此
則
可
謂
能
督
責
矣
︒

(﹃
�
記
﹄
李
斯
列
傳
)

②
以
制
!
吿
：
制
の
內
容
を
!
確
に
'
Z
し
周
知
さ
せ
る
︒﹁
制
﹂
に
つ
い
て

は
194
～
195
鯵
�
②
︑
n
び
197
鯵
�
①
參
照
︒

●
十
三
年
六
R
辛
丑
以
來
︑
!﹅

吿﹅

黔
首
︒
相
貸
[
緡
者
︑
必
4
書
C
︒
其
不

4
書
而
訟
︑
乃
勿
聽
︑
如
廷
律
︒
(
嶽
麓
︹
肆
︺
301
)
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漢
與
匈
奴
t
爲
兄
弟
︑
�
以
G
單
于
甚
厚
︒
倍
t
離
兄
弟
之
親
者
︑
常
在
匈

奴
︒
然
右
賢
王
事
已
在
赦
�
︑
單
于
勿
深
誅
︒
單
于
若
稱
書
�
︑
!﹅

吿﹅

諸
C
︑

4
無
�
t
︑
�
信
︑
敬
如
單
于
書
︒
(﹃
�
記
﹄
匈
奴
列
傳
)

⁝
!﹅

吿﹅

C
民
︑
諸
作
4
秦
胡
盧
水
士
民
畜
牧
田
作
不
l
︑
�
無
四
時
言
︒
●

謹
案
︑
部
C
毋
作
4
屬
國
秦
胡
盧
水
士
民
者
︒
敢
言
之
︒
(居
7
漢
鯵

E
.P
.

F
2
2
:
4
3
)

【解
說
︼

�
項
の
︻
解
說
︼
に
記
し
た
理
由
に
よ
り
︑
369
鯵
は
獨
立
し
た
鯵
と
し
て
譯

�
を
作
成
し
た
︒

《三
七
二
︾

〼
□
□
而
八
R
①

︑
或
稙
或
穉
②

└
︑
相
去
歁
③

︒
今
茲
④

非
�
軍
⑤

殹

(也
)
︑

黔
首
之
Ù
⑥

︑
春
□
〼

372

(
0
0
1
5
)

【譯
︼⁝

八
R
⁝
︑
早
蒔
き
と
遲
蒔
き
と
が
あ
り
︑
そ
の
閒
は
食
料
が
十
分
に
な
い
︒

今
年
は
軍
事
行
動
が
な
く
︑
黔
首
の
困
窮
は
︑
春
⁝

【
�
︼

①
八
R
：
八
R
は
一
般
に
收
穫
の
時
T
に
當
た
る
︒
た
だ
し
�
②
に
営
べ
る
と

お
り
︑﹁
稙
﹂
と
﹁
穉
﹂
は
そ
れ
ぞ
れ
播
種
と
收
穫
の
時
T
が
衣
な
る
穀

物
を
指
し
︑
そ
れ
と
﹁
八
R
﹂
と
の
關
係
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
︒
暫
く

﹁
八
R
﹂
は
缺
損
し
て
い
る
�
の
句
に
屬
す
と
考
え
た
︒

是
R
也
︑
可
以
築
城
郭
︑
円
都
邑
︑
穿
竇
窖
︑
脩
囷
倉
︒
乃
命
�
司
︑
趣
民

收
斂
︑
務
畜
\
︑
多
積
聚
︑
乃
勸
種
麥
︑
毋
或
失
時
︒
(﹃
禮
記
﹄
R
令
・
仲

秋
)

②
或
稙
或
穉
：
早
蒔
き
の
穀
物
と
遲
蒔
き
の
穀
物
︒
收
穫
の
時
T
も
そ
れ
ぞ
れ

衣
な
る
︒

黍
稷
重
穋
︑
稙
穉
菽
麥
︒
[毛
傳
︒
先﹅

種﹅

曰﹅

稙﹅

︑
後﹅

種﹅

曰﹅

稺﹅

︒
正
義
︒
重
穋

稙
稺
︑
生
熟
早
晚
之
衣
稱
耳
︒
非
穀
名
先
種
曰
稙
︑
後
種
曰
稺
︒
當
謂
先
種

先
熟
︑
後
種
後
熟
︑
但
傳
略
而
不
言
其
熟
耳
︒
]
(﹃
毛
詩
﹄
魯
頌
・
閟
宮
)

二
R
・
三
R
種
者
爲
稙﹅

禾
︑
四
R
・
五
R
種
者
爲
穉﹅

禾
︒
(﹃
齊
民
�
N
﹄
種

穀
)

③
歁
：
食
料
が
十
分
に
な
い
狀
態
︒
そ
の
た
め
に
人
々
が
食
料
を
貪
欲
に
求
め

る
こ
と
も
指
す
︒

歁﹅

︑
食
不
滿
也
︒
(﹃
說
�
解
字
﹄
八


下
)

歁﹅

︑
欿
︑
婪
︑
貪
也
︒
(﹃
廣
�
﹄
釋
詁
)

問
曰
︑
今
人
謂
物
少
不
閏
爲
欠
︑
義
何
�
取
︒
答
曰
︑
許
氏
說
�
解
字
云
︑

歁﹅

︑
食
不
滿
也
︒
李
登
聲
類
・
呂
忱
字
林
竝
P
口
感
反
︒
今
爲
欠
者
︑
本
爲

歁
耳
︒
(﹃
匡
謬
正
俗
﹄
卷
六
)

④
今
茲
：
今
年
︒

周
內
�
叔
興
聘
于
宋
︒
宋
襄
公
問
焉
曰
︑
是
何
祥
也
︑
吉
凶
焉
在
︒
對
曰
︑

今﹅

茲﹅

魯
多
大
喪
︑
!
年
齊
�
亂
︒﹇
�
︒
今﹅

茲﹅

︑
此
歲
︒﹈
(﹃
春
秋
左
氏
傳
﹄
僖

公
十
六
年
)

⑤
�
軍
：
軍
事
行
動
が
あ
る
︒
220
～
222
鯵
�
⑦
參
照
︒

辰
星
不
出
︑
太
白
爲
客
︒
其
出
︑
太
白
爲
�
︒
出
而
與
太
白
不
相
從
︑
野
雖
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�﹅

軍﹅

︑
不
戰
︒
(﹃
�
記
﹄
天
官
書
)

⑥
黔
首
之
Ù
：
民
の
困
窮
︒

今
^
獲
承
高
祖
之
洪
業
︑
託
位
公
侯
之
上
︑
夙
夜
戰
栗
︑
永
惟
百﹅

姓﹅

之﹅

Ù﹅

︑

未
嘗
�
忘
焉
︒
(﹃
漢
書
﹄
元
H
紀
)

窮
辟
之
處
︑
買
�
�
得
︑
縣
官
穀
度
不
足
以
振
之
︒
願
令
諸
�
罪
︑
非
盜
f

財
殺
人
n
犯
法
不
得
赦
者
︑
皆
得
以
差
入
穀
此
八
郡
贖
罪
︒
務
益
致
穀
以
豫

備
百﹅

姓﹅

之﹅

Ù﹅

︒
(﹃
漢
書
﹄
蕭
ö
之
傳
)

【解
說
︼

�
後
を
缺
く
た
め
に
�
�
は
!
確
で
な
い
が
︑
食
糧
不
足
に
關
す
る
詔
敕
な

い
し
は
そ
の
發
議
の
一
部
か
と
思
わ
れ
る
︒
早
蒔
き
の
穀
物
と
遲
蒔
き
の
穀
物

と
の
あ
い
だ
に
收
穫
T
の
ズ
レ
が
あ
り
︑
そ
れ
故
に
食
糧
不
足
の
生
じ
る
こ
と

が
あ
っ
た
ら
し
い
︒
冒
頭
�
の
﹁
八
R
﹂
が
ま
さ
に
そ
の
端
境
T
に
當
た
り
︑

﹁
⁝
︑
而
八
R
或
稙
或
穉
相
去
歁

︱
︱
八
R
に
は
早
蒔
き
と
遲
蒔
き
と
に
よ

り
閒
隔
が
あ
き
︑
食
糧
が
少
な
い
︱
︱
﹂
と
讀
む
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う

�
見
も
出
た
︒
だ
が
八
R
が
端
境
に
當
た
る
と
い
う
確
證
が
な
く
︑
ま
た
こ
の

讀
み
だ
と
﹁
└
﹂
を
無
視
す
る
こ
と
に
な
る
︒
暫
く
�
①
に
営
べ
た
よ
う
に
解

釋
し
た
︒

《三
七
三
︾

↓
《肆
三
〇
八
～
三
一
〇
︑
三
三
八
～
三
三
九
︑
三
七
三
︑
伍
二
六
九
～
二
七

〇
︑
陸
六
八
～
六
九
︾

《三
七
四
︾

□
□
□
□
□
戰
圍
①

(？
)
如
故
②

︒

374

(
0
7
5
2
)

【譯
︼⁝

戰
い
:
圍
す
る
⁝
︑
元
の
'
り
と
す
る
︒

【
�
︼

①
戰
圍
：
戰
い
:
圍
す
る
︒
墨
跡
を
見
る
限
り
﹁
戰
﹂﹁
圍
﹂
の
�
字
は
!
瞭

で
は
な
い
が
︑
し
ば
ら
く
整
理
小
組
の
釋
讀
に
從
う
︒

軍
怨
論
攻
城
︑
城
陷
︑
尙
�
棲
未
到
戰
�
︑
吿
曰
戰﹅

圍﹅

以
折
�
︑
叚

(假
)

者
︑
耐
︑
敦

(屯
)
長
︑
什
伍
智

(
知
)
弗
吿
︑
貲
一
甲
︑
伍
二
甲
︒
●
敦

(屯
)
表
律

(秦
律
雜
抄
35
～
36
)

②
如
故
：
165
～
166
鯵
で
は
﹁
舊
規
定
を
º
用
す
る
﹂
の
�
と
し
た
が

(同
條
�

⑥
)
︑
本
條
�
で
の
語
義
は
は
っ
き
り
せ
ず
︑
ひ
と
ま
ず
﹁
元
の
'
り
と

す
る
﹂
と
譯
し
た
︒

倉
律
曰
︑
毋
以
隸
妾
爲
C
僕
・
養
・
官
︻
守
︼
府
︑
隸
臣
少
︑
不
足
以
給

僕
・
養
︑
以
居
貲
責

(債
)
給
之
︒
n
且
令
以
隸
妾
爲
C
僕
・
養
・
官
守
府
︑

�
隸
臣
︑
輒
伐
︿
代
﹀
之
︑
倉
・
廚
守
府
如﹅

故﹅

︒
(
嶽
麓
︹
肆
︺
165
～
166
)

●
用
駅
者
︑
如
故
︒
(嶽
麓
︹
伍
︺
118
)

【解
說
︼

短
�
で
︑
か
つ
ほ
と
ん
ど
の
�
字
が
#
讀
で
き
ず
︑
�
�
は
!
ら
か
で
な
い
︒

假
に
﹁
如
故
﹂
が
165
～
166
鯵
と
同
じ
�
味
だ
と
す
れ
ば
︑﹁
戰
い
:
圍
す
る
こ

と
に
つ
い
て
も
︑
舊
規
定
を
º
用
す
る
﹂
と
な
る
が
︑
�
段
の
內
容
を
缺
き
︑

﹁
戰
圍
﹂
と
﹁
如
故
﹂
の
關
係
が
分
か
ら
な
い
︒
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《三
七
五
》↓
《陸
六
三
︾

■
廷
內
�
郡
二
千
石
官
共
令
〼

375

(
J7
0+

J7
1+

J6
7
)

【譯
︼廷

內
�
郡
二
千
石
官
共
令
︒
⁝

【解
說
︼

こ
の
鯵
は
︑
他
の
斷
片
と
さ
ら
に
綴
合
さ
れ
た
う
え
で
︑
嶽
麓
︹
陸
︺
に

﹁
63
鯵
﹂
と
し
て
再
錄
さ
れ
る
︒
353
鯵
の
�
・
解
說
參
照
︒

■
廷
內
�
郡
二
千
石
官
共
令

●
戊

●
今
庚

(嶽
麓
︹
陸
︺
63

(
J6
7
-
3+

J7
0
-
2+

J7
1
-
2+

J6
6
-
3+

J7
4
-
1
)
)

《三
七
六
︾

其
可
爲
傳
①

者
︑
爲
傳
︑
財

(裁
)②
T
③

之
蜀
如
故
④

︒
令
蜀
□
黔
首
戍
︒

376

(
0
6
5
8
)

【譯
︼傳

を
作
成
で
き
る
場
合
は
︑
傳
を
作
成
し
︑
º
宜
T
日
を
決
め
て
蜀
に
行
か

せ
る
こ
と
︑
元
の
'
り
と
す
る
︒
令
蜀
□
黔
首
戍
︒

【
�
︼

①
傳
：
'
行
證
︒
198
～
206
鯵
の
﹁
傳
書
﹂
に
同
じ
︒
二
年
律
令
に
據
る
と
︑

﹁
傳
﹂
に
は
移
動
の
目
�
も
書
か
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
蜀

に
行
く
た
め
の
'
行
證
で
あ
ろ
う
︒

買
n
賣
馬
・
牛
・
奴
婢
它
鄕
・
它
縣
︑
C
爲
取
傳﹅

書﹅

n
致
以
歸
□
□
弗
爲
書
︑

官
嗇
夫
・
C
�
者
︑
貲
各
二
甲
︑
丞
・
令
・
令
�
弗
得
︑
貲
各
一
甲
︒
其
�

事
關
外
︑
以
私
馬
牛
羊
行
而
欲
行
賣
之
︑
n
取﹅

傳﹅

賣
它
縣
︑
縣
皆
爲﹅

傳﹅

︑
而

欲
徙
賣
它
縣
者
︑
發﹅

其﹅

傳﹅

爲
質
︒
(
嶽
麓
︹
肆
︺
198
～
200
)

具
律
曰
︑
諸
4
�
傳﹅

者
︑
其
�
發
¸
・
辟
問
具
殹

(也
)
n
它
縣
官
事
︑
當

以
書
而
毋
□
欲

(？
)
□
□
者
︑
治
�

C
聽
行
者
︑
皆
耐
爲
司
寇
︒
(嶽
麓

︹
肆
︺
228
～
209
)

元
年
七
R
庚
子
朔
丁
未
︑
倉
守
陽
敢
言
之
︒
獄
佐
辨
・
·
・
士
C
賀
具
獄
︑

縣
官
食
盡
甲
寅
︑
謁
吿
]
�
縣
鄕
以
,
續
食
︒
雨
留
不
能
投
宿
齎
︒
來
發
傳﹅

︒

零
陽
田
能
自
食
︒
當
�
T
卅
日
︒
敢
言
之
︒
／
⁝

(
里
耶
秦
鯵
⑤
1
)

官
各
�
辨
︑
非
其
官
事
勿
敢
爲
︑
非
�
聽
勿
敢
聽
︒
諸
4
而
傳﹅

不
名
取
卒
・

甲
兵
・
禾
稼
志
者
︑
勿
敢
擅
予
︒
(
二
年
律
令
216
)

②
財
：
裁
に
'
じ
︑
斟
_
し
て
º
宜
決
定
す
る
こ
と
︒
169
～
170
鯵
�
⑥
參
照
︒

③
T
：
日
時
を
t
束
す
る
︒
T
日
︑
T
限
︒

尉
卒
律
曰
︑
緣
故
徼
縣
n
郡
縣
黔
齒
︿
首
﹀・
縣
屬
而
�
�
︻
之
︑
必
︼
謁

于
尉
︒
尉
聽
︑
可
許
者
︑
爲
T﹅

日﹅

︒
(
嶽
麓
︹
肆
︺
132
)

④
如
故
：
原
釋
は
﹁
毋
故
﹂
と
す
る
が
︑
圖
版
に
據
り
改
め
た
︒
そ
の
う
え
で
︑

�
條
と
同
樣
に
﹁
元
の
'
り
と
す
る
﹂
と
譯
し
た
︒

【解
說
︼

先
行
す
る
鯵
を
缺
く
も
の
の
︑
𠛬
徒
な
ど
の
人
員
の
移
£
に
關
す
る
條
�
の

一
部
と
考
え
ら
れ
る
︒
移
£
對
象
者
の
う
ち
︑
'
行
證
を
發
行
で
き
る
者
に
つ

い
て
は
'
行
證
を
發
行
し
︑
從
來
ど
お
り
に
º
宜
蜀
に
行
か
せ
る
こ
と
を
規
定

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
︒﹁
令
蜀
﹂
以
下
は
�
字
が
#
讀
で
き
ず
︑
整
理
小
組
の

嶽麓書院�藏鯵《秦律令 (壹)》譯�稿 その (五)
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釋
讀
の
是
非
も
#
斷
し
が
た
い
こ
と
も
あ
っ
て
︑
譯
出
し
て
い
な
い
︒
な
お
︑

整
理
小
組
は
﹁
傳
﹂
を
驛
傳
と
解
釋
す
る
が
︑
�
①
に
擧
げ
た
198
～
200
鯵
で
は
︑

﹁
爲
傳
﹂
は
傳

(
'
行
證
)
の
作
成
を
�
味
し
て
お
り
︑
驛
傳
と
い
う
解
釋
は
用

例
に
よ
っ
て
荏
持
さ
れ
な
い
︒

《三
七
七
～
三
七
八
︾

六
R
︑
其
女
子
①

作
居
縣
②

︑
以
當
戍
日
③

︒
或
吿
④

犯
令
⑤

者
一
人
以
上
︑
爲
除

戍
故
徼
一
歲
者
一
人
︒
鄕
嗇
夫
謹
禁
⑥

︑
弗
得
⑦

︑
以
爲
不

377

(
0
6
7
1
)

�
任
⑧

︑
免
之
︑
貲
丞
・
令
・

＝

�
各
一
甲
︒

378

(
0
6
5
1
-
1
)

【譯
︼⁝

六
R
⁝
︑
女
子
は
本
籍
縣
で
勞
働
し
︑
戍
役
に
就
く
べ
き
日
數
に
當
て
る
︒

令
を
犯
し
た
者
一
人
以
上
を
吿
發
す
る
者
が
お
れ
ば
︑
故
徼
で
一
年
の
戍
役
に

就
く
者
一
人
を
免
除
す
る
︒
鄕
嗇
夫
は
嚴
正
に
取
り
閲
ま
り
︑
察
知
で
き
な
け

れ
ば
︑
不
�
任
と
し
て
こ
れ
を
免
じ
︑
丞
・
令
・
令
�
は
そ
れ
ぞ
れ
貲
一
甲
と

す
る
︒

【
�
︼

①
其
女
子
：
犯
罪
等
に
よ
り
戍
役
に
就
く
べ
き
者
に
つ
い
て
�
段
に
規
定
が
あ

り
︑
そ
の
う
ち
犯
罪
者
が
女
性
で
あ
る
場
合
は
︑
と
い
う
�
C
だ
と
考
え

ら
れ
る
︒
戍
役
に
該
當
す
る
場
合
も
︑
老
人
や
病
氣
の
者
は
﹁
居
縣
﹂
で

勞
働
し
た
こ
と
が
,
に
擧
げ
た
嶽
麓
鯵
か
ら
知
ら
れ
る
︒
女
性
に
も
こ
う

し
た
特
例
規
定
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒

□
給
日
n
諸
從
事
縣
官
・
作
縣
官
︑
n
當
戍
故
徼
而
老
病
︻
作﹅

︼
居﹅

縣﹅

︑
坐

妬
入
舂
︑
篤
貧
不
能
自
食
︑
皆
食
縣
官
而
益
展
其
日
以
當
食
︑
皆
居
貲
責

(債
)
︒
(嶽
麓
︹
肆
︺
292
～
293
)

②
居
縣
：
本
籍
地
の
あ
る
縣
︒
257
～
261
鯵
�
⑱
參
照
︒

③
戍
日
：
戍
役
に
就
く
べ
き
日
數
︒﹁
戍
日
﹂
は
他
に
用
例
が
な
い
が
︑﹁
徭

日
﹂
は
254
鯵
に
見
え
る
︒

⁝
䌛

(徭
)
多
員
少
員
︑
穨

(
隤
)
計
後
年
︒
䌛

(徭
)
戍
數
發
︑
C
力
足

以
均
䌛﹅

(徭﹅

)
日﹅

︑
盡
歲
弗
均
︑
鄕
嗇
夫
・
C
n
令
�
・
尉
�
�
者
貲
各
二

甲
︑
左
�
︒
⁝

(嶽
麓
︹
肆
︺
254
～
255
)

④
或
吿
：
原
釋
�
は
﹁
戍
吿
﹂
に
作
る
が
︑
陳
洩
の
指
摘
に
從
い
釋
讀
を
改
め

た

(陳
洩
﹁
嶽
麓
秦
鯵
肆
校
商

(三
)
﹂
鯵
帛
網
二
〇
一
六
年
三
R
二
九
日
)
︒

可

(何
)
謂
家
罪
︒
父
子
同
居
︑
殺
傷
父
臣
妾
・
畜
產
n
盜
之
︑
父
已
死
︑

或﹅

吿﹅

︑
勿
聽
︑
是
胃

(謂
)
家
罪
︒
(法
律
答
問
108
)

⑤
犯
令
：
令
で
禁
じ
ら
れ
た
行
爲
を
行
う
こ
と
︒

可

(何
)
如
爲
犯﹅

令﹅

︑
灋

(廢
)
令
︒
律
�
謂
者
︑
令﹅

曰﹅

勿﹅

爲﹅

︑
而﹅

爲﹅

之﹅

︑

是﹅

謂﹅

犯﹅

令﹅

︑
令
曰
爲
之
︑
弗
爲
︑
是
謂
灋

(廢
)
令
殹

(
也
)
︒
廷
行
事
皆
以

犯
令
論
︒
(法
律
答
問
142
)

灋

(廢
)
令
・
犯﹅

令﹅

︑
遝
免
・
徙
不
遝
︒
遝
之
︒
(法
律
答
問
143
)

郡
縣
除
佐
︑
事
它
郡
縣
而
不
視
其
事
者
︑
可

(
何
)
論
︒
以
小
犯﹅

令﹅

論
︒
(法

律
答
問
144
)

⑥
謹
禁
：
嚴
正
に
取
り
閲
ま
る
こ
と
︒﹁
謹
﹂
は
﹁
嚴
正
に
﹂
の
�
︒
10
鯵
�

④
參
照
︒

百
姓
居
田
舍
者
毋
敢
𥂰

(
酤
)
酉

(酒
)
︑
田
嗇
夫
・
部
佐
謹﹅

禁﹅

御
之
︑
�
不
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從
令
者
�
辠

(罪
)
︒

田
律

(秦
律
十
八
種
12
)

⑦
弗
得
：﹁
得
﹂
を
動
詞
と
す
る
﹁
弗
得
﹂
は
︑﹁
捕
ら
え
ら
れ
な
い
﹂
と
も

﹁
察
知
で
き
な
い
﹂
と
も
譯
し
得
る

(
173
～
174
鯵
�
⑤
︑
198
～
206
鯵
�
⑩
參
照
)
︒

本
條
�
で
は
後
�
で
鄕
嗇
夫
の
監
督
責
任
が
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑

暫
く
﹁
察
知
で
き
な
い
﹂
と
譯
し
た
︒

⑧
不
�
任
：
推
薦
に
應
え
ら
れ
な
い
こ
と
︑
T
待
さ
れ
た
能
力
に
缺
け
る
こ
と
︒

181
鯵
�
⑤
參
照
︒

【解
說
︼

377
・
378
鯵
の
背
面
に
は
い
ず
れ
も
劃
線
が
あ
る
も
の
の
︑
繫
が
ら
な
い
︒
だ

が
兩
鯵
に
ま
た
が
っ
て
﹁
不
�
任
﹂
と
あ
り
︑
內
容
が
繫
が
る
の
で
︑
一
連
の

條
�
と
み
た
︒

冒
頭
の
﹁
六
R
﹂
は
先
行
す
る
鯵
か
ら
續
く
�
違
の
末
尾
で
︑﹁
六
R
﹂
あ

る
い
は
﹁
六
ヶ
R
﹂
を
�
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
︒
續
い
て
︑
女
性
は
戍
役
で
は

な
く
本
籍
縣
で
の
勞
働
に
閏
て
ら
れ
る
と
い
う
規
定
が
あ
り
︑
お
そ
ら
く
先
行

す
る
鯵
に
は
︑
何
ら
か
の
罪
を
犯
し
た
男
性
に
戍
邊
𠛬
を
科
す
と
い
う
內
容
が

あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
そ
の
罪
を
犯
し
た
者
を
吿
發
し
た
な
ら
ば
︑
一
年
閒

の
戍
役
が
免
除
さ
れ
た
︒﹁
鄕
嗇
夫
﹂
以
下
は
︑
監
督
責
任
の
あ
る
官
C
へ
の

科
罰
規
定
で
あ
り
︑﹁
犯
令
﹂
の
舞
臺
が
鄕
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒

《三
七
九
～
三
八
〇
︾

●
里
人
令
軍
人
①

得
®
f
賜
②

者
出
錢
酒
肉
㱃

(飮
)
食
之
︑
n
予
錢
酒
肉
者
︑

皆
貲
戍
③

各
一
歲
︒
其
先
自
吿
︑
貲
〼

379

(
0
6
3
4
)

各
一
甲
︑
弗
智

(知
)
︑
貲
各
一
盾
︒
�
不
從
令
者
而
丞
・
令
・

＝

�
弗
得
︑
貲

各
一
盾
︑
以
爲
恆
︒

380

(
0
6
6
3
)

【譯
︼里

人
で
︑
®
を
得
て
賜
を
f
け
た
軍
人
に
錢
・
酒
・
肉
を
出
さ
せ
て
飮
食
し

た
者
︑
お
よ
び
錢
・
酒
・
肉
を
與
え
た
者
は
︑
い
ず
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
貲
戍
一
歲
︒

も
し
先
に
自
ら
吿
發
す
れ
ば
︑
貲
⁝
︒

⁝
そ
れ
ぞ
れ
一
甲
︑
知
ら
な
け
れ
ば
︑
そ
れ
ぞ
れ
貲
一
盾
︒
令
に
從
わ
な
い

者
が
い
る
の
に
︑
丞
・
令
・
令
�
が
そ
れ
を
察
知
で
き
な
け
れ
ば
︑
そ
れ
ぞ
れ

貲
一
盾
︒
こ
れ
を
常
制
と
す
る
︒

【
�
︼

①
軍
人
：
軍
の
�
成
員
	
般
を
指
す
と
思
わ
れ
る
︒

●
令
曰
︑
諸
軍﹅

人﹅

・
漕
卒
n
黔
首
・
司
寇
・
隸
臣
妾
�
縣
官
事
不
幸
死
︑
死

�
令
縣
將
C
云
︿
刻
﹀
其
郡
名
槥
n
署
£
書
︑
可
以
毋
)
失
9
囘
留
︒

●
卒
令
丙
卅
四
︑

(嶽
麓
︹
伍
︺
131
～
132
)

不
當
稟
軍
中
而
稟
者
︑
皆
貲
二
甲
︑
灋

(廢
)
︒
非
C
殹

(也
)
︑
戍
二
歲
︒

徒
食
・
敦

(屯
)
長
・
僕
射
弗
吿
︑
貲
戍
一
歲
︒
令
・
尉
・
士
C
弗
得
︑
貲

一
甲
︒
●
軍﹅

人﹅

買

(賣
)
稟
稟
�
n
]
縣
︑
貲
戍
二
歲
︒
同
車
食
・
敦

(
屯
)

長
・
僕
射
弗
吿
︑
戍
一
歲
︒
縣
司
空
・
司
空
佐
�
・
士
C
將
者
弗
得
︑
貲
一

甲
︒
邦
司
空
一
盾
︒
●
軍﹅

人﹅

稟
�
・
�
]
縣
百
姓
買
其
稟
︑
貲
二
甲
︑
入
粟

公
︒
C
部
弗
得
︑
n
令
・
丞
貲
各
一
甲
︒
●
稟
卒
兵
︑
不
完
善

(
繕
)
︑
丞
・

庫
嗇
夫
・
C
貲
二
甲
︑
灋

(
廢
)
︒
(秦
律
雜
抄
11
～
15
)

令
軍﹅

士﹅

人
持
二
升
糒
︑
一
§
冰
︑
T
至
�
虜
鄣
者
相
待
︒
夜
§
時
︑
擊
鼓
I

士
︑
鼓
不
鳴
︒
陵
與
韓
7
年
俱
上
馬
︑
壯
士
從
者
十
餘
人
︒
虜
騎
數
千
�
之
︑

韓
7
年
戰
死
︒
陵
曰
︑
無
面
目
報
陛
下
︒
â
影
︒
軍﹅

人﹅

分
散
︑
脫
至
塞
者
四

嶽麓書院�藏鯵《秦律令 (壹)》譯�稿 その (五)
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百
餘
人
︒
(﹃
漢
書
﹄
李
陵
傳
)

②
得
®
f
賜
：
®
を
得
て
賜
を
f
け
る
︒﹁
以
城
邑
反
者
﹂
を
捕
ら
え
る
と
︑

®
二
Î
と
と
も
に
錢
五
萬
を
賜
っ
た
こ
と
が
嶽
麓
︹
伍
︺
に
見
え
る
︒
ま

た
軍
人
が
功
勞
に
よ
っ
て
®
位
や
賜
與
物
を
f
け
た
こ
と
は
︑
秦
律
十
八

種
の
軍
®
律
に
見
え
る
︒

●
能
捕
以
城
邑
反
n
智

(知
)
而
舍
者
一
人
︑
瑚﹅

(拜﹅

)
®﹅

二﹅

Î﹅

︑
賜﹅

錢﹅

五﹅

萬﹅

︒
⁝

(嶽
麓
︹
伍
︺
173
)

從
軍
當
以
勞
論
n
賜
︑
未
拜
而
死
︑
�
辠

(罪
)
灋
耐
䙴

(
�
)
其
後
︒
n

灋
耐
䙴

(
�
)
者
︑
皆
不
得
f
其
®﹅

n
賜﹅

︒
其
已
拜
︑
賜
未
f
而
死
n
灋
耐

䙴

(
�
)
者
︑
鼠

(予
)
賜
︒

軍
®
律

(秦
律
十
八
種
153
～
154
)

③
貲
戍
：
貲
𠛬
の
一
つ
︒
財
物
に
よ
っ
て
で
は
な
く
︑
戍
卒
と
し
て
の
勞
役
で

荏
拂
わ
れ
た
も
の
か
︒
一
方
で
︑
貲
𠛬
は
や
は
り
財
產
𠛬
で
あ
り
︑
こ
の

場
合
は
一
年
閒
の
勞
役
に
相
當
す
る
財
物
を
收
め
た
の
だ
︑
と
い
う
�
見

も
出
た
︒

耐
女
子
爲
隸
妾
︑
�
能
捕
若
詗
吿
一
人
︑
爲
除
貲﹅

戍﹅

若
罰﹅

戍﹅

四
歲
以
下
一
人
︑

欲
以
除
它
人
︑
許
之
︒
(嶽
麓
︹
伍
︺
292
)

不
當
稟
軍
中
而
稟
者
︑
皆
貲
二
甲
︑
灋

(廢
)
︒
非
C
殹

(也
)
︑
戍
二
歲
︒

徒
食
・
敦

(屯
)
長
・
僕
射
弗
吿
︑
貲﹅

戍﹅

一
歲
︒
令
・
尉
・
士
C
弗
得
︑
貲

一
甲
︒
●
軍
人
買

(賣
)
稟
稟
�
n
]
縣
︑
貲﹅

戍﹅

二
歲
︒
同
車
食
・
敦

(屯
)

長
・
僕
射
弗
吿
︑
戍
一
歲
︒
縣
司
空
・
司
空
佐
�
・
士
C
將
者
弗
得
︑
貲
一

甲
︒
邦
司
空
一
盾
︒
●
軍
人
稟
�
・
�
]
縣
百
姓
買
其
稟
︑
貲
二
甲
︑
入
粟

公
︒
C
部
弗
得
︑
n
令
・
丞
貲
各
一
甲
︒
●
稟
卒
兵
︑
不
完
善

(繕
)
︑
丞
・

庫
嗇
夫
・
C
貲
二
甲
︑
灋

(廢
)
︒
(秦
律
雜
抄
11
～
15
)

【解
說
︼

379
鯵
は
下
端
を
缺
く
︒
整
理
小
組
は
缺
落
部
分
に
﹁
典
老
﹂
の
二
字
が
あ
っ

た
と
想
定
し
︑
380
鯵
と
連
續
さ
せ
て
い
る
よ
う
だ
が
︑
缺
落
部
分
は
一
�
字
|

度
に
]
ぎ
な
い
︒
ま
た
�
C
と
し
て
も
︑﹁
先
自
吿
﹂
の
後
に
は
罪
の
減
免
に

つ
い
て
営
べ
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
︑﹁
貲
典
・
老
各
一
甲
﹂
へ
と
續
く
の
は
不

自
然
で
あ
る
︒
兩
鯵
は
直
接
に
は
繫
が
ら
な
い
と
#
斷
し
た
︒
さ
ら
に
嚴
密
に

い
え
ば
︑
兩
鯵
が
同
一
條
�
を
�
成
す
る
の
か
否
か
す
ら
定
か
で
な
い
が
︑
出

土
位
置
は
M
く
︑
暫
く
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
譯
出
し
た
︒

內
容
は
︑
®
位
や
賜
與
を
得
た
軍
人
に
對
し
︑
そ
の
b
人
で
あ
る
里
人
た
ち

が
錢
財
・
酒
肉
を
�
求
し
︑
飮
食
し
た
場
合
の
科
罰
規
定
︒
�
求
し
た
里
人
も
︑

そ
の
�
求
を
f
け
て
錢
財
・
酒
肉
を
提
供
し
た
軍
人
も
同
樣
に
處
罰
さ
れ
た
︒

×
®
を
祝
う
宴
席
が
︑
慣
è
と
し
て
×
®
者
に
な
か
ば
強
制
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
お
り
︑
そ
れ
が
恐
喝
ま
が
い
の
行
爲
へ
と
繫
が
る
の
を
豫
防
し
た
法
律

な
の
で
あ
ろ
う
︒
不
當
な
錢
財
の
贈
與
が
あ
っ
た
と
き
︑
�
求
し
た
側
も
提
供

し
た
側
も
い
ず
れ
も
處
罰
す
る
法
理
は
︑
,
の
規
定
に
も
看
取
で
き
る
︒

劫
人
・
謀
劫
人
求
錢
財
︑
雖
未
得
若
未
劫
︑
皆
磔
之
︒
(
二
年
律
令
68
)

諸
予﹅

劫﹅

人﹅

者﹅

錢﹅

財﹅

︑
n
爲
人
劫
者
︑
同
居
智

(知
)
弗
吿
C
︑
皆
與﹅

劫﹅

人﹅

者﹅

同﹅

罪﹅

︒
(二
年
律
令
72
～
73
)

科
罰
の
原
則
に
續
い
て
︑
先
に
自
ら
吿
發
し
た
場
合
の
減
罪
や
︑
令
・
丞
ら

の
監
督
責
任
を
問
う
內
容
が

︱
︱
も
し
も
379
鯵
と
380
鯵
が
同
一
條
�
で
あ
れ

ば
︱
︱

記
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
︑
詳
細
は
不
詳
︒

《三
八
一
～
三
八
二
︾

●
材
官
①

・
趨
發
②

・

＝

弩
③

・
善
士
④

敢
�
相
責
⑤

入
舍
⑥

錢
酉

(酒
)
肉
n
予
者
︑

捕
者
盡
如
此
令
⑦

︑
士
C
⑧

坐
之
︑
如
鄕
嗇
夫
︒
貲
丞
・
令

381

(
0
5
2
5
)
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＝

�
・
尉
・

＝

�
各
一
甲
︒
丞
相
下
︑
尉
⑨

布
⑩

︒
御
�
議
⑪

︑
C
敢
令
後
入
官
⑫

者
出
錢
財
酒
肉
︑
入
時
共
分
㱃

(飮
)
食
n
出
者
︑
皆
︻
貲
︼
二
甲
︑
責
費
⑬

︒

382

(
0
5
2
9
)

【譯
︼材

官
・
趨
發
・
發
弩
・
善
士
で
︑
舍
に
入
る
際
の
錢
・
酒
・
肉
を
不
屆
き
に

も
�
求
し
た
者
︑
お
よ
び
與
え
た
者
︑
捕
ら
え
た
者
は
す
べ
て
こ
の
令
の
'
り

と
し
︑
士
C
が
こ
れ
に
坐
す
る
こ
と
︑
鄕
嗇
夫
と
同
樣
に
す
る
︒
丞
・
令
・
令

�
・
尉
・
尉
�
は
そ
れ
ぞ
れ
貲
一
甲
︒
丞
相
が
下
し
︑
尉
が
布
吿
す
る
︒
御
�

が
檢
討
し
た
と
こ
ろ
︑
C
で
︑
後
か
ら
官
に
入
る
者
に
錢
財
・
酒
・
肉
を
不
屆

き
に
も
出
さ
せ
て
︑
官
に
入
る
と
き
に
共
に
分
�
し
て
飮
食
し
た
者
︑
お
よ
び

そ
れ
ら
を
出
し
た
者
は
︑
い
ず
れ
も
貲
二
甲
と
し
︑
費
用
を
償
わ
せ
る
︒

【
�
︼

①
材
官
：
兵
種
の
一
︒﹃
�
記
﹄﹃
漢
書
﹄
の
諸
�
釋
に
よ
れ
ば
︑
弓
弩
に
è
熟

し
た
兵
で
あ
る
︒

律
年
二
十
三
傅
之
疇
官
︑
各
從
其
父
疇
內
學
之
︒
高
不
滿
六
尺
二
寸
以
下
爲

罷
癃
︒
漢
儀
�
︑
民
年
二
十
三
爲
正
︑
一
歲
爲
衞
士
︑
一
歲
爲
材﹅

官﹅

騎
士
︑

è
射
御
騎
馳
戰
陣
︒
(﹃
�
記
﹄
項
羽
本
紀
集
解
)

匈
奴
去
︑
發
中
尉
材﹅

官﹅

屬
衞
將
軍
軍
長
安
︒
(﹃
�
記
﹄
孝
�
本
紀
)

勃
以
織
á
曲
爲
生
︑
常
以
吹
簫
給
喪
事
︑
材﹅

官﹅

引
強
︒﹇
±
虔
曰
︑
能
引
強

弓
弩
官
也
︒﹈
(﹃
漢
書
﹄
周
勃
傳
)

縣
輸
從
反
者
・
收
人
材﹅

官﹅

︑
多
毋

(無
)
衣
履
︑
毋

(無
)
以
�
︒
輸
者
或

不
遝

(
d
)
冬
夏
賤
︿
賦
﹀
衣
︒
(嶽
麓
︹
肆
︺
383
)

〼
︻
言
n
︼
坐
與
私
邑
私
家
爲
不
善
︑
若
爲
爲
不
善
以
�
辠
者
︑
盡
輸
其
收

妻
子
・
奴
婢
材﹅

官﹅

・
左﹅

材﹅

官﹅

作
︑
B
身
作
�
窮
山
︑
毋
得
去
︒
議
︑
諸
隸

臣
・
城
旦
・
城
旦
司
寇
・
鬼
薪
坐
此
物
以
�
辠
當
收
者
︑
其
妻
子
雖
隸
臣

妾
・
城
旦
・
城
旦
司
寇
・
舂
・
白
粲
殹

(也
)
︑
皆
輪
︿
輸
﹀
材﹅

官﹅

・
左﹅

材﹅

官﹅

作
︑
如
令
︒
●
九

(嶽
麓
︹
伍
︺
9
～
11
)

②
趨
發
：
兵
種
の
一
︒﹁
騶
發
﹂
と
も
︒
弓
弩
を
�
に
f
う
部
g
の
兵
と
考
え

ら
れ
る
︒

搢
笏
干
戚
︑
不
º
�
方
鐵
銛
︒
登
影
周
旋
︑
不
d
日
中
奏
百
︒
狸
首
射
侯
︑

不
當
強
弩
趨﹅

發﹅

︒
干
城
i
衝
︑
不
若
堙
穴
伏
櫜
︒
(﹃
韓
非
子
﹄
八
說
)

材
官
騶﹅

發﹅

︑
矢
9
同
�
︒﹇
蘇
林
曰
︑
騶
P
馬
驟
之
驟
︒
如
淳
曰
︑
騶
︑
矢

也
︒
處
·
易
之
地
可
以
矢
相
射
也
︒
臣
瓚
曰
︑
材
官
︑
騎
射
之
官
也
︒
射
者

騶
發
︑
其
用
矢
者
同
中
一
�
︑
言
其
工
妙
也
︒
師
古
曰
︑
騶
謂
矢
之
善
者
也
︒

春
秋
左
氏
傳
作
菆
字
︑
其
P
同
耳
︒
材
官
︑
�
材
力
者
︒
騶
發
︑
發
騶
矢
以

射
也
︒
手
工
矢
善
︑
故
中
則
同
�
︒
�
謂
�
射
之
準
臬
也
︒
蘇
P
失
之
矣
︒

臬
P
牛
列
反
︑
戸
謂
橜
也
︒﹈
(﹃
漢
書
﹄
鼂
錯
傳
)

③
發
弩
：
兵
種
の
一
︒
弩
を
專
門
と
す
る
者
︒
發
弩
嗇
夫
に
よ
っ
て
瓜
ì
さ
れ

た
か
︒

毋
薦
毋
草
︒
黔
首
不
田
作
不
孝
︒
發﹅

弩﹅

材
官
︒
(嶽
麓
︹
壹
︺
爲
C
治
官
n
黔
首

13
)

不
從
令
者
︑
貲
丞
・
令
・
令
�
・
尉
・
尉
�
・
士
C
・
發﹅

弩﹅

各
二
甲
︒
(
嶽
麓

︹
肆
︺
370
～
371
)

④
善
士
：
兵
種
の
一
つ
か
︒
整
理
小
組
は
﹃
孟
子
﹄
を
引
き
︑
軍
C
の
一
種
と

推
測
す
る
一
方
で
︑
兵
器
を
修
繕
す
る
軍
C
の
可
能
性
も
指
摘
す
る
︒

孟
子
曰
︑
是
爲
馮
´
也
︒
晉
人
�
馮
´
者
︑
善
搏
虎
︑
卒
爲
善﹅

士﹅

︒
⁝
︒

﹇
馮
︑
姓
︒
´
︑
名
也
︒
勇
而
�
力
︑
能
搏
虎
︒
卒
︑
後
也
︒
善﹅

士﹅

者
︑
以
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善
搏
虎
�
勇
名
也
︑
故
k
以
爲
士
︒﹈
(﹃
孟
子
﹄
盡
心
下
)

⑤
責
：
求
め
る
︑
�
求
す
る
︒

隸
臣
妾
・
城
旦
舂
之
司
寇
・
居
貲
贖
責

(債
)
𣪠

(繫
)
城
旦
舂
者
︑
勿
責﹅

衣
食
︒
(嶽
麓
︹
肆
︺
268
～
269
)

⑥
入
舍
：﹁
舍
﹂
は
︑
嶽
麓
鯵
に
は
人
舍
・
官
舍
・
客
舍
・
廬
舍
な
ど
が
見
え

る
︒
人
舍
・
官
舍
に
つ
い
て
は
60
～
64
鯵
�
⑤
を
參
照
︒
こ
こ
で
は
材

官
・
趨
發
・
發
弩
・
善
士
が
4
用
す
る
﹁
舍
﹂︑
つ
ま
り
兵
舍
の
類
で
あ

ろ
う
︒﹁
入
舍
錢
酒
肉
﹂
と
は
︑
そ
こ
に
怨
た
に
入
居
す
る
者
が
出
す

錢
・
酒
・
肉
の
こ
と
で
︑
入
舍
の
機
會
に
先
È
者
と
と
も
に
飮
食
す
る
こ

と
が
常
態
ð
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒

毋
曰
客
舍﹅

︑
曰
賓
︻
飤
︼
舍
︒
(里
耶
秦
鯵
⑧
4
6
1
)

ï
燔
城
・
官
府
n
縣
官
積
㝡

(聚
)
︑
棄
市
︒
ï
燔
寺
舍﹅

・
民
室
屋
廬
舍
・

積
㝡

(聚
)
︑
黥
爲
城
旦
舂
︒
(二
年
律
令
4
)

⑦
如
此
令
：
こ
の
令
の
'
り
と
す
る
︒
�
段
に
﹁
こ
の
令
﹂
の
內
容
が
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
︒

⑧
士
C
：
官
職
名
︒
縣
や
候
官
に
�
屬
す
る
武
C
︒
115
鯵
�
⑤
︑
132
～
134
鯵
�

⑮
參
照
︒
本
鯵
か
ら
は
︑
材
官
等
を
管
e
す
る
直
接
責
任
者
で
あ
っ
た
こ

と
が
分
か
る
︒

⑨
尉
：
直
�
の
﹁
丞
・
令
・
令
�
・
尉
・
尉
�
﹂
の
﹁
尉
﹂︑
す
な
わ
ち
縣
尉

で
あ
ろ
う
︒
た
だ
し
材
官
な
ど
を
�
下
に
置
く
﹁
尉
﹂
は
他
に
も
い
た
だ

ろ
う
か
ら

︱
︱
た
と
え
ば
﹁
中
尉
｣
︱
︱
︑
縣
尉
に
は
限
定
さ
れ
な
い

可
能
性
も
殘
る
︒

⑩
布
：
布
吿
す
る
︒﹁
下
﹂
が
官
僚
組
織
內
部
で
の
命
令
下
Z
で
あ
る
の
に
對

し
︑﹁
布
﹂
は
多
方
面
に
︑
廣
く
一
般
に
も
'
Z
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

謹
布﹅

令
︑
令
黔
首
・
C
・
官
徒
隸
・
奴
婢
!
智

(
知
)
之
︒
(嶽
麓
︹
伍
︺
28
)

縣
9
曰
︑
令
�
・
鄕

部
嗇
夫
發
¸

黔
首
︑
布﹅

大
書
市
門
・
離
鄕
市
門
此

(壁
)
︑
令
黔
首
智

(知
)
︑
毋
巨

(
歫
)
罪
︒
(嶽
麓
︹
陸
︺
201
)

⑪
御
�
議
：
御
�
が
檢
討
し
た
と
こ
ろ
︒
�
�
の
︑
材
官
ら
に
對
す
る
措
置
を

踏
ま
え
て
︑
以
下
で
そ
れ
を
C
一
般
に
n
衍
し
て
い
る
︒﹁
議
﹂
に
つ
い

て
は
329
～
331
鯵
�
⑥
參
照
︒

⑫
入
官
：
官
に
入
る
︒
役
人
に
な
る
こ
と
︒

車
祭
者
︑
占
牛
馬
毛
物
黃
白
靑
駠
︑
以
取
´
嫁
女
︑
祠
祀
︑
�
行
︑
入﹅

官﹅

︑

�
徙
︑
初
疾
〼
(居
7
漢
鯵

E
.P
.T
4
0
:
3
8
)

壬
・
癸
・
亥
・
子
︑
入﹅

官﹅

視
事
n
擧
百
事
︑
凶
〼

(
敦
煌
漢
鯵

D
2
3
6
9
)

⑬
責
費
：
費
用
を
�
求
す
る
︒
飮
食
費
用
を
荏
出
さ
せ
た
者
に
︑
そ
の
費
用
を

償
わ
せ
る
�
で
あ
ろ
う
︒

廷
尉
信
謹
與
丞
相
議
曰
︑
C
n
諸
�
秩
f
其
官
屬
�
監
・
�
治
・
�
行
・
�

將
︑
其
與
飮
食
計
償
費﹅

︑
勿
論
︒﹇
師
古
曰
︑
計
其
�
費
︑
而
償
其
直
︑
勿

論
罪
也
︒﹈
(﹃
漢
書
﹄
景
H
紀
)

【解
說
︼

381
鯵
の
背
面
に
362
鯵
の
︑
382
鯵
の
背
面
に
363
鯵
の
反
印
�
が
殘
り
︑
兩
鯵
の

內
容
は
連
續
す
る
可
能
性
が
高
く
︑
そ
れ
で
�
�
も
'
る
︒
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條
�
の
內
容
は
︑
怨
た
に
兵
舍
に
入
っ
た
兵
士
や
怨
任
の
官
C
に
對
し
︑
古

參
の
者
が
錢
財
・
酒
肉
を
�
求
し
︑
そ
れ
を
分
�
し
て
飮
食
す
る
の
を
禁
じ
た

規
定
で
あ
る
︒
�
條
と
同
樣
に
︑
�
求
し
た
側
も
提
供
し
た
側
も
處
罰
さ
れ
た
︒

た
だ
し
兵
士
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
︑
當
事
者
へ
の
科
罰
︑
お
よ
び
罪
を
犯
し

た
者
を
捕
ら
え
た
場
合
の
褒
賞
が
こ
こ
に
は
記
さ
れ
ず
︑
別
の
規
定

(﹁
此
令
﹂
)

に
據
る
べ
き
こ
と
が
営
べ
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
︒
こ
の
別
規
定
に
對
す
る
補
足

と
し
て
︑
士
C
や
尉
・
尉
�
な
ど
︑
兵
士
を
監
督
す
る
官
C
へ
の
科
罰
が
こ
こ

で
怨
た
に
提
案
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
︒

	
體
の
�
成
と
し
て
は
︑
ま
ず
兵
士
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
︑
い
ず
れ
か
の
官

に
よ
り
提
案
が
な
さ
れ
た
の
を
承
け
て
︑
御
�
が
官
C
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
補

足
す
る
形
式
に
な
っ
て
い
る
︒
�
初
に
發
議
し
た
官
名
な
ど
︑
詔
敕
原
�
が
と

こ
ろ
ど
こ
ろ
節
略
さ
れ
た
條
�
か
と
推
察
さ
れ
る
︒
日
書
に
は
﹁
入
官
﹂
を
行

う
べ
き
吉
日
が
擧
げ
ら
れ
て
お
り
︑
そ
れ
が
飮
酒
儀
禮
な
ど
を
�
う
こ
と
も
あ

る
︑
重
�
な
節
目
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
︒

《三
八
三
～
三
八
五
︾

●
縣
輸
從
反
者
①

・
收
人
②

材
官
③

︑
多
毋

(無
)
衣
履
︑
毋

(無
)
以
�
︒
輸

者
④

或
不
遝
⑤

冬
夏
賤
︿
賦
﹀
衣
⑥

︒
議
︑
官
怨

輸
⑦

而
後
冬
若

383

(
0
6
6
9
)

夏
賤
︿
賦
﹀
衣
⑧

而
聯
・
J
⑨

者
︑
冬
袍
⑩

裘
⑪

絝
⑫

履
n
它
物
可
衣
履
者
︑
盡
四

R
收
︒
其
後
賤
︿
賦
﹀
夏
衣
者
︑
假
⑬

襌
⑭

帬
⑮

襦
⑯

︑

384

(
0
6
6
6
)

盡
九
R
收
└
︒
叚

(假
)
裘
者
︑
勿
假
袍
︒
叚

(假
)
袍
者
︑
勿
假
裘
︒
它
�

等
比
︒
〼

385

(
0
5
8
8
-
1+

0
5
8
8
-
2
)

【譯
︼縣

が
從
人
・
反
者
や
收
人
を
材
官
に
移
£
す
る
と
き
︑
多
く
は
衣
±
や
履
物

が
な
く
︑
身
を
b
い
隱
し
て
い
な
い
︒
移
£
す
る
者
が
冬
・
夏
の
衣
±
の
荏
給

に
閒
に
合
わ
な
い
こ
と
も
あ
る
︒
檢
討
し
た
と
こ
ろ
︑﹁
官
が
怨
た
に
移
£
し

て
︑
冬
も
し
く
は
夏
の
衣
±
の
荏
給
に
遲
れ
︑
裂
け
た
±
や
á
手
の
±
を
着
て

い
る
場
合
は
︑
冬
は
袍
・
裘
・
絝
・
履
︑
お
よ
び
そ
の
他
の
着
用
で
き
る
も
の

︹
を
貸
與
し
︺︑
四
R
末
を
以
て
囘
收
す
る
︒
夏
の
衣
±
の
荏
給
に
遲
れ
た
場
合

は
︑
襌
・
帬
・
襦
を
貸
與
し
︑
九
R
末
を
以
て
囘
收
す
る
︒
裘
を
借
り
た
者
に

は
︑
袍
を
貸
與
し
な
い
︒
袍
を
借
り
た
者
に
は
︑
裘
を
貸
與
し
な
い
︒
類
似
の

例
は
同
樣
に
い
た
し
ま
す
︒
⁝
﹂
⁝

【
�
︼

①
從
反
者
：
整
理
小
組
が
﹁
從
人
・
反
者
﹂
の
こ
と
と
す
る
の
に
從
っ
た
︒
從

人
は
舊
六
國
の
荏
�
階
層
に
屬
す
者
で
︑
彼
ら
や
そ
の
親
族
は
犯
罪
者
の

よ
う
に
f
わ
れ
た
︒
反
者
は
反
�
者
の
こ
と
︒
嶽
麓
︹
伍
︺
に
は
六
國
の

從
人
や
反
者
に
關
す
る
規
定
が
見
え
︑
ま
た
里
耶
秦
鯵
に
も
從
人
が
現
れ

る
︒

●
叚

(假
)
正
夫
言
︑
得
M
︿
從﹅

﹀
人﹅

故
趙
將
軍
樂
突
弟
・
舍
人
袑
等
廿
四

人
︑
皆
當
完
爲
城
旦
︑
輸
巴
縣
鹽
︒
�
︑
論
輪
︿
輸
﹀
祒
等
︻
廿
四
人
︑

故
︼
代
・
齊
從﹅

人﹅

之
妻
子
・
同
產
・
舍
人
n
其
子
已
傅
・
嫁
者
︑
比
故
頚

(魏
)
・
荊
從
人
︒
●
御
�
言
︑
巴
縣
鹽
多
人
︑
�
令
夫
論
袑
︻
等
廿
四
人
︑

故
︼
代
・
齊
從
人
之
妻
子
・
同
產
・
舍
人
n
其
子
已
傅
・
嫁
不
當
收
者
︑
比

故
頚

(魏
)
・
荊
從
人
之
︻
妻
︼
子
・
同
產
・
舍
人
n
子
已
傅
・
嫁
者
︒
(嶽

麓
︹
伍
︺
13
～
16
)

●
制
詔
御
�
︑
聞
反﹅

者﹅

子
年
未
盈
十
四
歲
︑
�
辠
爲
城
旦
舂
者
︑
或
嬰
兒
殹

(也
)
︑
尙
q
�
n
毚

(才
)
能
行
︑
縣
官
戸
皆
令
衣
傅
城
旦
舂
具
︑
其
勿
令

衣
傅
之
︒
(嶽
麓
︹
伍
︺
93
～
94
)

廿
八
年
正
R
辛
丑
朔
丁
未
︑
貳
春
鄕
敬
敢
言
之
︒
從﹅

人﹅

・
城﹅

旦﹅

皆
非
智
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(知
)
忽
田
殹

(也
)
︒
當
可
作
治
縣
官
府
︒
⁝
(後
略
)⁝

(里
耶
秦
鯵
⑨
2
2
)

②
收
人
：
M
親
の
罪
に
連
坐
し
て
︑
身
柄
を
官
府
に
沒
收
さ
れ
た
者
︒
160
～
162

鯵
�
⑩
參
照
︒

③
材
官
：
'
常
は
兵
士
の
一
種
を
指
す
︒
381
～
382
鯵
�
①
參
照
︒
だ
が
こ
こ
で

は
𠛬
徒
の
移
£
先
と
見
る
べ
き
で
あ
り
︑
(1
)
材
官
の
r
屯
地
︑
あ
る

い
は

(2
)
工
官
の
一
つ
で
︑
兵
種
と
し
て
の
﹁
材
官
﹂
と
は
衣
な
る
︑

と
い
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
︒
同
樣
の
用
例
が
嶽
麓
︹
伍
︺
に
も
見

え
る
︒

〼
︻
言
n
︼
坐
與
私
邑
私
家
爲
不
善
︑
若
爲
爲
不
善
以
�
辠
者
︑
盡
輸
其
收

妻
子
・
奴
婢
材
官
・
左
材
官
作
︑
B
身
作
�
窮
山
︑
毋
得
去
︒
議
︑
諸
隸

臣
・
城
旦
・
城
旦
司
寇
・
鬼
薪
坐
此
物
以
�
辠
當
收
者
︑
其
妻
子
雖
隸
臣

妾
・
城
旦
・
城
旦
司
寇
・
舂
・
白
粲
殹

(也
)
︑
皆
輪
︿
輸
﹀
材﹅

官﹅

・
左
材

官
作
如
令
︒
●
九

(嶽
麓
︹
伍
︺
9
～
11
)

④
輸
者
：
從
人
ら
の
移
£
を
擔
當
す
る
者
と
解
釋
し
た
︒
一
方
で
︑﹁
輸
さ
る

る
者

=

從
人
ら
本
人
﹂
の
こ
と
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
�
見
も
出
た
︒

秦
之
戍
卒
不
能
其
水
土
︑
戍
者
死
於
邊
︑
輸﹅

者﹅

僨
於
9
︒
(﹃
漢
書
﹄
鼂
錯
傳
)

⑤
遝
：
お
よ
ぶ
︑
閒
に
合
う
︒

遝﹅

戊
午
赦
︑
爲
庶
人
︒
(嶽
麓
︹
叄
︺
45
)

書
曰
︑
先
時
者
殺
無
赦
︑
不﹅

d﹅

時
者
殺
無
赦
︒
(﹃
荀
子
﹄
君
9
)

⑥
賦
衣
：
衣
±
を
荏
給
す
る
︒
本
條
�
に
み
え
る
﹁
賦
﹂
は
︑
い
ず
れ
も

﹁
賤
﹂
と
書
か
れ
る
︒
整
理
小
組
は
﹁
餞
﹂
に
'
じ
る
と
す
る
が
︑
陳
洩

﹁
嶽
麓
秦
鯵
肆
校
商

(三
)﹂
(
鯵
帛
網
二
〇
一
六
年
三
R
二
九
日
)
・
周
海
鋒

﹁︽
嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵

(肆
)
︾
拾
G

(二
)﹂
(
鯵
帛
網
二
〇
二
〇
年
五
R
一
一

日
)
は
︑
嶽
麓
鯵
に
お
い
て
﹁
賤
﹂
と
﹁
賦
﹂
の
混
用
が
散
見
す
る
こ
と

を
指
摘
す
る
︒
こ
れ
に
從
っ
た
︒

●
怨
地
C
n
其
舍
人
敢
f
怨
黔
首
錢
財
酒
肉
它
物
︑
n
�
賣
買
叚

(假
)
賃

貣
於
怨
黔
首
而
故
貴
賦﹅

︿
賤﹅

﹀
其
賈

(價
)
︑
皆
坐
其
�
f
n
故
爲
貴
賦

︿
賤
﹀
之
臧

(贓
)
・
叚

(假
)
賃
費
・
貣
息
︑
與
盜
同
法
︒
(嶽
麓
︹
伍
︺
39
～

40
)

貲
不
滿
千
錢
者
賦
貸
種
・
食
︒﹇
師
古
曰
︑
賦
︑
給
與
之
也
︒﹈
(﹃
漢
書
﹄
元

H
紀
)

⑦
官
怨
輸
：
原
釋
�
は
﹁
□
怨
□
﹂︒
�
�
に
引
い
た
周
海
鋒
論
�
が
補
う
の

に
暫
く
從
っ
た
も
の
の
︑
圖
版
か
ら
は
#
讀
で
き
な
い
︒

⑧
後
冬
若
夏
賦
衣
：
冬
・
夏
の
衣
±
の
荏
給
に
遲
れ
る
こ
と
︒
整
理
小
組
は

﹁
⁝
而
後
︑
冬
⁝
﹂
と
句
讀
す
る
が
︑
改
め
た
︒
,
の
秦
律
で
は
︑
夏
±

の
荏
給
は
六
R
︑
冬
±
の
荏
給
は
十
一
R
に
打
ち
き
ら
れ
︑
そ
れ
に
閒
に

合
わ
な
か
っ
た
場
合
︑
衣
±
は
荏
給
し
な
い
と
さ
れ
て
い
る
︒

f

(
×
)
衣
者
︑
夏
衣
以
四
R
盡
六
R
稟
之
︑
冬
衣
以
九
R
盡
十
一
R
稟
之
︑

]﹅

時﹅

者﹅

勿﹅

稟﹅

︒
後
計
冬
衣
來
年
︒
囚
�
J
者
爲
褐
衣
︒
(
秦
律
十
八
種
90
)

⑨
聯
J
：﹁
聯
﹂
は
﹁
裂
﹂
に
'
じ
る
︒
整
理
小
組
の
解
釋
に
從
っ
た
︒﹁
聯

(裂
)
J
﹂
と
は
︑
破
れ
た
衣
±
や
á
手
で
J
い
衣
±
な
ど
︑
不
º
切
な

夏
±
・
冬
±
を
身
に
つ
け
て
い
る
こ
と
を
言
う
の
だ
ろ
う
︒

□
死
︿
列
﹀
(裂﹅

)

弗
補
︒
⁝
(中
略
)
⁝
︑
衣
聯﹅

弗
補
︒
(嶽
麓
︹
壹
︺
爲
C

治
官
n
黔
首
11
︑
63
-1
)
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室
屋
聯﹅

屚

(漏
)
︒
(嶽
麓
︹
壹
︺
爲
C
治
官
n
黔
首
24
-2
)

囚
�
J﹅

者
爲
褐
衣
︒
(秦
律
十
八
種
90
)

⑩
袍
：
長
い
着
物
︒
𠛬
徒
に
冬
±
と
し
て
荏
給
さ
れ
た
の
は
裏
地
の
つ
い
た
綿

入
れ
で
あ
っ
た
︒

袍
︑
丈
夫
著
︑
下
至
跗
者
也
︒
袍
︑
苞
也
︑
苞
內
衣
也
︒
(﹃
釋
名
﹄
釋
衣
±
)

諸
冗
作
縣
官
n
徒
隸
︑
大
男
︑
冬
稟
布﹅

袍﹅

表﹅

裏﹅

七﹅

丈﹅

︑
絡﹅

絮﹅

四﹅

斤﹅

︑
絝

(袴
)
二
丈
︑
絮
二
斤
︒
(二
年
律
令
418
～
420
)

⑪
裘
：
か
わ
ご
ろ
も
︒

裘
︑
皮
衣
也
︒
(﹃
說
�
解
字
﹄
八


上
)

⑫
絝
：
ズ
ボ
ン
の
類
︒
冬
±
と
し
て
は
綿
を
入
れ
た
も
の
が
荏
給
さ
れ
た
︒

絝
︑
脛
衣
也
︒
(﹃
說
�
解
字
﹄
十
三


上
)

絝
︑
跨
也
︒
兩
股
各
跨
別
也
︒
(﹃
釋
名
﹄
釋
衣
±
)

諸
冗
作
縣
官
n
徒
隸
︑
大
男
︑
冬
稟
布
袍
表
裏
七
丈
︑
絡
絮
四
斤
︑
絝﹅

(袴
)
二
丈
︑
絮﹅

二
斤
︒
(二
年
律
令
418
～
420
)

⑬
假
：
本
條
�
に
は
﹁
叚
﹂
と
﹁
假
﹂
の
兩
者
が
現
れ
る
︒﹁
叚
﹂
は
借
り
る
︑

﹁
假
﹂
は
貸
與
す
る
︑
の
�
で
あ
ろ
う
︒
241
鯵
�
④
參
照
︒

⑭
襌
：
ひ
と
え
の
上
着
︒

襌﹅

︑
衣
︑
言
無﹅

裏﹅

也
︒
(﹃
釋
名
﹄
釋
衣
±
)

襌
爲
絅
︒﹇
5
玄
�
︑
有
衣
裳
而
無﹅

裏﹅

︒﹈
(﹃
禮
記
﹄
玉
藻
)

夏
皆
稟
襌﹅

︑
各
半
其
丈
數
而
勿
稟
絝

(袴
)
︒
(二
年
律
令
418
～
420
)

⑮
帬
：﹁
裙
﹂
に
同
じ
︒
も
す
そ
︑
は
か
ま
︒

裙
︑
下
群
也
︒
連
接
裾
幅
也
︒
(﹃
釋
名
﹄
釋
衣
±
)

赤
帬
襦
︑
類
城
旦
衣
︒
(
嶽
麓
︹
叄
︺
152

案
例
⑩
)

⑯
襦
：
シ
ャ
ツ
︒

襦
︑
短
衣
也
︒﹇
段
�
︑
襦
︑
若
今
襖
之
短
者
︒﹈
(﹃
說
�
解
字
﹄
八


上
)

【解
說
︼

反
印
�
な
ど
︑
鯵
の
連
續
を
示
す
手
が
か
り
は
な
く
︑
ま
た
383
鯵
の
下
部
は

墨
跡
が
は
っ
き
り
し
な
い
た
め
︑
內
容
か
ら
�
後
關
係
を
推
定
す
る
こ
と
も
難

し
い
︒
不
確
定
な
�
素
は
殘
る
も
の
の
︑
暫
く
整
理
小
組
の
�
列
と
︑
陳
洩
・

周
海
鋒
の
釋
讀
に
從
っ
て
	
體
を
解
釋
し
た
︒

條
�
の
冒
頭
に
は
﹁
從
反
者
﹂
な
ど
︑
役
務
地
に
移
£
さ
れ
る
者
が
列
記
さ

れ
て
い
る
︒
ひ
と
ま
ず
﹁
從

(
人
)
・
反
者
・
收
人
﹂
の
三
者
が
竝
列
さ
れ
て

い
る
と
し
た
︒
一
方
で
︑
從
人
も
反
者
も
死
𠛬
に
相
當
す
る
と
す
れ
ば
︑
こ
こ

は
む
し
ろ
﹁
從
人
・
反
者
の
收
人
﹂︑
す
な
わ
ち
反
�
者
等
に
連
坐
し
︑
役
務

地
に
£
ら
れ
る
親
族
だ
と
解
釋
す
べ
き
こ
と
に
な
る
︒
だ
が
里
耶
秦
鯵

(
�
①

�
引
)
に
は
�
陵
縣
で
4
役
さ
れ
る
﹁
從
人
﹂
が
見
え
︑
勞
役
𠛬
徒
の
よ
う
に

役
務
地
に
£
ら
れ
︑
4
役
さ
れ
る
從
人
も
存
在
し
た
︒
三
者
の
竝
列
と
見
た
�

以
で
あ
る
︒

條
�
で
は
ま
ず
︑
移
£
さ
れ
る
者
た
ち
が
滿
足
な
衣
±
を
身
に
つ
け
て
お
ら

ず
︑
ま
た
彼
ら
を
護
£
す
る
引
ì
者
が
冬
T
・
夏
T
の
衣
±
荏
給
の
時
T
に
遲

れ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
︑
役
務
地
で
も
從
人
ら
が
衣
±
を
十
分
に
f
け
取
れ
て

い
な
い
と
い
う
現
狀
が
営
べ
ら
れ
る
︒
�
⑧
に
引
い
た
秦
律
十
八
種
90
に
見
ら

れ
る
と
お
り
︑
官
に
よ
る
衣
±
荏
給
に
は
荏
給
打
ち
き
り
の
T
限
が
あ
り
︑
T

日
以
影
は
f
領
で
き
な
か
っ
た
︒
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こ
の
問
題
に
對
處
す
る
た
め
︑
荏
給
の
T
日
に
閒
に
合
わ
な
か
っ
た
場
合
で

も
︑
移
£
さ
れ
た
者
に
は
衣
±
を
貸
與
し
︑
そ
の
後
で
囘
收
す
る
と
い
う
方
策

が
提
案
さ
れ
た
︒
'
常
︑
衣
±
は
﹁
稟
﹂
さ
れ
る
も
の
で
︑
い
っ
た
ん
荏
給
さ

れ
た
衣
±
が
囘
收
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
が
︑
こ
こ
で
は
衣
±
が

﹁
假
﹂
さ
れ
て
い
る
︒
あ
く
ま
で
,
の
荏
給
時
T
が
來
る
ま
で
の
一
時
�
な
貸

與
で
あ
り
︑
'
常
の
荏
給
と
は
衣
な
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒

本
條
�
は
ひ
と
ま
ず
右
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
が
︑
こ
れ
に
從
う
な
ら
︑

﹁
冬
袍
裘
絝
履
n
⁝
﹂
の
部
分
は
﹁
冬
假﹅

袍
裘
絝
履
n
⁝
﹂
と
あ
る
べ
き
だ
ろ

う
︒
釋
讀
し
が
た
い
�
字
も
多
く
︑﹁
遝

(
d
)
﹂﹁
而
後
～
﹂
の
解
釋
な
ど
を

め
ぐ
っ
て
は
會
讀
の
場
で
も
衣
論
が
出
た
︒
あ
く
ま
で
暫
定
�
な
解
釋
で
あ
る

こ
と
を
繰
り
�
し
て
強
�
し
て
お
く
︒

𠛬
徒
へ
の
衣
±
荏
給
は
秦
律
十
八
種
や
二
年
律
令
に
も
規
定
が
あ
り
︑
袍
・

裘
・
絝
が
荏
給
さ
れ
る
こ
と
や
︑
夏
±
は
四
R
か
ら
︑
冬
±
は
九
R
か
ら
荏
給

さ
れ
た
こ
と
︑
冬
の
上
着
は
袍
か
裘
の
い
ず
れ
か
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
︑
本
條

�
と
符
合
す
る
點
が
少
な
く
な
い
︒

f

(
×
)
衣
者
︑
夏
衣
以
四
R
盡
六
R
稟
之
︑
冬
衣
以
九
R
盡
十
一
R
稟

之
︑
]
時
者
勿
稟
︒
後
計
冬
衣
來
年
︒
囚
�
J
者
爲
褐
衣
︒
(秦
律
十
八
種

90
)

諸
冗
作
縣
官
n
徒
隸
︑
大
男
︑
冬
稟
布
袍
表
裏
七
丈
︑
絡
絮
四
斤
︑
絝

(袴
)
二
丈
︑
絮
二
斤
︒
大
女
n
4
小
男
︑
冬
袍
五
丈
六
尺
︑
絮
三
斤
︑

絝

(袴
)
丈
八
尺
︑
絮
二
斤
︒
未
4
小
男
n
4
小
女
︑
冬
袍
二
丈
八
尺
︑

絮
一
斤
§
斤
︒
未
4
小
女
︑
冬
袍
二
丈
︑
絮
一
斤
︒
夏
皆
稟
襌
︑
各
§
其

丈
數
而
勿
稟
絝

(袴
)
︒
夏
以
四
R
盡
六
R
︑
冬
以
九
R
盡
十
一
R
稟
之
︒

布
皆
八
稯
・
七
稯
︒
以
裘
・
皮
絝

(袴
)
當
袍
・
絝

(袴
)
︑
可
︒
(二
年
律

令
418
～
420
)

《三
八
六
︾

芻
稾
積
五
歲
以
上
者
︑
以
貸
①

黔
首
欲
貣
者
︑
到
收
芻
稾
時
而
責
②

之
︒
黔
首

莫
欲
貣
︑

＝

而
弗
能
𡩡

(索
)③
者
︑
以

386

(
0
5
1
8
)

【譯
︼五

年
以
上
貯
藏
さ
れ
た
芻
稾
は
︑
黔
首
の
借
り
よ
う
と
す
る
者
に
貸
し
出
し
︑

芻
稾
を
¸
收
す
る
時
に
こ
れ
を
取
り
立
て
る
︒
黔
首
が
借
り
よ
う
と
し
な
か
っ

た
り
︑
借
り
た
が
空
に
で
き
な
か
っ
た
り
し
た
場
合
は
︑
以
⁝

【
�
︼

①
貸
：
本
條
�
に
は
﹁
貣
﹂
と
﹁
貸
﹂
の
兩
者
が
現
れ
る
︒﹁
貣
﹂
は
借
り
る
︑

﹁
貸
﹂
は
貸
與
す
る
︑
の
�
で
あ
ろ
う
︒
241
鯵
�
④
參
照
︒

②
責
：
整
理
小
組
は
﹁
債
﹂
に
'
じ
る
と
す
る
が
︑
こ
こ
は
本
字
で
﹁
�
求
す

る
﹂
の
�
と
解
し
た
︒

③
索
：
盡
き
る
︑
空
に
な
る
︒
189
鯵
�
⑦
參
照
︒
こ
こ
で
は
貯
藏
さ
れ
て
い
た

芻
稾
が
す
べ
て
な
く
な
る
こ
と
を
い
う
︒

入
禾
倉
︑
萬
石
一
積
而
比
黎
之
爲
戶
︒
縣
嗇
夫
若
丞
n
倉
・
鄕
相
雜
以
印
之
︑

而
G
倉
嗇
夫
n
離
邑
倉
佐
�
稟
者
各
一
戶
以
氣

(
餼
)
︑
自
封
印
︑
皆
輒
出
︑

餘
之
索﹅

而
S
爲
發
戶
︒
(
秦
律
十
八
種
21
～
22
)

【解
說
︼

後
續
す
る
387
鯵
に
も
﹁
芻
稾
﹂
が
見
え
︑
こ
れ
を
386
鯵
と
繫
げ
て
讀
む
こ
と

も
可
能
で
あ
る
︒
だ
が
387
鯵
以
影
は
穀
物
の
計
量
に
關
わ
る
規
定
と
お
ぼ
し
く
︑

內
容
が
大
き
く
*
う
︒
筆
跡
も
若
干
衣
な
る
よ
う
に
映
る
︒
暫
く
別
條
�
と
し
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て
譯
出
し
た
︒

本
條
は
︑
長
T
閒
貯
藏
さ
れ
て
い
る
芻
稾
の
取
り
f
い
に
關
す
る
規
定
︒
ま

ず
︑
民
に
貸
與
を
希
ö
す
る
者
が
お
れ
ば
貸
し
付
け
ら
れ
︑
芻
稾
稅
を
¸
收
す

る
時
に
6
せ
て
取
り
立
て
ら
れ
た
︒
嶽
麓
︹
肆
︺
118
鯵
に
よ
る
と
︑
戶
芻
の
¸

收
は
十
R
に
行
わ
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
貸
與
を
希
ö
す
る
民
が
い
な
い
︑
あ

る
い
は
貸
與
し
た
と
し
て
も
倉
庫
を
空
に
で
き
な
い
場
合
に
つ
い
て
規
定
し
て

い
る
よ
う
だ
が
︑
後
續
す
る
鯵
を
缺
く
︒

《三
八
七
～
三
八
九
︾

黔
首
入
租
貣
芻
︻
稾
】①
⁝
□
□
□
賣
︑
毋

(無
)
衡
石
②

斗
甬

(桶
)③

以
縣
④

米
︑
令
里
□
□
者
︑
□
□
□
□
□
□

387

(
0
6
1
0
)

石
(？
)⑤

斗
甬

(桶
)
└
︑
里
量

(？
)
以
□
□
□
□
爲
□
□
□
□
縣
官
衡
石
斗

甬

(桶
)
□
縣

(？
)
□
□
□
□
□
□
□
n
芻

(？
)
□

388

(
0
6
6
7
)

□
斗
甬

(桶
)
焉
︑
毋
奪
黔
首
時
⑥

︒
內
�
布
⑦

當
用
者
⑧

︒

389

(
0
6
6
4
)

【譯
︼黔

首
が
租
や
借
り
た
芻
稾
を
�
入
し
⁝
賣
⁝
︑
穀
物
を
計
量
す
る
た
め
の
衡

石
・
斗
桶
が
な
く
︑
里
に
⁝

⁝
石
斗
桶
⁝
︑
里
が
計
量
し
て
⁝
爲
⁝
縣
官
の
衡
石
・
斗
桶
︑
□
縣
⁝
n
芻

⁝
⁝
斗
桶
︑
黔
首
の
時
閒
を
奪
っ
て
は
な
ら
な
い
︒
內
�
が
こ
の
規
定
を
準
用

す
べ
き
者
に
布
吿
す
る
︒

【
�
︼

①
入
租
貣
芻
稾
：
租
︑
お
よ
び
借
り
た
芻
稾
を
�
入
す
る
︒

●
田
律
曰
︑
毋
令
租
者
自
收
入
租
︑
入﹅

租﹅

貣﹅

者
不
給
︑
令
它
官
C
助
之
︒

(嶽
麓
︹
肆
︺
173
)

②
衡
石
：
重
さ
を
量
る
計
量
器
の
總
稱
︑
171
鯵
�
③
參
照
︒

●
內
�
襍
律
曰
︑
諸
官
縣
料
者
各
�
衡﹅

石﹅

羸

(
纍
)
・
斗﹅

甬﹅

(桶
)
︑
T
足
︒

(嶽
麓
︹
肆
︺
171
)

③
斗
桶
：
容
積
を
量
る
升
の
總
稱
︑
171
鯵
�
④
參
照
︒

④
縣
：
重
量
・
容
量
を
計
る
こ
と
︑
163
鯵
�
②
參
照
︒

⑤
石
：
整
理
小
組
は
﹁
〼
石
﹂
と
す
る
が
︑﹁
石
﹂
と
釋
讀
さ
れ
て
い
る
墨
跡

の
上
に
�
字
は
な
い
と
#
斷
し
た
︒

⑥
奪
黔
首
時
：
黔
首
の
農
作
業
の
時
閒
を
奪
う
こ
と
︒

百
畝
之
田
︑
勿
奪﹅

其﹅

時﹅

︑
數
口
之
家
可
以
無
�
矣
︒
(﹃
孟
子
﹄
梁
惠
王
上
)

⑦
布
：
布
吿
す
る
︒
381
～
382
鯵
�
⑩
參
照
︒

⑧
當
用
者
：
f
け
取
っ
た
規
定
や
指
示
に
則
っ
て
職
務
を
行
う
べ
き
者
︒
318
～

320
鯵
�
⑪
參
照
︒

【解
說
︼

い
ず
れ
の
鯵
に
も
﹁
斗
桶
﹂
が
現
れ
︑
穀
物
の
計
量
に
關
す
る
規
定
の
一
部

と
お
ぼ
し
い
︒
こ
れ
ら
の
鯵
が
同
一
條
�
を
�
成
し
て
い
た
可
能
性
は
高
い
が
︑

直
接
繫
が
る
か
否
か
は
#
然
と
せ
ず
︑
ま
た
釋
讀
で
き
な
い
�
字
も
多
い
︒
暫
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く
鯵
ご
と
に
譯
出
し
た
も
の
の
︑
具
體
�
な
內
容
は
詳
ら
か
で
な
い
︒

《三
九
〇
》↓
《伍
九
八
︾

■
廷
內
�
郡
二
千
︻
石
︼
官
共
令

●
第
庚

●
今
壬

390

(
1
1
3
1
)

【譯
︼廷

内
史
郡
二
千
石
官
共
令
︒

●
第
庚
︒

令
壬
︒

【解
說
︼

こ
の
鯵
は
︑
嶽
麓
︹
伍
︺
に
﹁
98
鯵
﹂
と
し
て
再
錄
さ
れ
る
︒
353
鯵
の
�
・

解
說
參
照
︒

《三
九
一
︾

(空
白
)

391

(
0
3
5
6
)

附

記

・
本
硏
究
班
の
班
員
は
以
下
の
'
り
︒
そ
の
う
ち
譯
�
稿
冒
頭
に
列
擧
し
た
の
は
︑
今
囘

の
譯
�
稿
の
原
稿
作
成
擔
當
者
で
あ
る
︒

太
田
+
衣
子

(國
士
舘
大
學
・
准
敎
×
)・
郭
聰
敏

(
立
命
館
大
學
・
2
士
課
|
)・
金

秉
駿

(韓
國
・
ソ
ウ
ル
大
學
・
敎
×
)
・
古
�
隆
一

(人
�
硏
・
敎
×
)・
佐

Z
郞

(關
西
學
院
大
學
・
敎
×
)・
齋

賢

(京
都
大
學
・
2
士
課
|
)・
違
瀟
逸

(京
都
大

學
・
2
士
課
|
)・
角
谷
常
子

(
奈
良
大
學
・
敎
×
)・
曹
天
江

(
中
國
・
淸
華
大
學
・

2
士
課
|
)・
鷹
取
祐
司

(
立
命
館
大
學
・
敎
×
)・
陳
捷

(人
�
硏
・
非
常
勤
硏
究

員
)・
土
口
�
記

(岡
山
大
學
・
准
敎
×
)・
西
眞
輝

(京
都
大
學
・
2
士
課
|
)・
野

原
將
揮

(人
�
硏
・
准
敎
×
)・
畑
野
吉
則

(奈
良
�
ð
財
硏
究
�
・
ア
ソ
シ
エ
イ
ト

フ
ェ
ロ
ー
)・

井
律
之

(
人
�
硏
・
助
敎
)・
宗
周
太
郞

(京
都
大
學
・
2
士
課

|
)・
目
黑
杏
子

(京
都
府
立
大
學
・
非
常
勤
w
師
)・
安
永
知
晃

(人
�
硏
・
非
常
勤

硏
究
員
)・
楊
長
玉

(中
國
・
雲
南
民
族
大
學
・
w
師
)・
劉

聰

(
岡
山
大
學
・
�
學

硏
究
科
・
2
士
課
|
)・
林
怡
冰

(京
都
大
學
・
2
士
課
|
)・
宮
宅
�

(人
�
硏
・
敎

×
)

・
本
譯
�
は
日
本
學
N
振
興
會
科
學
硏
究
費
補
助
金

(
課
題
番
號

1
9
H
0
1
3
1
8
)
に
よ
る

成
果
の
一
部
で
あ
る
︒
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